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序 文 

 

 財団法人 海外貿易開発協会（JODC）は、従来から経済産業省の補助対象事業として、

我が国中小企業の国際展開円滑化に資する事を目的に、中小企業が海外においてビジネス

活動を行う上での環境整備に取り組んでおります。 

 大企業を中心とした日本企業のグローバル化に伴い、中小企業も徐々に、海外での事業

展開を拡大させておりますが、大半の中小企業では、海外での事業展開の経験が乏しく、

人材を中心とした経営資源が限られていることから、会計、税務、労務等の大きな経営課

題については、自社内での問題解決が難しいケースが多いと思われます。弊協会では、こ

うした状況を踏まえ、会計、税務、労務等の分野の専門知識を持つ専門家による経営課題

解決の支援を目的とした、「進出日系中小企業等支援事業」を平成 18 年度より開始し、平

成 20 年度にかけてタイ、ベトナム及びフィリピンの 3 ヵ国において、現地在住の日本人公

認会計士、労務コンサルタント等によるセミナー開催及び個別相談を实施し、その内容に

ついて報告書に取りまとめ、広く関係各位に配布するとともに、JODC ホームページにも

掲載し、ご活用いただきました。 

また、平成 19 年度からは、セミナーによる情報提供・個別相談から一歩踏み込んで、進

出日系中小企業に直接中小企業診断士を派遣して、経営診断及び改善のための提言を行う

「中小企業診断士派遣による経営診断事業」をインドネシアで開始（診断企業数 7 社）し、

平成 20 年度はタイ（診断企業数 5 社）及びベトナム（同 4 社）で实施し、いずれも受診企

業からは「改善のきっかけとなった」との高い評価を得ました。これらの内容についても

報告書に取りまとめ、広く関係各位のご活用に供しております。 

 進出日系中小企業等支援事業の 4 年目となる平成 21 年度においては、上記のような、こ

れまでの流れを踏まえ、「中小企業診断士派遣による経営診断事業」に重点を置き、再度、

インドネシア 1 ヵ国に集中して、進出日系中小企業 12 社の経営診断を实施することとし、

併せて、同国における企業診断結果を踏まえつつ、受診企業以外の日系中小企業への診断

事例報告会という形でセミナーを实施し、情報提供することとしました。 

 本報告書は、平成 21 年度の本事業实施結果の概要をご紹介するとともに、進出日系中小

企業が共通して抱えている課題とその解決に向けて出された提言等の内、広く海外で事業

展開をされている中小企業及び今後海外で事業を始めようとされている中小企業各位にも

参考となると思われる内容を取りまとめたものです。 

本報告書が関係者各位のお役に立つ事を願っております。 

 末文ながら、本事業の实施に際し、種々のご協力を賜りました在インドネシア日本国大

使館、日本貿易振興機構（JETRO）ジャカルタセンター、海外技術者研修協会（AOTS）

ジャカルタ事務所、SMEJ 連合会、MM2100・KIIC 両工業団地事務所を始め多くの関係者

各位に、心からの感謝を申し上げます。 

2010 年 3 月 

財団法人 海外貿易開発協会 

   理事長  菅野 利徳 
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第 I 章 JODC 中小企業診断士派遣事業の活動概要 

 

 

１．JODC 進出日系中小企業等支援事業の経緯 

財団法人 海外貿易開発協会（JODC）は、経済産業省の補助事業として、従来から日本

の中小企業の国際展開円滑化に資することを目的とした活動に取り組んでいるが、会計、

税務、労務など、自社内での問題解決が難しいケースが多いと思われる大きな経営課題に

対応し、経営支援を行うことを目的として 2006 年度より開始したのが「進出日系中小企業

等支援事業」である。 

初年度は、タイ及びベトナムの 2 ヵ国において、現地在住の日本人公認会計士等を講師

とする税務・会計セミナー及び個別に日系中小企業を対象とする相談会を開催し、その内

容について、「進出日系中小企業の経営課題とその対応～税務・会計・投資～」（タイ編、

ベトナム編）と題する報告書に取りまとめた。 

 また、2007 年度からは、税務・会計セミナー及び個別相談を継続すると共に、セミナー

による情報提供・個別相談から一歩踏み込んで、進出日系中小企業に直接中小企業診断士

を派遣して、経営診断及び改善のための提言を行う「中小企業診断士派遣による経営診断

事業」を開始した。 

2007 年度は、タイ及びベトナムの 2 ヵ国においては、税務・会計セミナー及び個別相談

を实施し、インドネシアにおいては、中小企業診断士派遣による経営診断事業を实施した。

また、2008 年度は、フィリピンにおいては、税務・労務セミナー及び個別相談を实施し、

タイ及びベトナムにおいては、中小企業診断士派遣による経営診断事業を实施した。 

両事業の内容は、「進出日系中小企業の経営課題とその対応～税務・会計・投資～（続）」

（タイ編、ベトナム編）、「進出日系中小企業の経営課題とその対応～税務・労務～」（フィ

リピン編）、「進出日系企業の経営課題とその対応～中小企業診断士による経営診断事例～」

（インドネシア編、タイ編、ベトナム編）と題する報告書にとりまとめ、広く関係各位に

配布すると共に、JODC ホームページ（http://www.jodc.or.jp）にも全文を掲載した。 

2009 年度は、これまでの流れを踏まえ、「中小企業診断士派遣による経営診断事業」に重

点を置き、再度、インドネシア 1 ヵ国に集中して实施することとし、併せて、同国におけ

る企業診断結果を踏まえつつ、受診企業以外の日系中小企業への診断事例報告会という形

でのセミナーを实施し、情報提供をすることとした。 

また、日本国内においては、進出日系中小企業等支援事業等を広く一般に広報し、本事

業の内容の理解を高めると共に、成果を PR することを目的として、海外進出日系中小企業

の診断事例を基に、本事業に参加した中小企業診断士による JODC 中小企業支援シンポジ

ウムを開催することとした。 

 

２．インドネシアにおける中小企業診断士派遣事業の实施と成果 

（１）概況 

現在の進出日系企業の抱える経営課題は多岐にわたっており、最も重要な財務体質の改

http://www.jodc.or.jp/
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善に加え、生産稼働率の向上、品質の向上、コスト削減、中堅幹部の能力向上、従業員の

スキルアップ、企業内不正の防止など現場改善を含めた総合的な経営課題の解決が求めら

れている。こうした経営及び現場の両面における課題解決に対応ができ、具体的な改善指

導の支援が可能な専門家として起用できるのが中小企業診断士である。 

中小企業診断士は、中小企業の各種経営課題の解決支援に対応するための診断・助言を

行う国家資格保持者である。本事業では、専門家としてインドネシアに派遣し、我が国中

小企業の現地法人に対して、経営診断と現場改善の提言を实施し、その後に診断提言の实

施効果確認のための事後診断を行った。中小企業診断士の選定に当たっては、支援対象が

海外の現地法人であることを考慮し、海外での業務・指導経験を有する者を起用の条件と

した。（中小企業診断士に関する詳細は第Ⅳ章末の参考資料１、2 を参照） 

 

（２）事業の实施 

① 受診企業の募集及び診断日程 

受診企業公募の方法は、MM2100、KIIC 工業団地後援の下、JODC ホームページでの告

知及び SMEJ 連合会、AOTS ジャカルタ事務所、後援団体等を通じて、案内状のメール発

信による募集を我が国中小企業の現地法人に対して行った。 

公募により選定した日系中小企業 13 社（いずれも製造業）に対し、2009 年 8 月 2 日～8

日の間に予備調査（対象企業 13 社、1 社当たり 2 時間の調査）、10 月 11 日～18 日にかけ

て本診断（1 社企業都合により辞退のため対象企業は 12 社、1 社当たり 2.5 日の診断）、更

に 2010 年 2 月 14 日～19 日に事後診断（本診断を受けた 12 社、1 社当たり 1 日の診断）

を行い、3 次に亘る診断を实施した。（図表 1-1 参照） 

中小企業診断士は公募により選定し、予備調査に 1 名、本診断に 2 グループ 7 名、事後

診断に 3 名を派遣した。 

 

② 予備調査 

予備調査においては、ヒアリングによる各企業の総括的状況把握と、本診断に向けての

問題点の絞り込み（各社 2 点程度のポイントを抽出）を行った。 

 

③ 本診断 

本診断では、予備調査にて得た情報と企業より提供された過去 2～3 年分の財務諸表、組

織図、工程レイアウト、SWOT 分析表等の内容を基に、事前に分析を行い、課題の仮説を

立て、抽出された問題点について詳細なヒアリングと議論を重ねると共に、現場の状況の

確認や、中間管理スタッフレベルのローカル従業員との話し合いなども含めて解決策を探

り、各企業に対し改善のための提言書を提出した。（提言内容は、第Ⅳ章に 15 の提言事例

として取りまとめてある。） 

また、本診断最終日の 10 月 16 日午後に 2 ヵ所の工業団地において、派遣した中小企業

診断士 7 名を講師として、企業診断結果を踏まえた「インドネシア進出日系中小企業支援

セミナー」を同時開催した。（図表 1-2 参照） 
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④ 事後診断 

事後診断では、診断時間が 1 日程度と限られているため、企業訪問する前に、提言に対

する实施状況のアンケートを取り、市場環境の変化の影響や進捗状況の把握を行い、事前

アンケートに基づき、改善提言の实施状況とその効果を確認すると共に、必要に応じて新

たな提言を行った。 

図表 1-1 企業診断实施日程 

 实施時期 中小企業診断士氏名 対象企業 

予備調査 2009年8月2日～8日 小塚 芳三 13社 

本

診

断 

MM2100 工 業

団地入居企業 

2009年10月11日～18日 

山﨑 洋一 1社 

末広 繁和 2社 

田島 悟 1社 

関 隆治 1社 

田島悟／関隆治 1社 

KIIC、他工業

団地入居企業 

小塚 芳三 2社 

木幡 幸弘 2社 

山﨑 康之 2社 

事後診断    

（ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ診断） 
2010年2月14日～19日 

小塚 芳三 4社 

末広 繁和 4社 

木幡 幸弘 4社 

 

図表 1-2 日系企業支援セミナープログラム 

2009 10 16 15:00 17 30 17 30 18:00
MM2100

MM 2100 Industrial Town, West Cikarang, Bekasi17520, West Java

104-0061 5-12-5 4 TEL: +81-3-3549-3051

MM2100

14:30-
15:00
15:00- 15:05 JODC 

15:05- 15:30 JODC JODC

15:30- 16:10

16:10- 16:20 ----------------Coffee Break----------------

16:20- 17:15

QC

17:15-17:25

17:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17:30- 18:00

2009 10 16 15:00 17 30 17 30 18:00
KIIC GRAHA 3F  Multi Purpose Room

Jl. PermataRaya Lot C-1B, KawasanIndustri KIIC, Karawang41361, West Java

104-0061 5-12-5 4 TEL: +81-3-3549-3051

KIIC

14:30-
15:00
15:00- 15:05

15:05- 15:30 JODC JODC

15:30- 16:10

16:10- 16:20 ----------------Coffee Break----------------

16:20- 17:10

17:10-17:25

17:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17:30- 18:00
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（３）事業の成果 

事後診断（本診断に伴う各社改善提案の实施から約 4 ヵ月後）においては、対象 12 社の

全てにおいて改善提案の効果を確認した。（各社とも改善提言内容を实施、ないしは实施計

画中である。）また、全社より、改善提言が現場改善、人材育成の良い機会になったとの回

答があり、本事業の効果があったものと判断される。提言の成果としては、経営改善、現

場改善、人材育成、品質向上、コスト低減などが挙げられている。 

 

企業側から寄せられた感想の具体例としては、以下のようなものがある。 

 ①診断を受講し、大いに参考となった。特に、大きな投資をしなくても实行できる提言

もあり、即实行すべく、現地管理職を集め、説明を開始した。 

 ②第三者の診断士に指摘・指導を頂いた事は、我が社がステップアップするのに大いに

役立つ。 

 ③指摘頂いた課題・改善策については、認識し、改善を講じている個所もあれば、気付

かずに見落としていた所もあり、改めて検討、改善措置を取る良い機会を与えて頂い

た。 

④診断提言書は、弊社にとって非常に有意義な情報の宝庫であると感じている。 

この事業を海外で奮闘している他の日系中小企業に受ける機会を設け提供頂くことが、

日本の企業の足腰を強くしていくことに繋がると感じる。 

 ⑤専門家から経験談等によるアドバイスは、狭い世界で育ってきた中小企業にとって、

非常に役に立つ話である。このような支援活動を是非継続して頂きたい。 

 ⑥診断を受けて、心が洗われた気がする。目が覚めた。 

 ⑦今回のコンサルティングを通じて、“自分の考え”を如何に現場レベルまで落としこ

んで前進させるかが課題と認識できた。 

 

（４）セミナーにおける情報提供 

 2009 年 10 月 16 日（金）にジャカルタ近郊の MM2100、KIIC の両工業団地において

JODC 主催の「インドネシア日系中小企業支援セミナー」を開催した。このセミナーのプ

ログラムは、企業診断で派遣した 7 名の中小企業診断士を講師として、山﨑洋一氏、小塚

芳三氏の両中小企業診断士による「利益改善の糸口と発展に向けた仕組み作り」と題する

基調講演及び各中小企業診断士による事例講演を設け、本事業における診断と提言から見

たインドネシア進出日系中小企業の共通課題とその対応策、企業経営の一般的改善ノウハ

ウについて情報提供を行い、MM2100 会場に 23 社 24 名、KIIC 会場に 10 社 16 名の合計

40 名の方に参加頂いた。また、1 件の個別相談があり、税務、労務に関連のある経営課題

に関しての相談を受けた。 

セミナーの出席者に対してアンケートを实施しており、アンケートの結果（回答数 23 件、

回収率 58％）については下記の図表 1-3 に示す通りである。 

なお、セミナーでの講演内容は、KIIC 工業団地で開催したセミナーを取り上げ、第Ⅴ章

に講演テーマ毎に取りまとめてある。 
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【セミナー・アンケート調査】 

 ・出席者：40 名（MM2100、KKIC 両会場合計数） 

 ・アンケート回答数：23 件（回収率 58％） 

図表 1-3 アンケート集計結果 
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第Ⅱ章 進出先としてのインドネシアの可能性と問題点 

 

 

１．インドネシアを知るための基本情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（１）一般事情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（２）政治体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

２．経済動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（１）主要産業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（２）インドネシア経済の基本動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

（３）２００９年の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

（４）産業分野別の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 

（５）インドネシアの品目別の輸出入動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（６）インドネシアから見た貿易相手国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

（７）日本との貿易内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

（８）日本からの輸出額から見たインドネシア経済動向 ・・・・・・・・・・・・12 

３．進出環境と進出状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

（１）進出環境として有望とみる理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

（２）進出環境としての課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

（３）インドネシアへの投資動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（４）進出企業数と地域分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（５）世界一の人口を持つ島に集中する日系企業 ・・・・・・・・・・・・・・・15 

４．ビジネスの可能性と問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

（１）ビジネスの可能性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

（２）ビジネス環境の問題点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 

 

インドネシア共和国の可能性を端的に云い表せば、「持続力のある成長市場としての期待

感があり、人的資源の強みもビジネスに活かせる国」と表現できる。第Ⅱ章では、同国の

経済動向、ビジネスの可能性と問題点、進出環境と進出状況に関する基礎知識を紹介する。 

 

１．インドネシアを知るための基本情報 

（１）一般事情 

 国名 インドネシア共和国（Republic of Indonesia） 

 面積 約 189 万平方キロメートル（日本の約 5 倍）  

人口 約 2 億 2800 万人（2008 年政府推計） 

 首都 ジャカルタ（人口 914 万人：2008 年政府推計） 

 民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダなど 27 種族に大別） 

 言語 インドネシア語 



7 

 

 宗教 イスラム教 88.6％、キリスト教 8.9％（プロテスタント 5.8％、カトリック 3.1％） 

ヒンズー教 1.7％、仏教 0.6％、その他 0.1％（インドネシア中央統計局統計） 

 通貨 インドネシア・ルピア １ドル＝9,407 ルピア  1 円＝103 ルピア 

（2010 年 2 月 1 日現在） 

 

（２）政治体制 

 政治体制 大統領制、共和制 

 元  首 スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領（2009 年 10 月 2 期目就任、任期 5 年） 

 議  会 国会（DPR）：定数 560 名 

      国民協議会（MPR）：692 名（国会議員 560 名と地方議員 132 名の計） 

 内  閣 内閣は大統領の補佐機関で、大統領が国務大臣の任免権を有する。 

 内  政 2009 年 7 月の大統領選挙においてユドヨノ大統領が約 60％の得票で再選。 

      2 期目のユドヨノ政権は（イ）国民福祉の向上、（ロ）民主主義の確立、（ハ） 

正義の实践を今後の 5 ヵ年計画の核とし、特に、競争力のある経済発展と天 

然資源の活用及び人的資源の向上を通して国民福祉を向上させることが政府 

の最優先課題であると位置づけている。 

 行政区画 ジャカルタ特別行政区とジョグジャカルタ特別行政区及び 31 の州 

                      出所：外務省 Website（2010 年 1 月現在） 

 

２．経済動向 

（１）主要産業 

   鉱業（石油、LNG、アルミ、錫）、農業（米、ゴム、パーム油）、工業（木材製品、

セメント、肥料） 

 

（２）インドネシア経済の基本動向 

① 主要経済指標 

図表 2-1 インドネシアの主要経済指標 

項 目  2004 年  2005 年  2006 年 2007 年 2008 年 

实質 GDP 成長率（％）   5.1   5.6   5.5    6.3 6.1 

一人当り名目 GDP（ドル） 1,165 1,283 1,663 1、862 2,191 

消費者物価上昇率（％）   6.4   17.1   6.6 6.6 11.1 

対日輸出額 （億ドル） 159.6  180.5   217.3   236.3   277.4 

対日輸入額 （億ドル）   60.8    69.1    55.2    65.3   151.3 

輸出総額   （億ドル）  715.9   856.6 1,008.0 1,139.9 1,367.6 

輸入総額   （億ドル）   465.3   577.0   610.7   744.0 1,287.9 

出所：外務省 Website（原出所：インドネシア政府統計） 
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 ② 経済概況 

  インドネシアは、1997 年のアジア経済危機でアジアでは最も厳しい影響を受けて政権

を揺るがし、それまで増加傾向にあった外国からの投資額も大きく落ち込んでしまった。 

この危機を脱しようと、インドネシア政府は IMF（国際通貨基金）の協力も得て経済

構造改革を断行した。その結果、経済が次第に回復の傾向を示すようになり、2005 年頃

から好調な個人消費と輸出に支えられ、GDP（経済成長率）は 5％後半～6％台の成長率

を達成し、2007 年は 6.3％、2008 年も第 3 四半期までは 6％台を維持していた。 

ところが、2008 年第 4 四半期は、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の影響

による輸出の伸び悩みなどで GDP は 5.2％に減速した。しかし、同国政府は景気回復の

ため金融安定化策や景気刺激策を打ち出し、それでも通年で 6.1％台を維持した。 

 

（３）2009 年の動向 

① GDP 動向 

2009 年半ばから後半にかけてインドネシア経済は、世界同時不況の影響から脱しつつ

ある。2008 年 10 月～12 月期から続いていた成長率の減速傾向に歯止めがかかり、2009

年の第 1～第 3 四半期の实質 GDP 成長率は前年比 4.2％増となった。そして第 4 四半期

には 5.4％増まで回復し、2009 年は通年でも 4.5％成長に達した。 

 

 ② 輸出入動向 

2009 年 10 月の輸出額は、118 億 8 千万ドルで同年の最高を記録し、前年同月比でよ

うやく増加に転じた。2009 年 9 月との比較では 21％増となった。輸入額は、94 億 7 千

万ドルで、同年 9 月との比較では 11％増となった。貿易黒字は同年 9 月比で 82％増の

24 億 1 千万ドルであった。 

 

 ③ 消費者物価動向 

2009 年 10 月の消費者物価上昇率は、前年同月比 2.6％増であり、2008 年 10 月の 11.8％

増に比べて大幅に低下し、2009 年では最低を記録した。それでも食品には上昇圧力があ

る。 

 

（４）産業分野別の動向 

2008 年のインドネシアの産業分野別 GDP は、図表 2-3 のとおりである。 

図表 2-2 1990 年以降最大の産業となった製造業 

インドネシアの産業構造は、1980 年代半ば以降、工

業化の進展に伴い大きく変化してきたが、最近の産

業構造の構成比は、下図の割合でほぼ、安定してき

た。2009 年の傾向は 2008 年との対比で構成比が特

に変化したのは建設業の約 3.7％増と農林水産業の
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約 2.6％増であった。逆に、商業・ホテル・飲食は 4.1％減尐した。 

 

図表 2-3 産業分野別の GDP（単位％） 

 

出所：2008 年インドネシア中央統計局資料 

最大産業である製造業で輸出の主力となっているのが家電産業である。電気機器・部品

の 2008 年の輸出は 8％伸びている。その一方で、国内での主要家電製品の普及率は依然と

して低い。ただ、最近の中間所得層の拡大傾向からみて、今後、国内市場の一段の普及拡

大が予想されている。世界同時不況下において当国で特に注目されたのが輸送機械産業で

ある。中でもバイク産業は、インドネシア経済の一つのバロメーターになるといわれてい

る。 

2009 年の前半は不況下で需要が一旦、落ち込んだものの、バイクの需要は根強く、同年

後半には早くも回復して、過去最高であった 2008 年販売台数の 93.7％まで達している。 イ

ンドネシアのバイク市場規模は非常に大きい。タイやベトナムが年間 200 万～300 万台で

あるのに対し、インドネシアでは年間、約 600 万台で ASEAN の中で最大規模である。 

売れ筋のバイクの価格は、1,000 万～1,500 万ルピアであり、平均月収の約 5～10 倍とな

る。月収の 5～10 倍のバイクを買うことは、日本人が新車を買うことに相当するので、ロ

ーンを組んでいる。当国のバイク保有台数は、2009 年現在、7.9 人に 1 台となっており、3

人に 1 台のタイと比較すれば、バイクはまだまだこれから伸びる市場といえる。現在、日

系企業 3 社でインドネシア全体の生産の 90％を占めている。 一方、自動車の生産台数は、

まだ、バイクの約 10 分の 1 に過ぎない。 
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（５）インドネシアの品目別の輸出入動向 

図表 2-4 輸出総額 1,368 億ドル並びに輸入総額 1,051 億ドルの品目別構成比（単位：％） 

輸出の主な品目 構成比 伸び率  輸入の主な品目 構成比 伸び率 

石油・ガス 21.2   31.1 石油・ガス   28.8   38.0 

動植物性油脂  11.4   52.4 石油製品   19.0   56.2 

ガス（非石油ガス）   9.6   31.8 機械・部品   13.0   45.6 

原油   9.1   34.6 原油    9.5    10.8 

鉱物性燃料   7.8   49.8 電気機器・部品    7.3   62.5 

電気機器・部品   5.9    7.7 鉄鋼    7.0   75.6 

ゴム及び同製品   5.5   21.5 有機化学品    4.9   32.2 

機械・部品   3.8   11.3 輸送機器・部品    3.8   66.8 

石油製品   2.5   17.4 ガス    0.2  191.9 

その他  23.2    － その他    6.5   － 

合計 100..0   19.9 合計（その他含む） 100.0   41.1 

出所；2008 年貿易統計（インドネシア中央統計局） 

 

（６）インドネシアから見た貿易相手国 

図表 2-5 輸出総額の相手国別構成比（単位：％） 

2008 年の輸出総額 1,368 億ドル 

出所；2008 年貿易統計（インドネシア中央統計局） 

 

 

 

 

 

 

輸出相手国 構成比 伸び率 

日本 20.2 17.4 

ＥＵ２７ 11.3 15.9 

米国   9.5  12.3 

シンガポール 9.4 22.5 

中国 8.5 20.3 

韓国 6.7  20.2 

インド  5.2  44.9 

マレーシア  4.7  26.2 

豪州  3.0  21.1 

その他  21.5   － 

輸出構成比

日本

EU27

米国

シンガポール

中国

韓国

インド

マレーシア

豪州

その他



11 

 

図表 2-6 輸入総額の相手国別構成比（単位：％） 

 2008 年の輸入総額 1,051 億ドル                    

出所；2008 年貿易統計（インドネシア中央統計局） 

 

（７）日本との貿易内容 

図表 2-7 日本の主要輸出品目別構成比（単位：％） 

（2009 年 1 月～11 月の日本からインドネシアへの輸出総額 7,719 億円の品目別構成比） 

 

表の増減率は対前年同期間比 

出所：2009 年財務省貿易統計より 

 

 

 

 

 

輸入相手国 構成比 伸び率 

シンガポール 16.9 121.4 

中国 11.8 78.2 

日本 11.7 131.8 

ＥＵ２７ 8.2 38.1 

マレーシア 6.9 39.2 

米国 6.1 64.6 

韓国 5.4 116.5 

タイ 4.9 47.8 

サウジアラビア 3.7 42.5 

その他 24.4 － 

輸出主要品目 構成比 増減率 

一般機械   25.9  △41.2 

電気機器   14.3  △31.9 

鉄鋼   10.7 △47.5 

化学製品 10.4 △24.7 

自動車部品 7.4 △31.4 

自動車  7.0 △45.7 

プラスチック 4.0 △28.7 

非鉄金属  4.0  △29.0 

金属製品 3.2  △32.5 

その他 13.1   － 

輸入構成比

シンガポール

中国

日本

EU27

マレーシア

米国

韓国

タイ

サウジアラビア

その他

日本からインドネシア

一般機械

電気機器

鉄鋼

化学製品

自動車部品

自動車

プラスチック

非鉄金属

金属製品

その他
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図表 2-8 日本の主要輸入品目別構成比（単位：％） 

（2009 年 1 月～11 月のインドネシアから日本への輸入総額 1 兆 8,360 億円の品目別構成比） 

 

表の増減率は対前年同期間比 

出所：2009 年財務省貿易統計から数値を抽出・分析・加工により表作成 

 

（８）日本からの輸出額から見たインドネシア経済動向 

図表 2-9 リーマンショック以降の輸出動向 

 

表の見方：縦軸の数値は、月間の日本からインドネシアへの輸出額（単位：億円） 

      横軸の数値は、左から 2008 年 10 月～2009 年 11 月までの各月を表す。 

出所：財務省貿易統計からの各月の数値抜粋により表作成 

 

３．進出環境と進出状況 

（１）進出環境として有望とみる理由 

 進出国としてのインドネシアを知るために、2009 年に国際協力銀行が行った我が国製造

業の海外事業展開アンケート調査から、当国を有望な事業展開先とみる理由を紹介する。 

輸入主要品目 構成比 増減率 

液化天然ガス   23.1  △48.8 

石炭   14.9  △23.5 

非鉄金属鉱   13.0 △24.5 

原油 6.7 △74.5 

電気機器 5.4 △33.9 

石油製品  3.9 △68.5 

魚介類 3.3 △12.9 

非鉄卑金属屑  3.1 215.2 

木製品 2.8  △25.5 

その他 23.8   － 

インドネシアから日本

液化天然ガス

石炭

非鉄金属鉱

原油

電気機器

石油製品

魚介類

非鉄卑金属屑

木製品

その他
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図表 2-10 インドネシアを有望事業展開先国とみる理由（複数回答） 

 

出所：国際協力銀行 

① 現地市場の今後の成長性 

図表 2-10 のインドネシアを有望事業展開先国とみる第 1 位の理由としたのが、「現地 

市場の今後の成長性」であり、回答企業 50 社中 64％の企業が第 1 位に挙げている。 

国際協力銀行が 2009 年度に实施した調査結果で、この比率は、ASEAN 主要 6 ヵ国（当

国の他に、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン）の中で最も高い。 

 

② 現地市場の現状規模 

  有望理由の 5 番目の「現地市場の現状規模」について、経済成長が著しいベトナムと

比較してみると、1 人当りの GDP ではインドネシアはベトナムの約 2 倍であり、人口も

2.65 倍あるので、国レベルの GDP ではインドネシアはベトナムの 5.3 倍となる。 

 

③ 安価な労働力 

 有望理由の 2 番目の「安価な労働力」について、2009 年 1 月に JETRO が实施したア

ジア主要都市の投資関連コスト比較調査によれば、ASEAN 主要 6 ヵ国の中でインドネシ

アの労働コストは、ベトナムに次いで下から 2 番目で、両国のコスト差は僅差である。 

 

④ セットメーカーへの供給拠点として 

これを第 1 位の理由とする企業の割合は、調査対象国中でトップとなった。それだ 

け多くの日系大手組み立てメーカーがインドネシアに進出している。例えば、日本を

代表する二輪車メーカーが 4 社、自動車メーカーが 7 社及び主要な家電メーカーなど

が当国にこぞって進出しており、これらセットメーカーに部品を供給するニーズは大

きい。 

 

⑤ 第三国輸出拠点として 

これを第 1 位の理由とする企業の割合が 26％で、調査対象国中ではタイに次いで 2

位である。 
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（２）進出環境としての課題 

図表 2-11 進出環境としてのインドネシアの課題とみる理由割合（複数回答） 

 

図表 2-11 の課題とみる理由割合も図表 2-10 と同様に国際協力銀行の 2009 年度調査結果から第一位に挙

げた理由の企業の割合が多い順にベスト 5 を列挙した。 

① 治安・社会情勢が不安 

 2009 年度の調査結果でこれを第 1 位の理由に挙げる企業の割合が 41.7％に達した。主な

原因として、2009 年 7 月 17 日にジャカルタのホテルで発生した爆弾テロにより外国人 4

名が死亡した事件が影響していると思われる。2003 年にも爆弾テロで 12 人が死亡した。 

 

② インフラの未整備 

 インドネシアでのインフラの未整備とは、特に道路と電力をいう。道路はジャカルタを

中心とした交通渋滞解消が課題であり、電力も供給が急増する需要に追い付けない面があ

る。 

 

③ 労働コストの上昇 

 例えば、日系企業の多くが立地している西ジャワ州の 2009 年の法定最低賃金は、62 万 8

千ルピア(約 68 米ドル)で、対前年比 10.5％の上昇であり、最近はこのように毎年 2 桁の上

昇率となっている。 

 

④ 管理職クラスの人材確保が困難 

 学卒者の割合がかなり尐ないなどの理由もあるが、困難度は ASEAN では平均レベルで

ある。 

 

⑤ 法制の運用が不透明 

日系企業の多くが指摘する運用の不透明さとは、第 1 に正社員の解雇に対する紛争調停 

機関の判断が労働者寄りであること。また、税関手続きの不透明さなども指摘されている。 
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（３）インドネシアへの投資動向 

図表 2-12 投資額上位ベスト 5 の国・地域別投資動向 （単位：百万ドル、(  )内は投資件数） 

国・地域 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 

シンガポール 2,163.4（107）   508.3（ 81） 3,748.0（124） 1,487.3（184） 

英国 1,274.2（ 69）   660.5（ 49） 1,685.8（ 63）   513.4（ 57） 

日本 1,144.0（144）   902.8（113）   818.2（113） 1,365.4（130） 

モーリシャス   943.8（ 11）   385.6（  5）   223.9（  7） 6,477.9（ 5） 

コンソーシアム 1,104.2（168） 1,555.3（185） 1,414.3（185） 3,149.7（195） 

出所：インドネシア投資調整庁（BKPM） 

 

（４）進出企業数と地域分布 

進出日系企業数は 1,024 社（2007 年 4 月時点のデータであるが、その後、新規進出数と

撤退数に特に差はなく、ほぼ変わらないと思われる）。進出日系企業の内訳は、約 85％が現

地法人、残りの約 15％が駐在員事務所であり、現地法人の約 70％が製造業である。 

製造業の中で比較的多い業種を挙げると、電機機器が約 13％、自動車・部品が約 12％、

化学が約 12％であり、非製造業の中で最も多い業種は商社である。 

図表 2-13 日系企業進出地域別の企業数割合 

ジャカル

タ特別州
44%西ジャワ州

40%

東ジャワ州
6%

バンテン州
5%

バタム島
5%

進出地域別企業数割合

 

出所：東洋経済新聞社「海外進出企業総覧」 

 

（５）世界一の人口を持つ島に集中する日系企業 

 進出環境として当国で最も注目すべき地域は、島として世界一の人口を持つジャワ島で

ある。この潜在的な消費市場及び豊富で低廉かつ質の高い労働力が大いに注目される。 

日本の 5 倍の面積を有する当国の中で、面積では 7％（日本国土の約 35％）にしか過ぎ

ないジャワ島に全人口の 6 割に相当する１億 3,285 万人が集中的に住んでいる。1 平方ｋｍ

の人口密度がなんと千人を超える、このジャワ島に日系企業の約 94％が立地している。 

 

４．ビジネスの可能性と問題点 

第 3 項で当国の有望性と課題について概説してきたが、これはビジネスの可能性と問題
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点という言葉に置き換えることもできる。この第 4 項ではその内容を補足して紹介する。 

（１）ビジネスの可能性 

① 2008 年の営業利益状況 

 図表 2-14 日系企業 2008 年の営業利益（有効回答：製造業 110 社と非製造業 54 社） 

 

出所：JETRO「在アジア・オセアニア日系企業活動实態調査（2008 年）」 

 

  JETRO が实施した在アジア・オセアニア日系企業活動实態調査（2008 年）において、 

有効回答したインドネシアの日系製造業の 4 分の 3 以上が 2008 年の営業利益の实績を 

黒字と回答した。この数値からみて当国では一定の進出効果が得られていると思われる。 

  ただ、2010 年 1 月に発表された同調査の 2009 年の営業利益見通しの速報値をみると、

黒字企業の割合は 71.3％とやや低下した。それでも世界同時不況の影響度は日本より尐

ない。 

 

② 日本本土法人と日系企業との比較 

図表 2-15 首都ジャカルタ中心部 

 参考までに 2009 年の世界同時不況の影響を強く受けた日

本国内法人の黒字申告の割合は過去最低の 29.1％まで低下

したという。 

一方、インドネシアの日系企業は 2009 年の前半までは世

界同時不況の影響を強く受けたものの、7 月ごろから早くも

景気が回復傾向となり、企業収益も改善していることを企業

診断の際、实感した。 

③ 日系企業の収益改善が早い理由 

インドネシアの日系企業が日本国内企業と比較して企業収益の改善が早い理由を改め

て考えてみたい。まず、要因として 2009 年の不況下でも当国の経済は 4.5％以上の持続

的成長力がある発展途上国だからである。現地の市場規模も今、国の経済を牽引してい

るオートバイを例にとれば、年間販売では約 600 万台と ASEAN の中で群を抜いて最大

規模である。しかも、他国との普及率比較からみて、今後、まだまだ大きく伸びる成長

途上の段階に過ぎない。 
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④ インドネシアの主産業 

  当国の製造業はこの二輪車産業をはじめ、主に木材製品、セメント、肥料を生産して 

おり、また石油、LNG、アルミ、錫といった天然資源に恵まれた鉱業も盛んである。 

さらには、主に米、ゴム、パーム油を生産する農業もまた、当国の主力産業といえる 

 

⑤ 巨大な潜在的消費市場 

このような産業などから生み出す 2009 年の 1 人当りの名目 GDP は、2,224 米ドルで 

あり、ジャカルタ特別州では 2008 年に 7,752 米ドルの水準に達している。この GDP 

はまだ伸びる持続的成長力があることと、当国の人口規模が世界第４位の 2 億 2,800 万 

人という 2 つの要素を考えれば、当国には巨大な潜在的消費市場があることが分かる。 

 

⑥ ビジネスチャンス拡大の可能性 

この潜在的消費市場が現实に顕在化した典型的な例を 1 つ挙げれば、二輪車市場の需 

要の大きな伸びがあり、日系中小企業も二輪車メーカーからの受注が増えている。今後

は、現在、年間販売 48 万台の自動車需要の拡大など、巨大な潜在的消費市場の顕在化が

進むにつれ、日系中小企業にとってビジネスチャンスが拡大する可能性は大いにある。 

図 2-16 インドネシアにおける自動車・家電の販売動向（単位：台） 

 2005 年 2006 年 2007 年   2008 年 

(前年比増加率) 

  2009 年 

(前年比増加率) 

自動車 533,910   318,904   434,449  603,774 

（39.0％） 

 486,061 

（△19.5％） 

テレビ 3,396,183 3,268,034 3,982,791 4,679,366 

（17.5％） 

3,859,786 

（△17.5％） 

冷蔵庫 1,854,733 1,724,870 2,126,199 2,325,424 

（ 9.4%） 

2,486,431 

( 6.9％) 

エアコン   799,544   691,791   932,892 1,059,715 

（14.4％） 

1,211,313 

(14.3%) 

 洗濯機   661,632  689,667   919,614 1,159,816 

（26.1％） 

1,227,237 

（ 5.8%） 

出所：インドネシア自動車工業会、エレクトロニクス・マーケッター・クラブ 

 

（２）ビジネス環境の問題点 

  一方、インドネシアのビジネス環境の問題点について、3 つに絞って補足説明したい。 

① 市場の顕在化とインフラの遅れ 

  第 1 の問題点は、経済の成長速度がやや遅く、市場の顕在化が遅れていることである。

最近 15 年間の当国経済の成長速度を、今、発展の目覚ましい中国と比較してみると、中

国が 3.55 倍も成長しているのに対し、当国は 1.46 倍でしかない。この数字は、中国の 1
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人当り实質 GDP 額（現地通貨）とインドネシアの 1 人当り实質 GDP 額（（現地通貨）

を 1994 年と 2009 年の金額で比較した時の倍率であり、伸び率を表している。 

成長速度のこの差の影響度を考えたとき、インドネシアの巨大な潜在的市場の顕在化

がそれだけ遅れているという見方もできる。その大きな要因の 1 つとして、1997 年のア

ジア経済危機がインドネシア経済に相当大きな打撃を与えていることが挙げられる。 

アジア経済危機によるインドネシアの経済力の低下でインフラ整備が遅れた影響は、

今なお、続いている。例えば、道路網の整備の遅れが、首都圏を中心とした交通渋滞を

招いており、電力も供給が急増する需要に追い付けない影響で、工場の生産が一時的に

支障をきたすこともある。また、一般家庭の 80％は電力容量が小さいため、大型家電の

購買にも限界がある。 

 

② 現地調達の問題点 

第 2 の問題点は、部材の現地調達の制約が生産コスト高を招くことである。最近では、 

 インドネシアにおける日系企業の原材料・部品の現地調達率が ASEAN の中でタイ、マ 

レーシアに次ぐ水準となり、40%程度まで上昇している。 

ただし、現地調達率は業種によってかなり異なる。例えば、今、二輪車製造に必要な 

部材を供給する裾野産業はあるが、四輪自動車製造に必要な部材を供給する裾野産業が 

なく、日本やタイから部材を輸入している。 

業種により異なる面はあるが、原材料・部品を供給する裾野産業が当国では未発達で 

あり、日系企業は品質、価格、納期を満足する部材の現地調達には制約がある。現地調

達率が低いとそれだけ海外からの輸入に依存する結果、材料費が割高となり、企業収益

を圧迫する。当国ではまだ、労働コストが低いだけに材料調達コストが重要となる。 

 

③ 労働行政の問題点 

  第 3 の問題点は、インドネシアの労働行政が、国際的水準よりも労働者寄りであるこ

とである。多くの日系企業の声として、正社員の解雇に対する紛争調停機関の判断が労

働者に寄り過ぎることや残業割増賃金の倍率など、労働者寄りの労働行政には強い不満

がある。 

2003 年に成立した労働法の施行以降、正社員の解雇が事实上難しくなったため、日系 

各社は正社員の採用を見合わせる傾向にある。正社員の採用は限定的にして、正社員の

代わりに期間限定で雇用する契約社員を主に採用する方針に切り替えている例が多い。

ただし、この方針は、従業員のキャリア形成や技術伝承など人材育成面に課題を残す懸

念もある。 

また、懲戒解雇した従業員に対し、割増の退職金支払い義務があるのに対し、自主退 

職した人には退職金支払い義務がないなどの労働法の矛盾も指摘されている。 

以上のことから当地の今の労働行政には、企業の人材育成に負の影響を与える面もあ

る。このことは同時に、現地労働者の安定的な就業機会さえ制約してしまう面も抱えて

いる。 
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第Ⅲ章 進出日系中小企業の経営分析と発展課題 
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 海外進出を考えている中小企業にとって、その可能性を検討する際、既に進出した日系 

中小企業の動向や特徴を知る必要性は高い。この観点から第Ⅲ章では 2009 年 10 月に实施 

したインドネア進出日系中小企業に対する経営診断を踏まえて、その経営的特徴と発展課 

題を分析する。 

10 月の経営診断の受診企業は 12 社であったが、それに先立ち、応募した 13 社に対し、

8 月に予備調査を实施した。最初にこの 13 社を多面的に分析してみる。 
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図表 3-1 日系企業 117 社が入居する MM2100 工業団地 

 

１．企業と経営者タイプの特徴及び親会社と現地会社の規模比較 

（１）企業のタイプ・立地・取引先の特徴 

① 企業のタイプ 

13 社はすべて製造業でこの内、下請け部品メーカーが 10 社あり、在インドネシアの 

日系大手組み立てメーカーへ部品供給のため進出した。残りの 3 社のうち 2 社は自社製

品を持つメーカーである。他の 1 社は下請けであるが、日本向け 100％の輸出加工業者で

ある。实は、自社製品メーカー2 社とも、自社製品を製造する傍ら二輪車部品或いは自動

車部品も下請けとして製造もしており、その意味で 13 社全部が下請け取引企業と云える。 

 

②  立地の特徴 

図表 3-2  MM2100 工業団地における入居企業総数 173 社の業種構成比 

  

予備調査の対象 13 社は、西ジャワ州の 4 つの工業団地内にそれぞれ立地している。そ

の中で最も多い 6 社がジャカルタ国際空港から 55km と最も近い MM2100 工業団地内に

入居しているので、参考のために同工業団地入居企業数 173 社の業種構成比を紹介した。 

 

③  得意先の特徴 

 13 社の取引先は日本向けに 100％輸出する 1 社を除いて、12 社がインドネシア国内 

に得意先を持っている。その国内の得意先も大きく次の 2 つに分かれる。日系メーカー 

とインドネシアのローカルメーカーである。下請け部品メーカーの 10 社は、在インド 
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ネシアの日系メーカーと取引先しているが、この中には日本の親会社との取引比率 50％ 

の企業も 1 社含まれている。一方、自社製品メーカー2 社の得意先は、日系大手以外に 

もインドネシア地場メーカーを顧実開拓し、取引している他、日本の親会社との取引も 

ある。また、取引比率は 10％未満だが、インドなど第三国に製品輸出する企業もある。 

 

（２）経営者の人選タイプ別特徴と企業規模の比較 

① 経営者の人選 

経営者は企業の顔であり、リーダーシップなど、その経営手腕が業績を左右するほど

の重要性を持っている。しかし日本の親会社の存続を考えれば、親会社の経営者が現地

会社の経営者を兼ねるには限界もあり、現地会社の経営者人材の抜擢も必要となる。そ

こで、13 社の経営者はどのようにして抜擢されたのか、その人選方法を類型化してみた。 

図表 3-3 経営者の人選方法一覧表 

(イ) 親会社の人材から抜擢し派遣 4 社  (ロ) 外部から人材をスカウト派遣 4 社 

(ハ) 同族経営の子息などを派遣  3 社   (ニ) 現地でオーナー経営者となる 1 社 

(ホ) 日本の親会社経営者が兼任   1 社 ※ 経営者の年齢層は 35～70 歳と幅広い 

(イ)は最もオーソドックスな人選であるが、中小企業の場合、日本の親会社には現地会

社の経営者にふさわしい人材に乏しいのが普通である。経営者は現地の異文化に適応で

きる人材が望ましいが、当国での業務経験もある人となれば、(ロ)の方法に頼る他ない。

ただ、(ロ)の实態は、ヘッドハンティングするというよりも、現地での業務経験のある商

社マンなどの定年退職を待って社長就任を要請しているケースが見られた。 

なお、(ニ)の場合、設立当時は日系 2 社の合弁であったが、その後、経営者や出資構成

が変わり、現在の社長がオーナー経営者となった。また、(ホ)では経営者が現地と日本を

行き来する必要性から、社長不在の期間は日本人 GM に現地経営を任せている。 

 

② 親会社と現地会社の規模比較 

 日本に所在する中小企業のインドネシア進出条件として、「出資元の日本親会社の規模

はどの程度のレベルから進出可能なのか」を知りたいというニーズもあると思われる。

そこで、このニーズも含めて、参考までに資本金と従業員数について 13 社の日本親会社

と現地会社の比較分析を試みたのが図表 3-4 の 4 つの表である。 

表では、親会社の資本金規模の違いにより 4 グループに分けたが、内容は詳細な数値

を知ることが目的ではなく、傾向の把握が目的なので、敢えて概数表示にとどめている。  

まず、親会社の資本金が 1,000 万円のグループの中には、現地経営が 15 年になる企業 

もある。従業員数については、13 社中 11 社が親会社より現地会社の方がかなり多くなっ

ており、中には親会社の 7～10 倍近くに従業員数が増えている企業もある。インドネシ

アという新興国への進出によって企業規模が拡大していることが見て取れる。 

一方、資本金については、業種の違いにより設備投資に要する額は違うが、13 社中 12

社が親会社より現地会社の方がより多くの資本を投入していることが分かる。 
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図表 3-4  資本金と従業員数について日本親会社と現地会社の比較表 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．進出動機とその後、現在の経営状況 

（１）進出動機 

  図表 3-5 インドネシアへの進出動機 

（なお、2 つの動機を持つ企業の場合、各々を数に入れた） 

      

得意先の要望

69%

低賃金労働力

の活用

13%

現地市場の将

来性

6%

現地顧実の開

拓

6%

海外での

生産拠点

6%

進出動機

 

現地への進出動機については約 70％が得意先の要望と回答しており、現地日系大手組み 

立てメーカーに対する部品供給のため進出した企業が大半を占めている。中小企業の場合、

自ら望んで海外へ進出するというよりも、主要顧実との取引継続のため、やむなくインド 

ネシアに進出したという事情を持つ企業も比較的多い。 

日本親会社の資本金 1 千万円 3 社 

日本の親会社 現地会社 

資本金 従業員 資本金 従業員 

1000万円 約 30人 20万ドル 約 60人 

1000万円 約 30人 120万ドル 約 70人 

1000万円 約 300人 200万ドル 約 250人 

 

日本親会社の資本金 2000万～2500万円 3 社 

日本の親会社 現地会社 

資本金 従業員 資本金 従業員 

2000万円 約 60人 100万ドル 約 200人 

2500万円 約 90人 120万ドル 約 200人 

2500万円 約 100人 300万ドル 約 700人 

 

日本親会社の資本金 3000万～5000万円 3 社 

日本の親会社 現地会社 

資本金 従業員 資本金 従業員 

3000万円 約 30人 400万ドル 約 200人 

3000万円 約 40人 100万ドル 約 400人 

5000万円 約 300人 300万ドル 約 300人 

 

日本親会社の資本金 6000万～2 億円  4 社 

日本の親会社 現地会社 

資本金 従業員 資本金 従業員 

6000万円 約 700人 300万ドル 約 900人 

1 億円 約 270人 200万ドル 約 400人 

1 億円 約 100人 300万ドル 約 600人 

2 億円 約 200人 150万ドル 約 900人 

 



23 

 

 その一方で、進出動機として「現地顧実の開拓」や「現地市場の将来性」、「海外での生

産拠点」、「低賃金労働力の活用」と回答した企業もあった。これらの企業の特徴は、自社

製品を持ち、海外での顧実開拓を目的に積極的に進出し、低賃金労働力を活用できるイン

ドネシアに生産拠点を設けている。このパターンで進出した会社も中小企業である。 

 

（２）進出後に生じる経営環境の変化と対応 

 進出を果たした現地日系中小企業も、進出当時の経営環境がその後、変化して取引状況

にも変化が表れるのが普通である。だから中小企業が存続発展するためには、変化し続け

る経営環境に適応できるかどうかが“鍵”となる。 

 

（３）環境変化の影響を大きく受けた事例 

 实は、13 社中の 2 社が環境変化の最も大きな影響を受けた。この 2 社は部品メーカー

で、インドネシアに同じ得意先の日系大手総合電機組み立てメーカーがあり、顧実はその

1 社のみであった。この 2 社には相互関係はないが、同じ得意先の要望で当地に進出した。

その唯一の顧実が進出後 6 年で ASEAN の別の国に生産拠点を集約するため、インドネシ

アから撤退してしまったのである。唯一の顧実を失った 2 社は、インドネシアにすでに多

額の投資をして生産拠点を設けているので、当地からの撤退もままならない状況にある。 

 

（４）インドネシア市場の活用 

 窮地に立たされた 2 社はインドネシアには二輪車と自動車の市場もあることに着目した。 

二輪車や自動車の日系メーカーの現地での増産計画を知り、積極的な営業活動を展開し

た結果、新規の取引先開拓に成功して生き残ることが出来た事例である。 

 しかも、この 2 社は「得意先 1 社依存の危うさ」を思い知らされた教訓を生かし、営業

活動の継続努力により得意先を複数に分散化して、リスクの低減化も成し遂げている。 

 13 社中、この 2 社も含めて实は 10 社が対象とする様々な得意先業界の中には、各社 

共通の業界分野がひとつある。それは二輪車と四輪車を組み立てる日系の自動車メーカー

である。現地の経営環境の変化に適応するため、成長が見込める業界の顧実も開拓する戦

略が見えてくる。 

 

（５）ASEAN 経済統合に向けた域内関税削減の影響 

 二輪車と自動車の業界の他に、13 社の対象顧実業界の中で共通対象として多い業界の

例をもう一つ挙げれば、家電など電機製品組み立ての日系大手メーカーである。これらの

日系大手メーカーでは、ASEAN 域内で生産拠点の統廃合を図る動きもある。当国から撤

退するのか、逆に他の ASEAN 諸国の拠点を当国に統合するのか、の判断である。 

ASEAN では経済統合に向けた自由貿易協定で域内関税が 2003 年から 5％以下に削減

されたため、ASEAN 域内に複数の拠点を持つ企業が、集中生産・相互供給体制の構築に

向けて拠点の統廃合をしており、その動向が取引先中小企業の経営の明暗を分けている。 
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（６）国際的市場競争激化による輸出競争力の低下 

 日系大手の製品の多くはアジア市場も対象としているが、現在では、中国や台湾、韓 

国といった国のメーカーの台頭で価格競争など国際的市場競争にさらされている。在イン

ドネシアの日系大手メーカーの中には、第三国への輸出競争力が低下した企業もある。 

 

（７）撤退と集約 

輸出競争力が低下した日系大手メーカーの中には、当国から第三国への生産移管に踏み

切った企業もあり、これらを主要得意先とする日系中小企業は売上が大きく減尐した。 

 一方では、ASEAN の他国などからインドネシアに生産拠点を集約する日系大手メー 

カーもあり、これらを主要顧実とする日系中小企業は増産対応に追われている。 

 

３．黒字企業の分析及び赤字企業の分析 

インドネシアに進出した日系中小企業 12 社を対象に、10 月に診断士が経営診断し、経営

課題を摘出・分析して経営改善に向けた対策の要点を、当報告書に提言としてまとめた。 

それらの提言事例については第Ⅳ章で紹介するが、この第 3 項では 12 社平均の営業利益

率など総合的分析を皮切りに、黒字と赤字の企業に分けて各々の要因分析の結果を概説す

る。 

図 3-6 国際空港から 75Km のカラワン地区にあるカラワン工業団地（KIIC） 

 

（１）全般的な収益性分析 

診断先企業に対する守秘義務がある関係で、個々の企業の具体的財務データは公表でき

ないが、参考までにまず、診断先 12 社の赤字企業と黒字企業の割合から見てみたい。 

図表 3-7 営業利益で見た赤字企業と黒字企業 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

営業利益 赤字企業

黒字企業
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① 黒字企業の割合 

図表 3-7 は、12 社の最新の決算書にもとづき、営業利益を基準に見た赤字企業と黒字

企業を調べた結果であり、比率は 2 対 10 となった。 

 

② 営業利益の動向と水準 

営業利益の動向を知るために、最新の決算書とその前年の決算書を比較してみると、 

黒字企業の平均営業利益率は前年の 7.7％から 6.4％へと低下している。世界同時不況の 

影響が低下の主な要因と思われるが、個々の企業に焦点を当ててみると、経営改善の努

力結果なども反映されて、逆に営業利益率が向上した企業が 3 社あった。 

 一方、診断先の営業利益率の水準を知るため、日本国内の中小企業を対象に調査した

中小企業財務指標の数値と比較してみると、診断先企業の方が 4.2％高くなっている。 

 

（２）黒字要因の分析 

診断先黒字企業の中には黒字幅の大きい収益性の高い企業もあれば、営業利益率が 1％ 

にも満たない、辛うじて黒字となった企業も含まれている。 

 収益性の高い方の企業にはどのような経営上の特徴があるのか。参考のために、営業 

利益率が 2 桁の水準にある 3 社について分析し、黒字要因をいくつか挙げてみる。 

 ① 専門性の高い自社製品を製造 

  まず、3 社のうち、1 社は自社製品で、他社の追随を許さない専門性の高い製品を製

造している。製品競争力と経営管理の徹底もあって、当社の粗利益率は診断先日系企業

の中では比較的高い方だが、欧州系同業者や中国製品との競合状況もある。 

  営業利益率が高い要因の 2 つ目は、経営者のトップセールスを中心に絞り込んだ現地

での営業展開や人件費が低い関係で、販売費・一般管理費を抑えることが出来ているか

らである。日本国内企業の販売費・一般管理費との比較でみると 7％程度低くなってい

るので、その結果、営業利益率は日本国内企業よりも約 7％高い水準にある。 

   

② 大型設備を擁し専門性の高い部品を製造 

 3 社のうち、残り 2 社はともに専門性の高い部品のメーカーで、そのうちの 1 社は現

地の輸送機械日系大手組み立てメーカー1 社に主に部品供給している。この部品製造は

大型の設備と専門的な加工技術を要することもあり、外注割合も尐なく、現地での競合

先は台湾系の 1 社だけである。価格競争では台湾系に勝てないが、製品の安全性を重視

する日系メーカーからの品質に対する信頼性を得ている点が強みとなっている。また、

組み立てメーカーとの直接取引のため、粗利益率が他の日系企業より高く、しかも、1

社で売上の 90％以上を占める得意先が近隣にあるので、販売費・管理費も低く抑えら

れる結果、営業利益率は日本国内企業の同業種よりも 13％高い水準にある。 

 

③ 改善努力 

 残り 2 社のうちの最後の 1 社は、現地の日系大手部品メーカー向けにやはり専門性の高
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い部品を製造供給する他、日本の親会社向けにも輸出している。当社の粗利益率は前期決

算期には高くはなかったが、経営改善努力で最新決算期に 6％向上し、営業利益率も同様

に 6％上昇した。 

 

④ 内製化 

このような収益向上の背景としてまず、金型の 100％内製化を図っていること、加工

設備が自作で、一貫して取り組める体制作りにしたことが挙げられる。同時に、設備の

メンテナンスや設備の前後装置の自動化などにも取り組むといった、設備改善能力の向

上に努めていることが、利益率の向上に結び付いている。 

 

 ⑤ 低い販売費・一般管理費 

  もうひとつ当社で注目すべき点は、販売費・一般管理費の売上に占める比率が他の診

断先企業の平均値との比較でみると、その差が約 7％も低く抑えられていることである。

理由の一つとして考えられることは、「経営幹部の報酬額の違いにある」と思われる。 

  他の診断先企業の場合、経営者以外の日本人幹部社員は 1 人～4 人程度であるが、当社

は日本人社長 1 人以外、経営幹部は全てインドネシア人である。ローカル幹部の給与は

作業者の給与よりも相当高い水準にあるが、それでも日本人幹部の給与ほどのレベルで

はないので、報酬額合計で比較すれば、当社と他の診断先の報酬額差は大きくなる。 

   

⑥ ローカル幹部育成による経営の現地化 

  経営幹部が全てローカル人材のこの企業では、日本人経営者がローカル人材を活用し

て経営の現地化を進める考えを持っており、会議の場を通して幹部教育をしている。例

えば、品質管理の問題解決の方法を教えると同時に、テーマを与え、ヒントは授けるが、

解決策はローカル人材に自主的に導き出させるようにして、問題解決能力を養っている。 

 

（３）赤字要因の分析 

一方、今回の診断先企業には赤字企業も 2 社ある。以下に述べる 2 社の赤字要因分析の 

中には、日系中小企業の経営改善の参考にできる部分もあると思われる。 

 ① 主要得意先の生産移管の影響 

 赤字企業 2 社のうち 1 社は下請け部品メーカーである。4～5 年前にインドネシアに

ある主要得意先の輸出競争力が低下し、当国からを第三国に生産移管してしまった。こ

の影響で 2004 年との比較で売上が 3 分の 1 まで減尐し、工場の稼働率が大きく落ち込

んだ上に、販売費・一般管理費の抑制が不十分なため、赤字決算が続いている。  

 

② 自社の強み作りの課題 

この状況から脱すべく、売上増を实現する営業活動にも積極性に欠ける面が感じら 

れる。原因として、当社の強みとしてアピールできるような生産性向上と製造コスト削

減に対する改善努力が不十分だからである。最近は特定取引先からの受注増加で稼働率
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は戻りつつあるが、販管費の抑制が不十分なため、まだ赤字脱却ができていない。 

 

③ 自社製品の対象市場の伸び悩み 

 もう一方の赤字企業の業種は、現地の輸送機械日系大手組み立てメーカーの 2 次下請

部品加工業並びに自社製品の製造業である。売上比率は部品加工部門が約 70％を占め

るが、利益貢献度は逆に自社製品の製造部門の方が高い。 

 自社製品の売上比率を増やしたいところだが、対象市場である顧実は中国製品との競

合もあり、この業界の生産動向は最近、横ばいの状況で売上が伸び悩んでいる。 

 

④ 2 次下請における買入部品価格の影響 

2008 年末決算の営業利益が赤字となった主な原因は、世界的資源高騰の影響なども

あって買入部品費が前年より 20％上がり、労務費も上昇するなどして、製造原価が 20％

も高くなったからである。買入部品価格ついては、その後、低下している。 

 2 次下請部品加工部門は、1 次下請部品メーカーから加工対象部品を買入れて加工す

るため利幅は薄いが、不良率を引き下げ取引額が拡大できれば、利益額は増やせる。 

 

４．診断先企業の発展課題とその対応 

 以上、第 1～3 項までインドネシア進出日系中小企業について経営分析を行い、その特

徴をいくつか紹介してきた。 

 この第 4 項では第Ⅲ章のまとめとして、診断先企業の発展課題とその対応について記述

する。その内容は、7 人の中小企業診断士が今回の経営診断で感じた日系中小企業におけ

る経営環境の課題と存続・発展への要件を語ってもらったものである。 

 

（１）経済連携協定と ASEAN 域内の取引自由化 

 7 人の中小企業診断士の提言を紹介する前提として、日系中小企業の経営環境に尐なか

らぬ影響を及ぼす経済連携協定と ASEAN 域内の取引自由化について尐し触れてみたい。 

  

① 経済連携協定 

  日本・インドネシア経済連携協定は、貿易及び投資の自由化・円滑化、ビジネス環境

の整備、知的財産保護など、幅広い分野での協力について 2 国間で締約した協定で 2008

年 7 月に発効した。 

図表 3-8 鳩山首相とユドヨノ・インドネシア大統領 

前政権までは多国間主義を採り、WTO(世界貿易機構)

による話し合いを重視していたが、ユドヨノ政権になり、

インドネシアにとって初めての 2 国間の経済連携協定を

日本との間で締結したのである。 

協定の内容について、進出日系企業の貿易に関わる部分
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の参考例を挙げてみると、日本からインドネシア向けに輸出する鉄鋼は、特定用途免税制

度により関税をゼロにする他、自動車部品は現行関税率 0～60％を 2012 年までに大部分

を関税撤廃とする。電気・電子機器についても現行関税率 0～15％を大部分 2010 年まで

に撤廃するなどである。 

 

② ASEAN 域内の取引自由化 

  一方、インドネシアは ASEAN の加盟国でもあり、ASEAN 自由貿易協定により域内

関税の引き下げをしており、インドネシアの日系企業もこの恩恵を受けている。例えば、

自動車や二輪車の部品をタイから輸入する際の受益者と言えば、90％は日系企業である。 

  ASEAN は 2015 年の経済共同体の实現に向け、域内の取引自由化を進めており、そ

の影響で低価格攻勢の中国製品がインドネシアに大量流入する現象ももう起こりつつ

ある。 

 

（２）日系中小企業における経営環境の課題と存続発展への要件 

●提言 1：経営計画の策定と徹底した予实管理 

 経営環境の課題： 

昨年来のリーマンショックで始まった世界同時不況は米国を中心に先進諸国は大きな

痛手を受けているが、中国、インド、アセアン諸国は比較的早い回復を見せており今後

競争が激化するとともに発展成長して行くと確信している。インドネシアも工業国とし

て今後の発展成長が期待される。 

今回担当した 2 社はいずれも機械関係と自動車関係をメイン事業としており、インド

ネシアの将来性を考えた場合、中長期的視点に立った経営計画を策定し、環境変化に左

右されない経営基盤を確立することが重要である。 

  日系企業の抱える問題点として、下記が挙げられる。 

①中長期的視点に立った経営計画は策定されていない。 

②具体的行動計画をベースに現地従業員を巻き込んだ計画経営の实践もされていない。 

③経営幹部および現地人幹部の後継者不在。 

  ④ものづくりの基本である QDC の競争力 

 

今後の存続・発展への要件： 

  ①環境変化に左右されない確固たる経営基盤の確立 

  ②中長期的視点に立った経営ビジョンを明確にした中長期経営計画の策定とそれに 

   基づく具体的行動計画の策定と徹底した予实管理の实践 

  ③日本本社との連携強化（本社のグローバル戦略の共有化） 

  ④後継者育成と現地人経営幹部人材の育成 

  ⑤競争優位性の確立 

   a）他社と差別化されたコアコンピタンスの確立 

   b）QDC の更なる強化 
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・不良を見つける検査から不良をなくす検査への転換（品質は工程でつくり込む） 

    ・製品原価の把握と原価低減力の強化 

（改善に終わりなし。現場改善の基本は５S とムダ取りの徹底） 

    ・工程管理の徹底（進捗管理の見える化。スピード力） 

 

●提言 2：生産性向上により利益を出せる経営体質に変えること 

経営環境の課題： 

図表 3-9 最大の貿易港タンジュンプリオクでの荷揚げ風景 

 

①労働者の保護に重きを置きすぎているイン

ドネシアの労働法が、各社共通の 経営上の大

きな制約条件になっていると感じた。法律自体

は、中小企業診断士ではどうすることもできな

いので、生産性を向上させて、利益を出せる体

質に変えることが重要である。 

 

②競合企業でのコスト競争が厳しく、利益が出にくいことも共通課題であると感じた。 

 

今後の存続・発展への要件： 

①各作業者の生産性を正確に把握する仕組みを作ることと、生産量の変動に対して手

待ち状態のワーカーを減らすことが生産性向上のキーとなる。そのためには、多能

工化の推進が重要なファクターになると考えられる。 

②製品構成の中には他社が扱っていない製品がある。これは差別化戦略の最適な対 

象になると感じた。この製品の最適生産計画、在庫管理、中間仕掛管理、生産性管

理、多能工化の推進等を徹底的に行えば、大きな収益源になると感じた。 

 

●提言 3：財務や人材育成にもっと関心を持ち経営体質の強化を図ること 

 経営環境の課題： 

①経営戦略の発想が必要である。 

②財務体質の強化に関心をもつことが必要である。 

③現場改善の手法を確立して生産性の向上とコスト競争力の向上を図ること。同時に、

現地従業員を戦力化する人材育成が重要な要素となる。 

 

今後の存続・発展への要件： 

①当地では、競争は厳しいが、受注環境は比較的良好であり、活発な受注営業活動を 

 行って事業拡張を図るチャンスがある。日本からの出先的な位置づけから、更に現

地化を図って欲しい。その場合、経営全体を踏まえたバランスの取れた運営管理を

实践することが必要である。その為に経営者、管理者には生産や技術の他、経営管
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理の研修を实施する必要がある。（経営計画） 

②積極的な事業拡張を進めるためには経営体質の強化を図る必要がある。それには本 

 社との相互補完の関係を良好に保ちながら現地企業として収益性の向上、財務体質

の強化を図って欲しい。企業の成長性・収益性・財務安定性等の財務に関心を持ち

「いい会社」にして欲しい。（計数管理） 

③現地での生産活動は、ひとえに人材の育成に掛かっている。コストや品質等の改善 

手法を確立して、OJT を通じて、着实に継続实行して人材活用のステップアップを 

図って欲しい。（改善手法とコスト・品質管理） 

 

●提言 4：トップダウンからボトムアップへの転換で組織活性化を図ること 

 経営環境の課題： 

实務中心の経営者が多く、順調な経営状況である。しかし景気浮沈が激しく、そのバ

ッファーとして、正規従業員を減らし、派遣従業員を多用している。インドネシアの

労働法の制約によりこのような方法をとっているのだが、一方、固定費の変動費化の

点ではこの制約を回避している。そのためボトムアップの力、従業員とのコミュニケ

ーションが必要で、現場の強化が必要である。 

实際、経営層と現場ワーカー層の乖離が見られる。これは景気浮沈対策と非正規従業

員が半数以上（50～70％）を占めるといった人員構成にもあるのだろう。この非正規

従業員を戦力としてどのように取り込むかがポイントとなりうる。そのため従業員の

活性化が必要であるが、その具体的方法が分からないようだ。 

同時に生産性を向上させて、利益を出せる体質に変えることが重要であると感じた。 

 

今後の存続・発展への要件： 

今回の診断先 2 社では経営者の経歴など経営環境が異なる面がある。前者の社長はイ

ンドネシア歴 20 年と経験豊富で、現地人幹部とは友好な関係にある。後者の社長はイ

ンドネシア歴 3 年弱で、他に日本人スタッフがいるが、現地従業員との間に壁がある

ようだ。 

   いずれ、従業員の活性化が企業発展の要因となることから、従来のトップダウン方 

 式から、ボトムアップ方式への転換を行なっていき、上下のコミュニケーションを促

進すれば、企業発展に結びつく。併せて、契約期限後の非正規従業員も正社員への登

用（固定費増加の要因でもあるが）を行ない、戦力増強になるとよい。 

また、各作業者の生産性を正確に把握する仕組みを作ることと、生産量の変動に対し

て手待ち状態のワーカーを減らすことが生産性向上のキーになる。前者は比較的多能

工化を進めているが、後者は多能工化の推進が重要なファクターになると考えられる。 
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●提言 5：組織的な計画経営への転換に求められる経営者教育 

経営環境の課題： 

診断先の 2 社には次の共通点がある。 

   ①経営者が技術系出身である。 

   ②設立後間もないこと（5 年～7 年）である。 

   経営者 2 人とも日本の親会社勤務時は中堅管理職であったが、親会社は中小企業で 

 勘と経験と度胸に頼る成行き経営であったため、管理手法を身につける機会はなかっ

たようである。技術系出身である彼らは、その欠点を認識しており、他の人事、会計

等の知見を広める努力はしているが、特に会計は本を読んでもよくわからないとのこ

とであった。  

 

今後の存続・発展への要件： 

   インドネシアの発展に伴いインドネシアの子会社はますます大規模化し、従業員数

は増加していく。そのとき、日本の中小企業の属人的な成行き経営では会社は管理で

きなくなる。しかも、コミュニケーションが円滑に進みにくい外国である。組織的な

計画経営への転換が必要となる。そのための中小企業経営者教育が求められる。 

 

●提言 6：経営計画と直結したマネジメントシステムを作り、人の能力を引き出す 

こと 

経営環境の課題： 

  ①労働者保護寄りの強い労働法や、経済成長に伴う最低賃金の 2 桁上昇は、企業の収 

益性に大きな圧力となる。改善策としては、コストアップに見合う生産性改善のス 

ピードが必要である。 

  ②生産性改善の小ロット生産、U ライン生産、セル生産は、作業者までその気になら 

ならなければ实現しない。そのためには、現場監督者、管理者、スタッフのスキル 

 の向上を計画的に進めることが必要である。 

  

今後の存続・発展への要件： 

  ①改善のスピードを上げるポイントは、インドネシア人の管理者、監督者、職場リー 

ダーを育てることである。経営者が現地化というポリシーを明確にし、経営者自ら 

手を掛けて育てることである。 

②経営者自らが経営計画と直結した「マネジメントシステム」を作り、「筋の通った 

目標管理」を運用する過程でインドネシア人の能力（成功体験と自分の成長が見え

る）を引き出す工夫をすることである。 

③小ロット生産やセル生産化は、作業者まで巻き込む必要がある。まず、幹部社員 

から「改善は日常業務である」という合言葉を掲げ、認識を深めること。その方法

として、対話を重視したコミュニケーションの仕組みを作ることである。 
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●提言 7：強みとなる将来的目標を決め、实現に向けて能動的・計画的に取り組む 

こと 

 経営環境の課題： 

  ①下請け部品製造業は、主要顧実の対象市場の成長動向に大きく左右される業種であ 

る。業績不振の日系中小企業は、全盛期を過ぎ下降線をたどっている業界との取引 

依存度が高いだけでなく、成長業界との取引に切り替える積極的な営業活動が出来

ないでいる。 

  ②また、当地の低い労働コストが日系企業の進出動機であったが、現在、労働者保護 

重視の現地労働法の下では労務対策に頭を悩まされている。正社員の解雇が事实上、 

困難なことや法定最低賃金上昇率が年 2 桁であり、さらには退職金規定が日本との 

比較で負担が大きい。 

 

今後の存続・発展への要件： 

  ①有望な業界の大企業との取引を望む下請け企業は尐なくないので、競合先との営業 

活動競争に打ち勝つには差別化できるだけの強み・機能が必要となってくる。取引 

決定要因は、価格だけではない、自社と取引することによって得られる便宜性や信 

頼性が如何に高いものであるかを相手先に訴求し納得させることも重要である。 

自社には今、そうした強みがないというなら、競争上の強みを作る将来的目標を決 

めて、その实現に向けて能動的・計画的に取り組むべきである。 

②下請け企業として取引競争に勝つには、他社を差別化できる自社のストロングポイ

ントを磨き高めなければならない。得意先からの新規設計や難解なテーマに挑戦し

て自社技術を高め、得意先の信頼を得ると同時に自社技術として蓄積したもので取

引の増大に努めることである。自社技術が確立し、それが自社製品の開発に結实す

れば付加価値の高い仕事（製品）を獲得できることもある。日頃から自社オリジナ

ル性に取り組むトップの意識と意欲が必要である。 

  ③労働者保護重視の現地労働法の下でも、法律内容を研究把握した上で労務対策を考 

え、1 人当りの付加価値額目標を決めて、その達成に向けた現場改善で生産効率向 

上に努めれば、法定最低賃金の毎年 2 桁上昇でも労働分配率の上昇を抑えられる。 
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第Ⅳ章 進出日系中小企業への提言 

 

 

具体的な提言事例について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

１．経営管理・利益管理を改善する４つの提言事例 ・・・・・・・・・・・・・・34 

事例１：従業員全員の目的意識を巻き込んだ経営計画 ・・・・・・・・・・・・34 

事例２：中長期的視点からの経営改善策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

事例３：付加価値を生み出す利益管理と改善活動 ・・・・・・・・・・・・・・37 

事例４：職場目標を経営計画と連携させる目標管理制度 ・・・・・・・・・・・40 

２．財務管理を改善する２つの提言事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

事例５：債務超過から抜け出す道筋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

事例６：不正を未然に防ぐ仕組み作り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

３．組織・人事管理を改善する３つの提言事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・48 

事例７：自主的な改善活動を促す实践教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

事例８：知恵を出し合いやる気を引き出す小集団活動 ・・・・・・・・・・・・51 

事例９：現場の意見を改善に反映させる提案制度 ・・・・・・・・・・・・・・53 

４．生産管理・品質管理を改善する 4 つの提言事例 ・・・・・・・・・・・・・・55 

事例１０：作業台の変更と多能工化の推進で生産性アップ ・・・・・・・・・・55 

事例１１：ＱＤＣの強化策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 

事例１２：コスト競争力の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60 

事例１３：不良再発防止に向けた改善の仕組み作り ・・・・・・・・・・・・・62 

５．在庫管理を改善する２つの提言事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

事例１４：实施棚卸の課題と改善策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

事例１５：スペース不足の課題と改善策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

 

 

【具体的提言事例について】 

第Ⅲ章では、診断先のインドネシア進出日系中小企業の特徴を知るために、その全社を

横断的に経営分析して、色々な観点からプロフィールを紹介してきた。また、今回、経営

診断を担当した 7 人の中小企業診断士に、診断先の経営環境の課題と今後の存続・発展の

要件についての所感を語ってもらい、それを 7 つの提言としてまとめている。 

この第Ⅳ章では、その提言を踏まえて、診断先企業が経営課題を克服するための“対策”

について、その内容まで踏み込んだ具体的な改善ヒントを紹介したい。 

これらの具体的な改善ヒントは、今回の診断事業で診断士が経営診断し、課題を摘出・

分析して、経営改善に向けた対策を提言書として診断先企業に提出した内容の抜粋要約で

ある。15 の事例を紹介しているが、各事例の内容については、その要約を冒頭に「課題と

対策」として枠内にまとめてある。冒頭の要約に引き続き本文を記載している。 

診断先企業に提出した提言内容に関しては、中小企業診断士の業務として診断先企業に



34 

 

対する守秘義務がある関係で、そのままの形での公開は馴染まない。従って、各企業に提

出した改善提案の内、企業情報、財務分析及び企業固有の問題に関わる部分は除いてある。

その上で、海外進出日系企業一般の参考になると思われる項目を抜粋して、編集・要約し

たものを提言事例として経営機能の各分野別に紹介する。 

なお、経営機能の各分野別の事例といっても、すべての分野を網羅しているわけではな

く、今回、診断先企業にとって特に必要と感じた分野に限って提言している。 

また、その提言の内容に関しても、实際の診断における提言からの抜粋であるため、項目

によって濃淡があり、一部重複する内容もあるが、中小企業診断における提言の实例とし

て参考に供する。 

 企業各位におかれては、自社内で改善の必要を認める項目につき、それぞれの提言に示

される改善のための基本方針や具体的手法を参照され、お役に立てて頂ければ幸いである。 

 

１．経営管理・利益管理を改善する 4 つの提言事例  

 

●事例 1：従業員全員の目的意識を巻き込んだ経営計画 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

① 経営計画とは 

 経営計画は、会社経営が課題や問題を解決する「ガイドライン（Action Plan）」である。

従って、経営者の思いが方針として示され、数値目標を立てることからスタートする。数

値計画を「如何にして实現するか」の具体的な業務内容も事前に検討し、实施手段まで検

討すべく指示する必要がある。計画はそれを受けて全社員が一致団結して生産を確保し、

原価削減、不良率の撲滅等の現場改善、合理的な生産管理活動を行うものである。従って、

経営計画は、目標成果を生みだす為にその課題や具体的な解決策の内容が事前に全社員に

周知され、理解が得られるものであればより实現が確实になる。 

 攻撃は最大の防御なりという言葉があるように、将来の成長に向けた経営戦略は、企業

が抱える問題点や課題を実観的に認識し、改善目標や利益計画を立て、限られた資源を活

かし積極的に挑戦することが、企業競争力をつける重要な道筋であることを意味している。 

 

② 中長期の視点から経営計画の内容精度を積み上げ着实な成果を上げる   

現在の経営計画は、次年度の数値予算が部署単位で明示され、損益を見通すものとなっ

課題：現在の計画は、年度「数値予算」だけを作成し、計画は月次で損益を検証

する方法に止まっている。 

対策：改善策として、経営計画は中長期の視点から考察して利益目標を立て、こ

れを实現する目標意識を持って経営基盤の強化を図る必要がある。 

経営計画は経営の羅針盤であり、アクションプランでもある。従って数値

予算だけでなく、業務内容を具体的に实施するレベルまで検討して、各従

業員の目的意識を確認して全員の力を結集する内容にする必要がある。 
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ている。計画は月次で計画と实績を検討して対策を検証する方法に止まっている。経営計

画は、中長期の視点から考察して次年度計画を“経営の 5 部門”『①総務全般（経営戦略） 

②営業 ③生産（設備稼働、品質・検査等不良品対策、メンテナンス、試作、原材料購買）

④人事（社員の就業、意識づけ、福利厚生、安全・衛生）⑤財務（経理、資金、資金繰り､

不正対策）』毎に業務内容や課題も事前に検討して“予測と対策”を見通す計画にすること

が望ましい。経営計画は会社経営の羅針盤（ガイドライン）であり、Action Plan である。 

従って、数値予算だけでなく業務内容を具体的に实施するレベルまで検討して、経営計

画の充实と運用方法のレベルを上げる必要がある。経営計画は、目的意識を再確認し、社

員の力を結集する手法と考えて欲しい。 

 

●事例 2：中長期的視点からの経営改善策 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-1 経営戦略及び経営計画策定のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題：中長期的視点の経営計画の策定とこれに基づく単年度計画、部門行動計画、

月次での予实管理を实行する仕組みがないことが課題。 

対策：対策として 21 世紀を勝ち進んで行くための経営戦略（全社戦略と部門戦

略）の策定と利益を軸とした中長期経営計画の策定が急務であること。 
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① 全社戦略的視点における経営課題 

2009 年 9 月のリーマンショックに端を発した世界同時不況は多くの製造業を業績悪化に

落とし入れたことは誰でも認めるところである。このような中で売上が大幅に落ち込んだ

にも係わらず、確实に利益確保を図っている企業が存在している。それらの企業は、常日

頃から利益を軸に環境変化に左右されない企業作りを实行している。これからも環境変化

は常に企業経営によくも悪しくも影響を与える続けることは間違いない。 

そこで、堅实経営を实行している企業であればあるほど、経営状況がしっかりしている

ときに、もう一度原点に戻り当社の企業力を評価し、環境変化に左右されない確固たる経

営基盤の強化を図っているものである。 

今回の経営診断での経営トップを始めとする経営幹部へのヒアリング並びに工場視察を

通して考えられる当社の課題は、「中長期的視点に立った経営計画の策定とそれに基づく、

単年度経営計画、具体的部門行動計画を策定し、PDCA による月次の予实管理を实行する

仕組みの早期確立」が挙げられる。 

 

② 中長期的視点における経営改善策 

今後、多くの企業が 21 世紀を勝ち進んでいくためには経営戦略の策定と利益を軸とした

中長期経営計画の策定が急務である。 

経営戦略の策定と経営計画策定の流れは以下の通りである。 

 （イ）先ず、中長期視点に立った勝ち進み戦略の策定に当たって、当社の「企業理念（企

業の存在意義）」に基づき、5 年～10 年先を見据えた「経営ビジョン（あるべき姿）」

を明確にする。 

（ロ）次に、前述の SWOT 分析つまり自社の強みと弱み、自社を取り巻く外部環境（機

会・脅威）に関する分析結果を踏まえ、「事業ドメイン（市場・技術・機能）の設

定」及び「全社戦略（経営目標・経営方針）」、「個別戦略（部門戦略）」からなる

「経営戦略」を策定する。 

 （ハ）この「経営戦略」をベースに「中長期経営計画（3～5 ヵ年）」を策定し、更に年度

ごとに「単年度経営計画」を策定する。 

 （ニ）次に、「単年度経営計画」に基づき、課題解決を図り、経営目標を達成するために

具体的な「部門行動計画（5W2H）」を策定する。 

 

当社にとって重要なことは、具体的に計画を实行し目標を達成して行く仕組みを社長の

率先垂範のもとに作り上げることである。 

そのためには、「部門行動計画」をベースに社長を議長とする月次業績管理会議（仮称）

を開催し、徹底した進捗管理・対策付け・目標達成の目処付けを繰り返し实践し、定着化

させて行くことが重要である。 
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●事例 3：付加価値を生み出す利益管理と改善活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① コストでものを考えられる知恵をつける 

（イ）利益の構造を理解させる 

損益計算書を図示すると図表 4-2 のような構造図になる。付加価値とは、売上高から変

動費を差し引いたものである。変動費とは、売上高の増減によって変化するもので、当

社では材料費である。付加価値の内訳は、固定費と利益である。 

固定費の内訳は、人件費（給料）、経費（減価償却費、金利、その他経費）である。 

利益とは、企業が将来継続的に発展していくため必要な設備投資、工場建設、商品開発

などの将来費用である。人件費は全社員の努力の結果である。付加価値は、企業の利益

と給料があり、付加価値が増えなければ利益も給料も増やせないということである。 

付加価値は、年間の経営計画を实行することにより決まる。 

 

（ロ）個人と会社の利益の関係を認識させる 

経営者は、すべての社員は利益構造図のどこかを担当し、それぞれ重要な役割を担っ

ていることを認識させる。また、すべての社員は付加価値を増やすために何ができるの

かを認識させる。付加価値は、改善によって増やすことができる。 

 

（ハ）「改善は日常業務である」を合言葉にする 

しかし、付加価値はたえず変化するものである。販売状況や新規製品の投入で売上高

は増減する。不良・歩留まりや購入価格で材料費は増減する。生産性や予算管理で固定

費は増減する。このため、経営計画通りの付加価値を確保するかということが改善活動

であり、「改善は日常業務である」を合言葉にする。 

 

 

 

課題：材料費高騰などで企業の収益が圧迫されているが、コストダウンは幹部の指

示命令だけでは限度がある。従業員のコスト意識や改善意識を向上させる必

要がある。 

対策：コストでものを考えられるように、先ず付加価値を理解させる。付加価値は

売上高から変動費を引いたもの。付加価値（コスト）でものを考え認識する

必要がある。会社の、製品の、自分の付加価値とは何か。 

月次目標を付加価値で計画し、付加価値が計画に達していなければ、変動費、

固定費、売上高に対して改善に向けてどのように対応するか考える。 
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図表 4-2 付加価値を理解する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② コスト意識（付加価値を増やす方法） 

（イ）製品一つひとつの付加価値（単品付加価値）は異なる 

図表 4-3 に示すように、難しいもの、技能がなければ作れないものは、付加価値が多く

高付加価値製品という。また逆に、どこでも、だれでも作れるものは付加価値が尐なく

薄利多売品という。企業の付加価値は、これら単品の数量と単価を掛けたものである。

売上金額が多いからといって儲かるとは限らないのである。 

図表 4-3 単品付加価値 

 

 

(ロ）儲かる製品は何か 

単品の付加価値と変動費を足した売上高のグラフを書き、付加価値の大きい順に並べ

たのが、図表 4-4 である。売上高は多いが付加価値が尐ない製品は、即、改善対象である。

会社全体の付加価値から時間当り付加価値を算出しておくことで、ロット当りの付加価

値が計算できれば、何時間、何人で加工すべきかが計算できる。 
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図表 4-4 どの製品が儲かるか 

 

（ハ）経営計画を付加価値で月次評価する 

年度の経営計画を立てるとき、経営ビジョンを作り、ビジョン達成に必要な利益をシ 

ミュレーションして、3 年先の必要利益計画、次年度確保したい利益計画を作る。利益を

確保するための次年度経営計画を作成する。 

そして、経営計画を達成するために、組織目標、部門目標、職場目標と展開すること 

を「筋の通った目標管理」と呼んでいる。この目標管理値に付加価値を活用すると、〆

日、即、月次の实績が集計できる仕組みができる。必要なデータは、売上高、変動費、

人員の 3 種類のみである。 

 

③ 付加価値を増やすための「3 つの手の打ち方」 

図表 4-5 に付加価値を増やすための「3 つの手の打ち方」を示す。 

変動費を下げる、固定費を減らす、単品の付加価値を組み合わせて、付加価値額が最大

になる売上高を計画することである。5S 改善を参考に下記に改善項目を明示した。 

（イ）変動費を下げる 

ⅰ）材料の歩留まりを上げる、不良を減らす、端材を尐なくする、製品予尺基準を見

直す（ヒストグラムでバラツキ管理）、成形樹脂のロス管理 

ⅱ）不良在庫の削減、赤札不活動在庫の再発防止、ABC 分析と発注点管理でさらなる

在庫回転数を上げる。 

 

（ロ）固定費の改善 

ⅰ）組立てラインの U ライン化・セル化の促進、個別ラインの 7 つのムダ取り、技能

工スキル OJT、多能工スキル OJT、設備点検とメンテンス、製造リードタイム短

縮 

ⅱ）経費の予算管理、付加価値による利益管理、筋の通った目標管理、利益の出る ISO 

 

（ハ）売上高の改善 

ⅰ）製品付加価値の組合せ 
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図表 4-5 付加価値を増やす「3 つの手の打ち方」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事例 4：職場目標を経営計画と連携させる目標管理制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 目標管理制度 

経営計画書作成後、それを課、個人レベルに落とし込む。経営計画の实行のためには、

トップダウン型の指示だけではなく、各従業員の理解と合意を含めた全社一丸の推進体制

が必要である。目標管理制度とは、従業員の動機づけ、その意欲と能力を高めながら、各

課、各従業員が全社的な経営計画に対して自ら目標を設定し、目標達成までの過程を自己

管理する制度である。 

                                

            

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-6 

   

 

 

 

 

 

 

課題：利益計画がない企業は、成行き的な経営になってしまうのが課題であ

る。そこで、先ず、利益計画を立て、利益管理を行い、それを基に経

営計画を作成する。 

対策：経営計画作成後に、その实現に向けて、各課、各従業員が全社的な経

営計画に対して自ら目標を設定し、目標達成までの過程を自己管理す

るよう動機付ける。 

 

 

課目標 

個人目標 

経営計画 
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個人目標は、従業員と十分に話し合ったうえで設定する。そして、設定した目標は、書

面（目標管理シート）に記載し、定期的に面談を实施して進捗状況を管理する。あくまで

業績責任の追及ではなく、社内において期待する役割を従業員に明確に認識させること、

すなわち、役割の明確化に主眼を置く。 

目標への取り組みの成果は、表彰、人事、給料等に反映し、しっかりと評価する。 

図表 4-7 目標管理シート 

所属課、名前 

 テーマ 目標レベル 目標期日 自己評価 上司評価 

１      

２      

３      

４      

   合計   

教育・研修等 ・ 

上司コメント ・ 

 

② 筋の通った目標管理（経営計画の仕組み）を作る 

経営計画の仕組みは、企業の目的である経営理念から企業の進むべき方向付けを具体化

したビジョンに展開する。ビジョンを戦略的に達成するために中期経営計画及び次年度経 

営計画に展開する。 

経営計画を作成や運用するとき、利益シミュレーション及び経営計画の实績評価値とし 

て付加価値を活用することがよい。評価基準として、付加価値金額（一人当たり付加価値）、

売上高、損益分岐点比率を使用すると分かりやすい。 

筋の通った経営計画とは、経営計画を組織目標（経営層）、部門目標（部門責任者層）、 

職場目標（職場リーダー層）へと展開し、利益を目標の中心とした目標管理を行なうこと

である。図表 4-8 に運用管理のイメージを示す。 

図表 4-8 筋の通った経営計画（組織目標、部門目標、職場目標の展開） 
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③ 経営方針を職場目標に展開する方法 

経営計画を達成するための筋の通った目標管理の仕組みを作る。組織目標、部門目標、

職場目標と関連性に注意し展開することである。 

目標展開の過程では、いかにして社員を巻き込み意欲的に行動させるかが重要な課題で

ある。そのポイントは、押し付けでは人は動かない。自分の案だと感じなければ自立的に

行動しないという原則を重視することである。 

図表 4-9 に示すように、問題の欠点や課題に重点を置く対話ではなく、強みや価値に注目

して課題を引き出す、いつでも安心して対話できるという風土を意識的に作ることである。

ものの見方を意識的に“犯人探し”から“恋人探し”に変える対話だけでも人の能力を引

き出しやすくなる。即効性があるので实行してみることである。 

改善活動における対話のポイントを下記に示す。 

（イ）個人やチームの能力や強みを引き出す対話の場を意図的に作る。 

（ロ）人は基本的に自分の職場と感じ、自分の案と思わなければ自立的な行動はしない。

（ハ）未来（何のためという目的）から考え、犯人探しではなく、恋人探しを行う。 

（ニ）人は、目標値と自分の行動結果が見えれば、達成しようとその気になる（やる気）。 

                

         図表 4-9 組織の強みを引き出す風土        
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２．財務管理を改善する 2 つの提言事例 

 

●事例 5：債務超過から抜け出す道筋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 課題：診断先は債務超過の状況にある。 

（イ）現状 

当社は、負債総額が資産総額を上回っており、財務安全性に大きな問題がある。一刻

も早くこの状況を抜け出すことが最優先課題である。 

 

（ロ）問題点 

設立時の資本金が製造業としては、比較的尐額の資本金で立ち上げることができたの

は、土地、建物をリースにし、一部の設備投資を後回しにしたためである。その一方で、

人材育成に時間を要し、売上の増加が伴わなかったため、たちまち資本金が底をつき、

債務超過に陥ることになった。問題の背景には以上の経緯があり、設立時の資本金が過

小であったことも債務超過の一因と考えられる。 

 

② 対策：債務超過の状況を一刻も早く抜け出す。 

債務超過の打開策は 3 通りある。1 つ目は、利益を積み上げて内部留保することである。

2 つ目は、増資を行い、資本増強を図ることである。そして 3 つ目は、負債の資本化（DEP: 

Debt Equity Swap）を行うことである。 

（イ）利益を積み上げて内部留保すること 

経営計画を立案、内外に公表そしてコミットメントし、その計画に従って事業を推進

し、利益をあげていくことが求められる。 

 

（ロ）増資を实施すること 

増資には、金銭による出資のほか、現物出資がある。当社の日本親会社より当社へ機 

 械設備を移転する予定になっている。これを購入の形式でなく、現物出資の形式にすれ

課 題：資本構成をみると自己資本比率がマイナスで債務超過であること 

対 策：債務超過の打開策として①利益計画を立てて計画に沿って利益を積み上げ

て内部留保する。②親会社から機械設備の移転予定を購入形式ではなく、

現物出資の形にして増資すること。③親会社からの買掛金という「負債」

の資本繰り入れを検討し、負債額を削減する。 

債務超過解消に向けた利益計画を立て 1 年後に単年度黒字化、5 年後に繰

越損失を解消し、債務超過状態から脱出する長期目標をおく。長期目標達

成のため、5 年先までの毎年の売上高、各費用（変動費と固定費の区分）、

利益目標を設定する。 
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ば、債務超過額を縮小することができる。債務超過の状態で、借入金による資金調達は

困難と思われるが、可能であっても、これ以上の財務状況の悪化は極力避けなければな

らない。なお、現物出資の实施に当たっては、会計事務所、税務コンサルタント等に事

前に相談することが必要である。 

当社の日本親会社にとっても、当社が早期に債務超過の状況を抜け出し、配当金を支 

 払ってもらえるようにするほうが長期的には得策であると考える。 

 

（ハ）負債の資本化（DEP： Debt Equity Swap） 

当社 は、日本親会社に対して現在、買掛金がある。これらの一部を日本親会社からの

出資とすることで債務超過の状況を改善することができる。（ロ）の増資と同様に、日本

親会社にとって長期的には得策と考えられる。なお、負債の資本化を实施する場合は、

会計事務所、税務コンサルタント等に事前に相談することが必要である。 

 

当社の最優先課題は、債務超過の解消である。そのためにあらゆる手段を尽くすことが

必要である。債務超過が解消するまで、新たな借入等財務状態を悪化させるようなことは

ゆめゆめ实施してはならない。幸い、当社の経営状況は改善してきており、債務超過さえ

解消されれば、さらなる発展が可能であると考える。 

 

●事例 6：不正を未然に防ぐ仕組み作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部統制の課題と改善策 

① 内部統制の課題 

（イ）現状 

診断先企業では、過去に物品購入に際してバックマージンを受け取る等不正事件が生

じており、その対策として内部統制の改善を図ってきている。物品の購入については、

直属上司等の承認が必要である。新規、高価な物品の場合は、複数の業者から見積りを

取る（継続購入の場合はその手続きは省略）。業者決定後、購買部門が注文書（3 枚綴り）

を記入し、一部は業者へ、一部は受領部門へ、一部は経理へ送付される。受領部門は、

物品受領時に物品と注文書の内容の一致を確認する。経理は、注文書と業者からの請求

課題：過去に不正事件が生じ内部統制の改善を図ったが、まだ、問題も残され

ている。 

対策：金銭や物品を扱う部門では不正を行う機会と動機を与えない管理体制の

整備と運用が必要となる。それには①物品購入の承認者と記録者及び保

管者の 3 つの職務を、各々別の者にするなどを配慮すべきである。②小

口現金は定額前渡し制度の方が管理上有効となる。③親会社との取引に

は移転価格税制問題を考慮する必要がある。 
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書の一致を確認後、会計処理する。財務が支払を行う。 

 物品購入プロセスのほかに個別の内部統制について聴取したところ以下の事項について

留意すべき点があった。 

ⅰ）小口現金の処理 

ⅱ）経理部門のローテーションに代わる措置 

 

（ロ）問題点 

不正の原因は、不正を起こす従業員の個人的資質にあるとされる場合が多いが、不正

は、条件が整えば誰でも行い得るものである。その条件とは、不正を行う機会、不正を

行う動機である。この 2 条件が整ってはじめて不正が起こる。 

不正を行う機会は、専ら内部統制の問題である。内部統制の整備・運用状況に不備が

あると、従業員に不正を行う機会を与えることになる。 

不正を行う動機は、従業員各個人により異なるが金銭的に行き詰ることが原因である。

よって、金銭や物品を扱う部門の内部統制の整備・運用が特に重要となる。 

上記ⅰ）、 ⅱ）の内部統制上の問題点は、全て金銭、物品に絡む部門での問題であり、

早急の対策が必要である。インドネシアのような発展途上国においては、日本より不正

を行う動機がはるかに多く、現实に多くの企業で不正事件が生じている事实に留意する

ことが必要である。 

 

② 内部統制の対策 

（イ）内部統制とは 

内部統制とは、平たく言えば会社の管理体制のことであり、管理体制をしっかりさせ

ることにより、不正、誤謬、無駄を回避することができる。 

図表 4-10 軌道修正の役割を果たす内部統制 

 

企業の業務は、有効かつ効率的に、関連法規を順守して实施され、最終的に財務報告

の形式で示される。しかしながら、業務活動を遂行していくうえで、不正、誤謬、無駄

が生じると、当初の方向からそれてしまう。そのような場合に、当初の方向に軌道修正
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する役割を果たすのが内部統制である。 

内部統制は、業務の標準化が基本にある。具体的には、職務分掌・ジョブローテーシ

ョンと規程の整備・運用等である。職務分掌とは、「承認」、「記録」、「保管」の 3 つの職

務はそれぞれお互いが独立した者に担当させることをいう。たとえば、物品の購入とい

う 1 つの仕事に対して、物品の購入の「承認」者、物品の購入の会計「記録」者、物品

の購入の「保管」者（モノ、カネにふれる者）は各々別の者にするということである。 

 

（ロ）個別の内部統制上の問題点についての改善策 

ⅰ）物品購入プロセス 

    現在のプロセスは内部統制上、特段の問題はない。ただし、継続取引先について

も年に 1 回複数の業者から見積りを取るようにしたい。 

ⅱ）小口現金 

a) 現状 

     小口現金については、残高がある程度減尐した時点で、約 100 万ルピアを補給

している。補給は週 1 回程度の頻度で行っている。毎日に現金实査を行っている。 

b) 改善策 

     定額前渡制度（補充後の金額が常に一定になるように補充額を決定する方法）

のほうが管理上有効である。定額前渡制度においては、現金残高と領収証の金額

の合計額は常に規定額となるはずなので、いつでも实査・確認が容易に实証可能

であり、内部統制上有効である。 

ⅲ）経理部門のローテーションに代わる措置 

a) 現状 

内部統制上、ジョブローテーションの实施は有効である。しかしながら、経理

部門の社員など専門性が強いと、ジョブローテーションの導入が困難である。 

b) 改善策 

経理部門のように、業務の特殊性からジョブローテーションの導入が困難であ

る場合、ジョブローテーションに代えて、休暇をまとめて取らせるようにする。

そして、休暇期間中は、人材派遣会社より経理経験者を派遣してもらう。長期の

休暇を取らせることは、不正への牽制となるし、不正の発見にもつながる。 

 

③ 監査結果の利用 

上記以外の内部統制の整備をどこから着手すべきかであるが、当社は特定会計事務所と

会計監査契約を締結して監査を受けている。 

当社には、内部監査审は設置されていないので、その会計事務所の監査結果を積極的に

利用することが望まれる。監査報告書の記述にあるとおり、監査はサンプリング・ベース

で实施され、財務諸表の利用可能性について意見表明をなすことを目的としている。その

ため、全ての不正・誤謬の発見を目的としているものではないが、重要な不正については

十分な牽制効果はある。 
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監査人は、監査手続きの中で内部統制の整備・運用状況をチェックしており、近年その

チェックは強化されている。その会計事務所は、内部統制の不備な点などについて監査終

了後、改善すべき点について、Recommendation を作成し、当社に手交している。

Recommendation に記載された事項については、積極的に対応していくべきである。 

2009 年 3 月期分の Recommendation は、税務に関する以下の 2 項目であった。 

（イ）移転価格税制 

ⅰ） 現状 

当社と日本親会社の間では、設備、棚卸資産の売買、技術支援費の支払等さまざ

まな取引が行われている。これらは特別利害関係者間の取引であり、税務当局が両

国間において利益移転を行っていないか特に注視している。 

ⅱ） 改善策 

当社と日本親会社の間の取引が、第三者間の取引と同様の価格で行われているこ

とが説明できるように資料を整えておく。例えば、当社は、設備機械を一般より高

い価格で日本親会社から購入している。このような取引について妥当性のある売買

契約書を作成しておく。 

当社と日本親会社の間で第三者間の取引と異なる価格で取引を行い、利益を日本

に移転しようとすると、移転価格が適用され、税金のペナルティが発生する恐れが

常にあることは認識しておきたい。リスクのない利益の移転は配当の支払である。 

 

（ロ）みなし給与 

ⅰ） 現状 

インドネシア税務当局は、給与ガイドラインを公表している。このガイドライン

は、国別、産業別、職位別の給与のおおよその目安を示したものである。日本人駐

在員給与は、この目安を下回っており、給与ガイドラインの水準で所得税が課され

る恐れがある。 

ⅱ） 改善策 

日本人駐在員の給与については契約書を作成しておき、税務当局に説明できるよ

うにしておく。 
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３．組織・人事管理を改善する 3 つの提言事例 

 

●事例 7：自主的な改善活動を促す实践教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① しつけされた社員（決めたことを守れる）組織風土づくりへの改善対策 

（イ）決めたことを守るための課題 

材料倉庫、部品組み立て加工場、製品倉庫の 5S、識別、順守維持状況を観察したが、

相対比較として 5S、識別などの見える化はおおむね維持されている。しかし、何のため

に 5S を行うのか、という意味が理解されていない。意味が理解されていないと、5S は、

うるさく言わなければ維持できない状態になってしまう。 

 

（ロ）決めたことをいつでも守れる体制づくりの改善対策 

ⅰ）5S 活動の目的を理解させる方法 

本社の巡回指導でも行われていると思われるが、5S は何のために行うかというこ

とを改善指導のとき、繰り返し、繰り返し教え、成功体験を感じさせるのがコツで

ある。 

図表 4-11 改善活動とはムダを取り付加価値を増やすこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a）マネージャー及びスーパーバイザーには、5S を行なう目的は「5S は利益を増や

す道具」という認識を植えつけることである。 

課題：労務費の増大と主材料価格の高騰で収益が圧迫されているのが課題。 

対策：コストダウンを進める上で幹部社員のコスト意識と改善能力の向上及びスーパー

バイザーや正社員も巻き込んだ自立型改善活動を实現する实践的教育が必要で

ある。また、派遣社員が多いので、原価低減体制作りで正社員も巻き込んだ幹部

社員のリーダーシップを要す。幹部社員が自分で考え实行して成功体験を掴むこ

とで自らの成長を实感できれば前向きになる。 
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利益とは何かを教えるためには、図表 4-11 に示す損益計算書を図示した利益構造

図で教えると分かりやすい。5S は、付加価値を増やすための改善道具であり、付

加価値は、会社が継続的に維持発展するための利益と社員の努力の成果の人件費

及び売上達成に必要な経費が含まれている。付加価値を増やすためには改善が必

要と認識させる。 

b）5S は、全員参加で一人ひとりの意見を取り入れながら運用することである。その

ために、5S で何が変わったか、改善と 5S の関係を改善事例で示し、マネージャ

ー、スーパーバイザー、社員と共有するのがよい。改善前、改善後の写真の掲示

なども効果的である。現場観察では改善は行なわれているが、もう一歩の踏み込

みが欲しい。 

c) 付加価値を増やすための作業改善は、7 つのムダに着目し、ムダ取りを行なうこ

とである。図表 4-12 は売上高、変動費、固定費で発生するムダを 5S で見つける

着眼点を示したものである。 

付加価値を増やす改善とは、改善を目的として 5S を行なうことである。例えば、

段取り時間を短縮するために 5S で改善項目を見つける。時間あたり加工数を増や

すために 5S で改善項目を見つけるという使い方をする。時間は、時間あたり付加

価値に換算できるので、目標値を数値化できる。 

図表 4-12 7 つのムダを見えるようにするのが 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 組織及び社員が活性化し、自立的カイゼン能力（しくみ）を見直す 

改善の主役は、マネージャーやスーパーバイザーである。動機付けは、人に信頼されて

いると感じること、成功体験を持てること、自分の成長が感じられることを实感させるよ

うに意図することである。個人と組織の能力を引き出せるようなコミュニケーションの方

法や、ミーティングの方法を学習させることである。 
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③ コミュニケーション重視の姿勢の課題と改善対策 

（イ）コスト意識を基本にした改善活動を自覚させる課題 

日本本社から年 4 回、マネージャー、スーパーバイザーに対して、改善巡回活動が行

われている。現場の 5S 活動、改善手法などの指導を通して、しつけされた社員（組織風

土）づくりに貢献しているが、コストからのものの見方（自覚）が出来ていない。 

ⅰ）改善をする目的を理解、自覚させるための仕組みが出来ていない。コスト意識は

付加価値を共通言語して教える必要がある。 

ⅱ）経営会議における管理の資料は、付加価値で把握できるようになっているが、マ

ネージャーやスーパーバイザーに認識させる仕組みがまだない。 

ⅲ）ISO も 5S もムダ取り改善もコスト改善が目的であることが、マネージャーやスー

パーバイザーに伝わっていない。 

ⅳ）共創や競争する喜びを教える仕組みが弱い。指示命令だけの押し付けでは、人は

動かない。人は自分の職場だ、自分の案だと感じなければ自立的な行動はしない。 

ⅴ）ただ、言われたことをやるだけの人間より、考える人間を作る対話法（会議法）

を教えた方が決めたことを守れる職場が出来る。 

 

（ロ）コスト意識を基本にした改善活動を自覚させる対策 

ⅰ）コストでものを考えられる知恵をつける 

a) 利益の構造を理解させる 

損益計算書を図示すると図 4-11 のような利益構造図になる。付加価値とは、売

上高から変動費を差し引いたものである。変動費とは、売上高の増減によって変

化するもので、当社では材料費である。付加価値の内訳は、固定費と利益である。 

固定費の内訳は、人件費（給料）、経費（減価償却費、金利、その他経費）である。 

利益とは、企業が将来継続的に発展していくため必要な設備投資、工場建設、商

品開発などの将来費用である。人件費は全社員の努力の結果である。 

付加価値は、企業の利益と給料があり、付加価値が増えなければ利益も給料も

増やせないということである。付加価値は、年間の経営計画で決まる。 

b) 個人と会社の利益の関係を認識させる 

経営者は、すべての社員は利益構造図のどこかを担当し、それぞれ重要な役割

を担っていることを認識させる。また、すべての社員は付加価値を増やすために

何ができるのかを認識させる。付加価値は、改善によって増やすことができる。 

c)「改善は日常業務である」と合言葉にする 

しかし、付加価値はたえず変化するものである。販売状況や新規製品の投入で

売上高は増減する。不良・歩留まりや購入価格で材料費は増減する。生産性や予

算管理で固定費は増減する。このため、経営計画通りの付加価値を確保するとい

うことが改善活動であり、「改善は日常業務である」と合言葉にする。 
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●事例 8：知恵を出し合いやる気を引き出す小集団活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状課題 

診断先企業は現地労働政策への対応や景気変動への対応のため、正規従業員の新規採用

を出来るだけ控えて、非正規である契約従業員や派遣従業員を多く採用するようにしてい

る。その影響もあってか、ボトムアップ（下部から上層部へ意見が経営に反映される管理

方式）の力が発揮されていない。当社が今後、さらに発展していくには、このボトムアッ

プの力がどうしても必要となって来る。 

 

② 改善対策 

そこで、従業員とのコミュニケーションをもっと取れるように工夫して、彼らの意見を

吸い上げ現場の強化を図る必要がある。 

同時に生産性を向上させて、利益を出せる体質に変えることが重要である。生産性向上

の具体策としては、各作業者の生産性を正確に把握する仕組みを作ることと、生産量の変

動に対して手待ち状態のワーカーを減らすことが生産性向上のキーになる。多能工化の推

進が重要なファクターになると考えられる。 

 

③ 従業員活性化としての QC サークル（小集団活動） 

（イ） 海外事業での経営上の問題点 

海外事業所での経営上の問題点として、ⅰ）品質管理の問題、ⅱ）現地マネージャー

層人材の不足が、中小企業白書では上位に挙げられている。それと同じような問題が今

回の企業診断でも起きていることが实感として捉えられた。 

品質管理に問題があると、それは品質だけに止まらず、品質に係る Cost（原価）や

Delivery（納期）にまでも悪影響が及ぶことは避けられない。そして品質管理を改善する

には、彼ら非正規従業員の労働意欲を向上させることが肝心である。ただ、現状は、彼

らは命令でやらされている感があり、労働意欲の向上には問題点も見られる。 

 

（ロ） 問題点解決のための小集団活動 

現場ワーカーが業務経験を積めば、業務改善に対する自分の意見を当然、持っている

課題：診断先は非正規の従業員が半数以上ということもあり、経営層と現場

ワーカーとの間にはコミュニケーション課題があり、乖離さえ感じら

れることもある。 

対策：これらの非正規従業員の能力を引き出し、組織にとってもっと戦力に

なるように、彼らを活性化する具体策として小集団活動を導入活用す

る。これで従来のトップダウン方式からボトムアップ方式へ経営転換

を図り、企業発展につなげる。 
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はずである。实際の職場で作業している立場からは、改善点がよく見つかるのである。

これがボトムアップによる職場改善であり、従業員の活性化につながる。 

ただ、インドネシアの現状をいえば、今は、ワーカーが自分の意見を言えるような職

場の雰囲気ではないように思われる。我が国とは文化や歴史の経緯が異なり、現場ワー

カーは管理職の指示に従って作業することを旨とし、自分の意見を上司に進言する習慣

はないようである。 

しかし、企業が今後、さらに発展していくためには、この状態を放置しておけない。

職場の改善に繋がる自分の意見が自由に言えるような職場を目指す必要がある。 

そこで、意見を出し易くする次のような場作りが必要となる。職場の中で 6～10 人の

参加者で構成する小グループ（集団）を作る。これなら仲間内という感じで意見が言い

易いし、その自分の意見が仲間から認められ、集団の意見として採用されることになれ

ば、本人の意欲が向上する。意見が採用されれば、また意見を出したくなる。 

こうして現場の意見を反映させた品質改善（例えば、不良率改善）や納期遅延防止等

が出来るようになれば、それが企業の原価低減・競争力強化に繋がって来る。 

 

（ハ）小集団活動の進め方 

小集団活動は、従来のトップダウン管理方式からボトムアップ管理方式に変える活動

である。そして、この活動を通じて上から強制されないで自ら改善する習慣を身につけ

ることが出来る。6～10 人程度で構成されるグループを一つの単位とし、その活動方法に

は次の 2 つの型がある。ひとつは不良品などの発生したときの“問題解決型”であり、

もうひとつは目標を設け職場改善につなげる“課題達成型”である。 

 

（ニ）小集団活動を通じた品質向上と人材育成 

課題達成型では、職場での不良品などの発生に対して、原因究明や不良率削減に向け

て小集団のメンバーが知恵を出し合い、改善に取り組む活動により品質向上を図る。 

また、納期遅延の問題には問題究明とその対策により、納期短縮化を図るといった課

題達成型で進める。そしてこれは仕事の改善のみならず、仕事への動機付けにより勤労

意欲が向上し、活動を通して従業員の能力向上を实現できる人材育成にもつながる。 

 

（ホ） 小集団活動の期待効果 

小集団活動の効果としては、先ず、担当する業務改善に対して自分の意見を述べる機

会が与えられることである。このように小集団の構成員が相互に意見を述べることで職

場内のコミュニケーションが活発化し、職場の改善への関心も大いに高まる。 

そして、改善に対する自分の考え方が小集団の仲間に受け入れられ、その構成員によ

り实行に移されて、成果として改善が实現できれば、この活動に対する達成感がある。  

こうした問題解決を上からの押し付けではなく、従業員が自主的に取り組み、自己の

能力を発揮して組織に貢献できるので、彼らの向上心が精神的充足感を得られる。 
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●事例 9：現場の意見を改善に反映させる提案制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現場改善に関する課題 

診断先企業の弱みのひとつとして、人材育成の課題を経営者自ら挙げている。従来のトッ

プ指示に代わり最近はボトム（中間管理職あたり）からも意見が出てくるようになって来た。

この上下のコミュニケーションが企業組織運営には大切である。意見が出るようになると改

善案も出される。改善成果も廊下に貼り出されている。 

实際には作業に直接従事する従業員からの提案も期待したい。例えば、部品置場または部

品取り出し位置を尐し変えると、作業の手間が尐し省け、作業能率が向上する、といった現

場の些細な提案である。このような改善提案は、その作業に携わっているものしか分からな

い改善策もよくあることである。この現場の従業員のアイデアを生かすために、提案箱を設

置し、現場レベルの声を反映させることを提案する。ボトムクラスの人材の育成が期待でき

る。 

 

② 現場改善の対策→提案制度の導入 

提案制度は、現場の誰しもが（現場と限らず事務部門も含め）、その職場に实際に携わる

従業員しか分からない改善事項を、自由に提案してもらおうとするものである。それと共に、

現場の従業員に（用紙によるのだが）自由に意見を言える場を設けようとするものである。

上下のコミュニケーションは大切であるが、往々としてトップダウンになりがちである。本

提案制度は、ボトムからの意見を汲み取ろうとし、ボトムの活性化を促し、人材の育成に結

びつける。ただ、提案制度はある程度の費用、また処理するための事務局の労力（人件費も

含め）が必要なことを認識してから始める必要がある。そして、すぐに多くの改善提案が出

され、工場改善に役立つはずと考えないことである。自由に意見を提案できることを従業員

が实感し、それにより徐々に有効な提案が出てくるだろうといった、長い目のスタンスが必

要である。その進め方を下記に示す。 

（イ）提案制度導入を宠言する。事務局を設置し提案用紙を定める。 

一例を次図に示す。 

 

課題：診断先企業は人材育成においてスーパーバイザー（監督者）以上とそれ以

下の差がかなりあることを自社の弱みとして痛感している。 

対策：現場の従業員のアイデアを活かし、経営改善に反映させることでボトムク

ラスの人材育成を図る。中間管理職だけでなく、その職場に携わる作業者

しか分からない改善事項も提案用紙に記入させる。提案の事務局を設け、

先ずは自由に意見を提案できることを实感させるなど、辛抱強く行う。 
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図表 4-13 提案用紙例 

提案者：ƊƊ課 氏名：ˈ  ̍       日付△△年△△月△△日 

提案のタイトル： 

提案内容 

 

 

期待効果（経済効果） 

 

 

事務局の検討結果 

 

 

採用の可否 

 

回答者  ☆☆ ☆☆          日付◇◇年◇◇月◇◇日 

（ロ）提案は直属上司に提出するより、提案箱を設置し、直接事務局に渡るようにする方 

   法もある。上司に提出だと本音が言えない可能性がある反面、無意味な提案をある

程度防止できる。 

（ハ）その提案による改善効果（例えば作業時間短縮による経済効果）なども考えさせる

と原価意識も醸成される。この場合、効果算出のため従業員の時間単価（給与の単

価ではなく管理費も含めた原価計算上の単価、多分従業員一律と思う）も公開の必

要がある。 

（ニ）どのような提案も必ず受け入れる。受け入れるということはそれを必ず实行すると

いうことではなく、提案には必ず返答することである。読まれたという实感を提案

者に持たせることが必要である。ここは事務局の労力が必要となる。 

（ホ）導入の際、現場改善に役立つ提案の提出であることを伝達するが、どうしても現場 

の不満、改善と関係ない提案も提出される可能性もある。これも｢提案｣として受け

入れ、「そのように改善していきたいですね」程度の回答でよいから返答する。 

（ヘ）同様に、費用がかかり効果が薄い提案など实際適用にふさわしくない提案には、「業

績がより向上したら考えましょう」といった返答でよい。 

（ト）提案の質よりも量を求める。必ずしもよい提案でなくても提案する習慣をつけるこ

とが主目的で、提案が多くなればその中から効果のある提案が生まれる。 

（チ）所属する現場で具体的改善に役立った場合（経済効果が発生した場合）、基準を設け

その効果の何％とか、効果ランク A、B、C･･･など何らかの報償を支払う。 

（リ）できたら提案すれば必ず「提案賞」として小額でよいから報償を与える。提案のイ

ンセンティブを与える。これは大きな効果的な提案・改善で吸収される。 

（ヌ）事務部門にも適用する。 

（ル）目先の利益を求めるのではなく、継続（尐なくとも数年間）し、順次提案数が増加

する、すなわちボトムからの発言が増すことを期待する。図 4-14 は東芝エンジニア

リング社の成功例で、年月をかけ、辛抱強く行なうことで提案数が右上がりになっ

ている。 
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（オ）活動成果を発表する。月間の提案数、または实際に採用した優秀な提案を貼り出す、

または職場リーダーを通じて皆に伝達できる方法を行なう。従業員への刺激となる。 

図表 4-14 一人当り提案件数の推移の实例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．生産管理・品質管理を改善する 4 つの提言事例 

 

●事例 10：作業台の変更と多能工化の推進で生産性アップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 組立部門の生産計画の課題と対策 

組立部門の生産計画の立て方に課題も感じられるので、これについて先に触れることに

したい。生産管理板の生産計画と生産实績の数字を見ると、ごく一部の例外を除いて、2 時

間ごとの計画値と实績値がすべて等しくなっていた。正確に数えた实績値を記入した場合

はこのようになることはあり得ないため、スタッフに聞くと、多尐のプラスマイナスは数

字を合わせてしまい、最後にスピードを遅くするなどの調整をして、最終的に同じ数字に

しているということであった。 

このことから考えると、組立作業員が本来の实力を発揮した場合よりも生産計画の生産

数が尐ないため、余力を残していると考えられる。割高な給与を払って残業をしている实

態から考えると、経営上の損失になっていると考えられる。以下のような対策を取ること

によって生産性を上げることが好ましい。 

生産計画の数字を毎週 2％程度上げていき、スピードについていけなくなった作業者を 

課題：診断先企業の組立部門では生産計画の立て方に課題がある。また、作業

台は板の部分が長く、ライン編成などに際して柔軟性がないので、作業

者ごとに分断された作業台に変更すれば、生産性向上が期待できる。 

対策：生産計画は作業員の能力に見合うよう改善する。将来的な最終目標は 1

人完結型のセル生産として、そのために必要な多能工化教育はスキル管

理板を使って多能工化進度が「見える化」して、管理者や作業者のモチ

ベーションを上げる。 
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作業改善、負荷の分散等の対策により追い付いていけるようにする。ライン全体として、

ほぼ限界の生産量になった時が、作業者の能力を出し切った生産量であると考えられる。

なお、新人が投入された時などは、サポートをつけるなど細かな対策が必要となる。 

 

② 作業台の変更 

 図表 4-15 1 人用の作業台の例 

   

現状の作業台は、板の部分が長くレイアウトやライン編

成に柔軟性がないため、今後は作業者ごとに分断された

作業台（1 人用）に変更することが望ましい。現状                     

でも下の部分はパイプとジョイントでできており、上の

部分を変更するだけで、作業者別作業台にすることが容

易にできる。 

なお、作業台を変更した後は、以下の（イ）～（ロ）のような事柄を实施することにより、 

更に生産性向上が期待できる。 

（イ）工程別の部品の形、治工具の数・形状などに応じて作業台を臨機応変に変更し、ま

たコンスタントに改善し続ける。 

 

（ロ）治工具が尐ないラインは作業者に多能工化教育を行い、1 人当たりの作業工数を増や

し、ライン数を増やしていく。将来的な最終目標は 1 人完結型のセル生産として、

そのために必要な多能工化教育、治工具の改善等を徐々に行っていく。1 ラインの人

数が減った後は、ラインごとの出来高と不良率を記録し生産量を給与に反映させる

ようにする。インドネシアでは毎月の基本給は 1 度上げたら下げることができない

という法律があるので、ボーナスや報奨金などの形でインセンティブを与えるのが

良い。 

インドネシア特有の事として、派遣社員の比率が高く、かつ派遣社員は通常 3 年以内で

契約を終了するという制約条件がある。このため、新入社員の段階でスキルとモチベーシ

ョンが高い作業者を見極め、早めに多能工化教育を行うことが望まれる。 

 

③ 多能工化の対策 

（イ）組立課でのセル生産化 

（ロ）成型職場での負荷変動の際の配置変換 

（ハ）生産量変更に伴う成型職場⇔組立職場間の臨機応変の異動など 

以上（イ）～（ハ）のすべての場合に多能工化の推進が必要になる。多能工化を行う場

合は、全社的・組織的な活動が必要である。その場合は、多能工化のスキル管理板を使っ

て、多能工化推進度を見える化し、管理者や作業者の多能工化へのモチベーションを上げ

ることが重要になる。 
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図表 4-16 スキル管理板による多能工化推進度の見える化 

  

 

 

 

 

 

 

 

●事例 11：QDC の強化策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断先企業は、ものづくり企業としてグローバルレベルの競争に打ち勝つための QDC の

強化による競争優位を確立する必要がある。 

現在、品質面、コスト面、納期面である程度競争力を持っているが、当社が製造する製

品については中国や欧州のメーカーが競争力強化を図っている中で、インドネシアの豊富

な労働力を利用した人海戦術による対応では近い将来限界が出てくることが予想される。 

 

① QDC の課題 

（イ）品質面の課題 

診断先企業のメイン製品は、実先の要求仕様、特に寸法公差、加工面の仕上げ精度な

ど大変厳しいものがあり加工工程内の検査作業に加え、検査員による全数検査作業が行

われており、コスト増に結びついている。 

本来、加工以外は付加価値作業ではない、つまり「ムダ」ということである。従って、 

 検査作業は「ムダ」そのものであり、利益確保の足かせとなっている。但し、不良品を

後工程に送ることは出来ないので、精度や公差が厳しくなればなるほど不良発生を起こ

さないよう、より一層の品質管理が必要となる。 

  「検査」では「品質」は良くならない。何故なら、本来、検査は「不良を見つける」

課題：中国や欧州の企業が競争力強化を図る中で、診断先企業が競争に打ち勝

つためには、現状の QDC のさらなる強化が課題となる。 

対策：品質面では、不良を見つける検査から不良をなくす検査への転換を図る。

不良をなくすには品質を工程でつくりこむことが必要である。 

コスト面では、不良品を手直しするムダが隠されているので、不良率管

理（数量）から不良金額管理（金額）へ変えること。また、徹底したム

ダ取りにより原価低減を図る。 

納期面では、納期遅れを無くすために進捗管理の「見える化」を図り、

短納期対応のためのフレキシブルな生産体制を構築することである。 
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ためのものではなく、「不良をなくす」ことが目的のはずにも拘らず、多くの企業では前

者のケースで検査作業を行っているのが一般的である。当社も同様である。出来上がっ

てしまった製品を検査員が検査して工程に流すというやり方では、出来てしまったもの

の良し悪しを判定しているだけで、決して良いものを作ることにはならない。「検査する

ムダ」と「不良をつくるムダ」が発生するだけである。 

 

（ロ）コスト面の課題 

検査作業そのものがムダ、つまり原価高ということは前述した通りである。当社は良

品以外を不良として不良率（数量ベース）を把握している。つまり、一発加工で OK 品

はなんら問題ないが、１次不良品を手直しして OK 品にしたものは良品として扱ってい

る。手直しするムダが隠されている。ここにも原価高が発生している。また、検査作業

は人海戦術で行われており、技術革新が進んでいる現在、ミクロン単位の公差を人間の

目で検査するには限界がある。人的ミスによる不良の発生が考えられる。 

 

（ハ）納期面の課題 

納期遅れが発生するケースは、特急オーダー品受注で生産計画の変更が発生したため、

これまで指示された日程で計画生産していたものが、一次ストップをかけざるを得なく

なり、結果的に期日までに生産が完了できない場合に納期遅れとなってしまう。 

当社は納期管理として工程ごとに作業計画がスケジューリングされているが、計画の

記入だけで实績の記載欄が記入されておらず進捗が把握できていない。 

 

② QDC の改善策 

（イ）品質面の改善策 

ⅰ）不良を見つける検査から不良をなくす検査への変換 

不良をなくすには「品質を工程でつくりこむ」ことが必要である。つまり、「不良

品を作らない」あるいは「不良品を送らない」作り方をするということになるが、

そのためには作業者一人ひとりが責任を持ち、工程内のひとつの作業ごとに完全に

品質を確かめ、よいものを後工程に流すために工程内に検査を持ち込み、不良品を

その場で摘出することが重要である。 

自工程が品質に責任を持つという考えが徹底されなければ品質不良はなくならな

い。「品質を工程内でつくりこむ」には、一般的な作業条件（加工条件）のもと標準

作業（標準加工）を行うことが重要である。 

ⅱ）検査員による検査を工程内で自動検査に変える 

人間の目視検査には限界がある。技術革新の進展が目覚しい中で検査作業の近代

化が必要である。付加価値のない作業を工程内の機械設備に自動検査機能を組み込

むことで検査員による検査作業をなくす。 

ⅲ）品質保証するための活動として品質改善活動に取組む品質改善活動は、「QC スト

リー」による改善手法に則り進めるのが効果的である。 



59 

 

「QC ストリーによる改善の進め方」のフローについては、図表 4-17 を参照のこと。 

図表 4-17  QC ストリーによる改善 

QC ストリーによる改善の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）コスト面の改善策 

ⅰ）不良率管理から不良金額管理へ 

不良の把握についての課題として、不良数をベースとした不良率管理では原価面 

における悪さ加減が分からない。そこで不良数量を金額ベースに置き換えることが

重要である。その際、第 1 次の不良も金額ベースで表すことにより、不良が与える

利益面でのデメリットを明確にすることで不良をなくすことの重要さを全員で共有

できるというメリットが出てくる。 

ⅱ）ムダ取り＝原価低減 

不良によるムダが原価高になぜ繋がるかについて考えて見ると、その製品を製造
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するのに必要だった材料や製造にかけた機械設備・治工具、労働の損失ばかりでな

く、不良品を選別したり、手直ししたり、不良品を機械・治工具から取外したりし

て運搬・保管したりするための費用、また、前工程、後工程に及ぼす影響による損

失によりコストが上昇し、本来得られるはずの利益を失ってしまうことになる。 

 

（ハ）納期面の改善策 

当社の製品は主要製品である A と B では生産形態が違っている。前者は受注生産であ

り、注文を受けてから生産準備を行い生産に入る。従って、納期管理が重要視される。

後者は見込み生産であり、発注計画を予測して予め生産計画を立て見込み生産を行う。

この生産形態では在庫管理が重要になってくる。 

納期遅れの原因については、前述にあるように特急オーダーでしかも短納期で受注す

る場合が多く、生産混乱によって先に受注していた製品に納期遅れが生じるケースが大

半である。その他の遅れとしては、不良発生、設備故障、各種人的ミスが考えられる。 

ⅰ）納期遅れをなくすには 

生産現場で生産管理の担当者が生産情報（進捗状況）を迅速に発見し、進度の遅

れ具合を明確にし、リアルタイムに挽回計画を立て、関係部署に変更内容の衆知徹

底を行うことが重要である。そのために、進度管理表（生産实績管理版）を作成し、

見えるところに掲示し、計画に対する实績をリアルタイムに記入することで、進捗

状況を関係者が共有し遅れが出たときなど迅速な対応を可能とする仕組みを作り上

げる。 

ⅱ）短納期対応の生産体制の構築について 

・短納期受注や受注変更に対応したフレキシブル且つ迅速な生産計画の修正 

・職場ごとの自立的管理による手配と進度管理の实施 

・工程間停滞の圧縮 

・状況変化に即応したフレキシブルな工程組み換え 

 

●事例 12：コスト競争力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題：得意先から原価低減を要請され、改善に取り組んでも、「いくら改善で

きているか」という製品原価を把握できなければ意味がない。今後の取

引拡大には、原価の把握と原価低減の取り組みを充实するコスト競争力

の強化が必須となる。 

対策：部品原価を次のように正確に把握して対策をとる。①材料費＝材料使用

料×材料単価、歩留率向上と安い調達先を探す。②加工費＝工数×加工

費率、最短な加工時間、正味稼働時間を増やすなど、③製品ごとのネッ

ク工程の設備稼働率向上、④標準的作業者の手作業模範モデルと作業が

遅い作業者の作業を VTR で撮影し、比較することで作業時間の短縮を

図る。⑤徹底したムダ取りの实施などを図る。 
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① コスト力強化の課題 

ものづくり企業においては、つくられる製品には必ず一物一価として価格が存在する。 

しかし、販価に対する原価（製造原価）或いは利益が正確に把握できているケースは比較

的尐ない。ビジネスを行う上で利益を無視（赤字で）して取引を行うことは好ましいビジ

ネスのやり方とはいいがたい。 

診断先企業のような輸送機械関係の部品では原価低減要請は避けられない。この業界は

日本の貨幣ベースで考えると、日常生活では存在しない銭単位の取引が行われており、毎

年あるいは毎期 3～10%の原価低減要請は当たり前の世界である。この要請に応えるには、

全員で徹底した改善活動に取組む必要がある。改善をやってもいくら改善できているか把

握できなければ意味のないことである。そのためには、製品原価を把握する仕組みを作っ

ておく必要がある。また、原価低減活動に取組むにも受注製品を対象にした原価低減の取

り組みと受注活動製品を対象とする原価低減の取組みには違いがあり、それぞれの対象に

併せた効果的な取組みが必要である。 

当社が、今後、輸送機械関係との取引を拡大していくには、原価の把握と原価低減の取

り組みを充实させコスト力の更なる強化が必須である。 

 

② コスト力強化の改善策 

（イ）部品原価をできるだけ精度高く把握する 

部品原価は材料費と加工費を合わせたものである。 

  ⅰ）材料費 

材料費＝材料使用量×材料単価 

材料使用量：技術原単位として把握する。材料歩留率向上がポイント 

材料単価：安い調達先と調達方法を探すことがポイント 

ⅱ）加工費 

加工費＝工数×加工費率 

     工数：できるだけ最短の加工時間または作業時間を達成することがポイント 

     加工費率：発生費用÷稼働時間 

     発生費用：労務費、経費、償却費のミニマム化がポイント 

     稼働時間：できるだけ正味稼働時間を増やすことがポイント 

   

（ロ）原価低減への取組み 

ⅰ）お金をかけないコストダウン（～知恵で勝負～） 

・現場改善が主体（5S、徹底したムダ取り、工程分析、連合作業分析など）  

・手法：IE 手法、ECRS の原則、動作経済の原則 

ⅱ）お金をかけても儲かるコストダウン（～図面変更・設備投資を伴う～） 

・仕様変更、材質変更、設計・实験・検査基準変更（見直し）など 

・手法：VE/VA 手法、テアダウン、コストダウン（CD）チェックリスト 
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ⅲ）開発中の製品のコストダウン 

・製品コストの 80％は設計段階で決まる 

・設計開発段階で設計・購買・技術・品質・営業・原価部門がチームを編成し、 

サイマルで仕様・品質・工程・原価のつくりこみを行う 

・更地からのアイデア発想（ゼロベース思考） 

・手法：VE/VA 手法、テアダウン、ベンチマーキング、CD チェックリスト 

  

（ハ）当社における当面の取り組み 

ⅰ）製品ごとのネック工程（最長サイクルタイム）の設備稼働率向上 

ⅱ）標準的作業者の手作業模範モデルと作業が遅い作業者の作業を VTR 撮影し、 

比較することで作業時間の短縮を図る 

ⅲ）徹底したムダ取りの实施 

 

●事例 13：不良再発防止に向けた改善の仕組み作り 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 不良対策の課題 

品質向上、クレームのない製品づくりが診断先企業の基本的経営戦略である。その基本

方針を徹底した従業員教育の積み重ね努力もあり、不良品の発生は 2009 年度では 0.2％程

度という。当社の不良率が比較的低い水準にあるのは、不良品が発生したとき、リーダー

を集めて再発防止策も含めて、発生時にその都度、対応しているからという。 

ただ、不良率が 0.2％という数字に経営者は満足してはいられない。この数値は手直し後

の不良率ということも考えられる上、今後、利益率向上のため原価低減の必要性から生産

効率向上に取り組めば、不良率の上昇懸念もある。 

不良発生時に再発防止策まで含めて、その都度、対応するだけに止まらず、再発防止の

仕組み作りまで徹底した“不良ゼロ対策”を目指すことが望まれる。 

そこで、書類作りはあまり好ましくは無いかも知れないが、道筋を追って解決し、再発

防止を確实にすることも必要である。 

不良品が発生したときは、原因追求、原因除去、再発防止策を取っていることとは思うが、

これがすなわち技術力向上につながる。現状では顧実からのクレームも尐ないようであるが、

このようなクレームは外部より改善のネタを与えられたものと考えることが出来る。 

 

課題：診断先企業の品質改善活動では現在、再発防止策をその都度行っていると

のことだが、再発防止の仕組み作りまで徹底して实施していない点も感じ

られる。 

対策：改善対策として、不良の再発防止策のアイデアを出す 4 つのポイントと要

因分析図並びに再発防止策として不良品管理シートの活用を提案した。 
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② 不良対策の改善提言 

（イ）処理の流れ 

社内で発生した不良品の原因追求を自身で行い、その原因を除去し、再発防止策を設定、

实行することで、技術力向上、モラールの向上につながることと考える。全体の処理の流

れを図4-18に示す。 

図表4-18 クレーム処理手順 
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（ロ） 再発防止に向けて 

不良品が発生した場合、その原因を1人で考えるのは難しいところがある。そのためリ

ーダー会議を開催しているところであろう。これが当面の処理だけでなく、特定メンバー

で再発防止策の設定まで行わせる。多分、ブレーンストーミングの手法を用いて行なって

いることと思うが、アイデアが出るポイントは次にある。 

ⅰ）全員で話し合いながら原因を出す。 

ⅱ）他人の発言を否定しない(良し悪しの判断はしない)。 

ⅲ）自由に発言して、それを白板に書いて、発想の連鎖を求める。 

ⅳ）アイデアの量を求める。 

 

（ハ） 要因分析図        

 図表 4-19 要因分析図 

 不良品発生原因追求の際、よく用いる

 のが右に示す要因分析図である｡作業者

 (Men)、作業方法(Methods、ここでは測

 定治具になるかもしれない)、材料(Mat

 erials、材料の問題はここではないかも

 しれない)、機械(Machines)、これを生

 産の4Mと云う。これにこだわる必要は

 ないが、これらの要素で考えていくと原因追求がしやすくなる。 

診断先企業の業種適応事例にはならないが、この方法を用いて、「ハンダ不良」の原因

追求の例を下に示す。これら多くの要因が考えられたところで、真の原因を皆で検討する。 

図表 4-20 特性要因図（フィッシュボーン・チャート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように原因追求ができたら、この除去を考え、文書に記す。この用紙例を示す。 

出典：産能大学 



65 

 

図表 4-21 不良品管理シート 

件    名： No: 

   発見日  ：  年 月 日 

  承認  担当  

１．状  況 

２. 推定原因 

 

３. 処置（案）                        ［終了予定日：   年  月  日] 

社内発生費用：予定     千 RP，確定     千 RP； 

 
４. 処置の確認  [終了日：   年  月  日]  確

認

者 

 

 

 

 
 
 

５. 是正処置（再発防止）（案）         ［     年  月  日］ 

［終了予定日：    年  月  日]  [終了日：    年  月  日] 

 

 

  

  

６. 是正効果確認          ［     年   月   日］ 確

認

者 

 

 

５．在庫管理を改善する 2 つの提言事例 

 

●事例 14：实地棚卸の課題と改善策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題：診断先企業は、①棚卸資産在庫が過大であるため在庫コストが増加し

ていることが課題。また、②棚卸实施規定がなく、棚卸が標準化され

ておらず、数量シートへの記入漏れがあるため、棚卸時に記録上の数

量と实際の在庫数が合っていない。 

対策：①の対策として在庫を適正なレベルまで削減するには、適正な安全在

庫の算式で安全在庫量を求め、定期発注方式で発注量を計算する。 

②の対策としては、棚卸日程計画と棚卸实施体制及び棚卸指示書の作

成を義務付ける。棚卸現品票の訂正には署名し、書き損じも含めて回

収するなど。 
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① 課題：棚卸資産在庫が過大である 

（イ）現状 

診断先企業の棚卸資産回転日数は約 60 日分ある。一方、日本の同業種平均の棚卸資産

回転期間は 20 日となっている。 

当社の材料は鋼材で、全て商社経由で日本から輸入している。リードタイムは約 3 ヵ

月である。発注方法は、定期発注方式を用いており、1 ヵ月に 1 回、以下の式で計算され

た発注量を発注している。なお、安全在庫は使用量の 1 ヵ月においている。 

 

発注量＝今回注文から次回入荷までの入庫量－注文時点在庫数－既注文分の入庫予定数 

 ＋安全在庫 

  

当社は得意先の指示に従い、指定された日本の商社から指定された材料を仕入れ、得

意先に製品を納入している。当社の材料在庫が多いのは、欠品が起こらないように必要

以上の材料在庫を保有しているためと考えられる。日本からの輸入について、船の遅延、

通関手続上のトラブル等のため、予定通り入庫できないことが過去に複数回生じている。

このような事態に対応するため、日本の商社は、当社が在庫を増やすことにより対処す

るよう求めてきている。これに対して当社は、得意先の一方的負担で問題を解決しよう

とするのは筋が通る話ではないので、商社に対して得意先を含めて話し合うことで解決

策を模索しようと提案している。 

 

（ロ）問題点 

ⅰ）在庫コストの増加 

在庫にはさまざまなコストが掛かるが、一例を挙げると次のようなものがある。 

図表 4-22 在庫にかかる主なコスト 

陳腐化コスト 死蔵化や在庫廃棄処分費用 

金利負担コスト 資金が固定化することによる借入金利負担の発生 

無駄な作業コスト 運搬や収納、棚卸等のムダな作業の発生 

在庫管理コスト 倉庫使用コスト、保険料、管理に係る人件費 

   一般的に、こうしたコストを合算すると、在庫には保有金額の 15～20％のコストが 

   掛かると言われている。 

ⅱ）在庫コスト以外の問題点 

「在庫は問題を隠す」と言われている。何か問題があっても、山ほど在庫をもっ

ているととりあえずしのげてしまうため、生産体制の不備等の問題が隠れてしまう。 

   

② 対策：在庫を適正なレベルまで削減する 

そして、そのレベルが適正であることを得意先及び日本の商社に説明できるようにして

おく。 
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（イ）定期発注方式 

当社は、日本の商社の要求に無条件に従う必要はなく、健全経営のため適正在庫の

維持に努めるべきである。当社が適正在庫の維持に努める姿勢を示すことは、得意先

及び日本の商社との話し合いにおいても重要であると考える。 

定期発注方式では、発注量はその都度異なり計算しなければならず、発注の業務量

は増加するが、発注精度は他の発注方式より高い。よって、重要な品目や需要変動が

大きく定量発注方式が採用しにくいものの管理に適している。当社の材料はすべて重

要であると考えられるため、全材料に定期発注方式を適用するのは妥当である。また、

適用している発注量の計算式も妥当なものである。なお、発注量の計算式中の安全在

庫は使用量の 1 ヵ月とおいているが、この妥当性について、得意先及び日本の商社か

ら尋ねられた場合に明確に説明できるようにしておきたい。 

図表 4-23 定期発注方式とは 

 

 

 

（ロ）適正な安全在庫量 

定期発注方式における安全在庫は、以下の式で計算する。 

での日数今回注文～次回入荷ま使用量の標準偏差安全在庫＝安全係数 ³³

   各数値の求め方は、次のとおりである。 

・安全係数は、欠品率に応じて以下のとおりである。 

図表 4-24 安全係数と欠品率 

 

 

 

・使用量の標準偏差は、過去实績の使用量の標準偏差を使用している。標準偏差は

EXCEL の STDEV 関数（Standard Deviation）を使用すれば簡単に求めることが

できる。 

上記式で安全在庫を求め、定期発注方式で発注量を計算すれば、適正在庫が維持で

きる。なお、レバラン等特殊事情がある場合は、その都度柔軟に対処する必要がある。 

 

③ 实地棚卸の課題 

課題：棚卸实施の際のカウント数と記録上の数量との差が大きい 

（イ）現状 

当社では、棚卸資産の棚卸を毎月末 1 日かけて实施しているが、記録上の数量と实際

の在庫数が合っていない。 

材料は整理されて置かれているため棚卸实施において問題はない。仕掛品は各工程の

作業が終了するとボックスに入れられ、次の工程に運ばれる。ボックスの外側には、ボ

定期発注方式 

予め定められた発注時期に、その時の在庫量や需要予測に基

づき、毎回異なる発注量を決定して発注する在庫管理方式 

欠品率 5％ 4％ 3％ 2％ 1％ 

安全係数 1.65 1.75 1.88 2.06 2.33 
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ックスに入っている仕掛品の個数が記入された数量シートが添付されている。月中の変

動はすべて数量シートに記入される。月末に棚卸を实施し、ボックスの仕掛品個数をカ

ウントする。そして数量シートの数量と照合する。 

差異が最終的に確定した後、PPC(Production Plan Control)部門から経理部門に報告が

来る。 

 

（ロ）問題点 

仕掛品在庫は、材料費、労務費、製造経費の塊であり、金銭と同様に重要なものであ

る。差異の縮小を図ることが必要である。経理スーパーバイザーに聴取したところ、月

次決算が 2 ヵ月遅れとなっている一因は、PPC からの在庫数量に関する報告が遅れるこ

とにあるという。 

 

④ 实地棚卸の対策：棚卸实施の際の差異を小さくする 

当社に聴取したところ、差異が生じる原因として、（イ）棚卸实施規程がなく、棚卸が標

準化されていないこと、（ロ）数量シートへの記入漏れがあること、の 2 つが主たる要因と

考えられる。 

（イ）棚卸实施規程の不備 

図表 4-25 棚卸計画書に基づく棚卸の实施要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实地棚卸に関する計画書がなく、手続きが標準化されていない。適正な棚卸を实施す

るためには、实地棚卸計画書を作成し、それに基づいて实施することが必要である。实

地棚卸計画書では、ⅰ）棚卸日程計画、ⅱ）棚卸实施体制、ⅲ）棚卸指示書の作成を義

務付ける。 

一般的な注意点としては、次のことが挙げられる。 

・棚卸現品票（棚卸品にあらかじめ添付し、棚卸時に回収する票）については、記入

にはボールペンを用い、訂正には検印または署名し、書き損じも含め回収すること。 

・数量カウントは 2 度、担当者を代えて 1 度目の結果を見ずに行うこと（2 度目は担当

者以外の者が行う）。 

棚卸の实施要件 各实施要件の内容 

ⅰ）棚卸日程計画 棚卸準備から材料等の移動停止、棚卸日、棚卸現品票の集計、報告までを織

り込んだ日程を計画する。 

ⅱ）棚卸实施体制 責任者と担当者を明らかにし、保管場所の整理整頓、人員配置を行う。 

ⅲ）棚卸指示書 棚卸实施範囲、現品調査の方法等の具体的な進め方を記載する。 

また、現品票の記入方法から預り品・預け品の処理方法について記載する。

数量シート残高と实地棚卸数量との差異については、差異調査結果を担当者

印、責任者印を経て管理部門に提出し、管理部門が承認する。 
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・不良品、長期滞留品については、棚卸に先立ち良品と別管理するとともに、管理の

責任者を明確にすること。 

・預け品については、棚卸日の在庫証明等を入手すること。 

・棚卸日当日の入庫については、保管場所を設けて別管理し、棚卸対象か否かの区分

を明確にすること。 

 

（ロ）数量シートへの記入漏れ 

当社の主力製品の製造過程は、ForgingƂBefore H/TƂ Heat Treatment ƂAfter H/T  

の順で流れていくが、After H/T の後に再度 Heat Treatment に行く流れがある。数量 

 シートへの記入漏れが多い工程が Heat Treatment と after H/T であるのは、そのような

流れの複雑さにあるものと考えられる。Heat Treatment と after H/T 工程の QC サーク

ル活動の課題に取り上げると良いと考える。 

 

●事例 15：スペース不足の課題と改善策 

 

 

 

 

 

 

 

① スペース不足の課題 

来年度以降は、経済危機の影響もなくなり生産量の増加が見込まれるが、工場内の増設

は難しい状況である。 

 

② 改善策 

全社的な活動として「活スペース」活動を行うことが望ましい。「活スペース」はソニー

（株）の生産革新活動から生まれた言葉で、部品、中間仕掛、製品等の「停滞のムダ」を

なくす活動や機械のレイアウト変更等の活動によってスペースを空けて、増産の余地を生

じさせる活動である。活スペース活動を行う場合は以下の点に留意する必要がある。 

（イ）全社活動として推進するため、経営トップが 1 年間または半年間の活スペース目標

を各部や課に割り振る。 

（ロ）スペースを空けた場合は、空けたスペースをテープで囲い、活スペースであること

を明示し、面積を書く。 

（ハ）各課で活スペースが生まれ、合計で一定の面積になったら、レイアウト変更を行い、

空いたスペースを集約し、新規の仕事等のために活用する。 

（ニ）財務上のデータから 1 ㎡当たりの改善効果金額を前もって算出しておき、改善活動

により活スペースが発生したら、活スペース面積を掛けて、トータル改善金額を算

課題：診断先企業では来年度以降の増産に対してスペースが不足している。 

対策：スペース不足の対策は、部品、中間仕掛、製品などの「停滞のムダ」を

なくす活動や機械のレイアウト変更などの活動によってスペースを空け

て、増産の余地を生じさせる。スペースを空けた場合、そこをテープで

囲い“活スペース”と表示する。 
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出する。 

（ホ）改善前と改善後の写真を撮り、改善シートに書き、多くの人が見える場所に掲示す

る。 

注：活スペース活動を始めた初期の段階では、従業員から空いたスペースを遊ばせているといった不満

が出る可能性があるが、最初はムダ取りの訓練という位置付けにして、納得させる。活スペースが

集約された時に、真の意味での効果が出る。 

 

なお、活スペース活動を行う場合は、ムダ取りの手法や考え方を体得することが必要に

なるが、ソニー・キヤノンの生産革新活動の指導をしたコンサルタントが執筆した以下の

書籍が参考になる。 

 

「こうすればムダが見える！」ワークブック 

編者：山田日登志   編者：工場経営研究講座グループ   出版社：日刊工業新聞社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.tsutaya.co.jp/dir_result.html?searchType=3&artistCd=A726266&artistName=%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%97%A5%E7%99%BB%E5%BF%97
http://shop.tsutaya.co.jp/dir_result.html?searchType=3&artistCd=B256734&artistName=%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
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参考資料１ 中小企業診断士とは 

 

１．中小企業の相談役 

日本の企業の 90％以上を占め、日本経済の基盤を支えているのは中小企業である。中小

企業は、経営改善、設備投資や人材確保、新技術の導入など多くの課題を抱えており自社

単独で行おうと考えても、非常に厳しい状況にある。中小企業政策で「経営革新･創業支援」

「経営基盤強化」「経済社会環境変化への円滑な適応」等が必要とされるが、中小企業が現

状を脱するためのこれら施策を生かし何らかの手段を講じようとしても、問題点の明確化

や現状把握のための情報入手、現状打開のための戦略立案などに大きな壁が存在し苦難を

余儀なくされている。 

 この様な状況で、相談役となるのが中小企業診断士である。中小企業診断士は、中小企

業の経営課題に対応するための診断及び助言を行う専門家で、「中小企業支援法」（昭和 38

年法律第 147 号）第 11 条に基づいて経済産業大臣により登録される国家資格を有するもの

である。なお、中小企業診断士は名称独占資格であって、法律で規定された独占業務はな

いが、経営コンサルティング業務に係るものとしては唯一の国家資格である。 

 

２．中小企業診断士の制度変更 

 平成 13 年度に大幅な制度改正があり、中小企業診断士の位置づけは、「国や都道府県が

行う中小企業指導事業に協力する者」から「中小企業の経営診断の業務に従事する者」に

変更された。また、それまでの「工鉱業部門」「商業部門」「情報部門」の 3 登録部門制度

が廃止され一本化された。 

 法改定により、中小企業診断士の優先的な役割は、法律上の業務において「民間経営コ

ンサルタント」として自立できる競争力を有し、中小企業に不足する経営資源を補足する

ため、経営コンサルタントの民間市場を質・量ともに充实させる役割を担うものとなった。 

 平成 13 年度からの制度改正では、企業経営の重要事項についてのレベルアップを図り、

国際的な水準に見合う制度にすべく、实践的で高度な知識・能力を保有することを義務づ

けている。 

 

３．中小企業診断士の業務 

 中小企業診断士の基本的な業務は、上述の通り中小企業の経営の診断及び経営に関する

助言を行うものである。すなわち、現状分析を踏まえた企業の成長戦略の策定や、その实

行のためのアドバイスを行うのである。また、中小企業と関係行政機関や金融機関等をつ

なぐパイプ役や、専門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等の幅広い活動

が求められている。 

社団法人中小企業診断協会が平成 17 年 9 月に行った調査によると、中小企業診断士の实

際の業務内容は、経営指導が 27.5％、講演･教育訓練が21.9％、診断業務が 19.7％、調査･

研究業務が 12.8％、執筆業務が 11.6％となっている。 

 中小企業診断士の有資格者のうち、独立している者の割合は、平成 17 年 12 月時点で
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27.6％であり、7 割以上は独立開業を行わず、企業内に留まる「企業内診断士」となってお

り、他の国家資格である公認会計士、税理士等と比較して独立開業するものの割合が低い。

この理由としては、中小企業診断士の試験内容が経営やマーケティング全般に及び、ビジ

ネスパーソンとしての資質向上に直結するため、自己啓発を目的とした資格取得者が多い

こと、また業務の性質上、独立に際しては、相応の实践的スキルが必要となることが挙げ

られる。 

 

４．中小企業診断士制度の国際化 

中小企業診断士制度に期待する東アジア・ASEAN 諸国  

1996 年の第一フェーズに始まったタイにおける中小企業診断士及び中小企業診断士養成

事業は、2003 年 9 月の第四フェーズをもって終了した。インドネシアでは、2006 年 4 月

に始まった中小企業診断士研修コースの修了式が 10 月に行われた。また、タイの事業には、

JODC、JICA 等から派遣された多くの中小企業診断士がタイ工業省の TPA に専門家として

協力した。 

 インドネシアの場合は、JICA とインドネシア産業省中小企業総局が共催し、我が国の中

小企業診断士が協力し、将来 1 万人の中小企業診断士の育成を目指している。 

 アジア各国では経済基盤を支えるサポーティング インダストリー（裾野産業）を担う中

小企業の育成･強化･底上げを国づくりの基本と考え、我が国中小企業診断士制度への注目

が集まっている。タイ、インドネシアに続きフィリピンでも同様な動きがあり、最近では

ベトナムも関心を示している。 

 この様な状況を踏まえ、経済産業省では中小企業診断士制度を｢アジア標準｣と位置付け、

東アジア・ASEAN での展開を検討中である。 

 タイ、インドネシアの事例に見られるように、現地事情の違いから厳密に言えば、我が

国の中小企業診断士制度の求めている内容とは一致していないが、制度の根幹･養成プロセ

ス自体は似通ったものとなっている。社団法人中小企業診断協会では、すでに一定の成果

を挙げているとはいえ、今後の様々な東アジア・ASEAN 諸国からの要請に応えて中小企業

専門家を派遣するためには、現在以上の要請に応じられる中小企業診断士の質と量の確保、

要請に即応できる機関の充实が重要な課題になってくる。 
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参考資料２ 中小企業診断手法の概略 

 

１． 診断の進め方 

 中小企業診断士による企業診断は、次に示すプロセス（予備診断ʄ本診断ʄ提言書（説明、

助言）ʄ事後診断・成果確認）で行うのが一般的である。しかし各段階は現場の要求に合わ

せて行うことが多い。また、实際の問題として、限られた時間で行う為に、画一的なプロ

セスをとらない場合もある。常に問題意識をとらえながら、例えば、末端段階の問題をと

らえても、それが基本的な問題につながると判断される場合は、その事实をとらえ、基本

問題までさかのぼり診断の過程を進めていく場合が尐なくない。 

 

２． 診断のプロセス   注：レーダーチャート分析を行うケースも多くある。 

 ①予備診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②本診断及び提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊SWOT（内部資源の強み･弱み、外部環境の機会・脅威分析）により 

経営面・環境面の概要把握 

外部要因（社会経済状況、外部関係、当該業界事情及び企業の概況） 

内部要因（経営目標、基本方針、組織運営の概況） 

＊財務諸表入手（2 期～3 期の損益計算書、貸借対照表、あればキャッシュ

フロー計算書から「成長性」「安定性」「生産性」｢収益性｣の4 項目を分析し、

同業種･同規模企業の指標と比較して課題を抽出する） 

財務諸表分析と SWOT 分析、さらに経営者の課題認識の聞き取り調査から

診断重点の把握（課題の把握）本診断を行うに当たっての仮説をたてる。 

把握した課題に応じた方法を持って 

経営管理・経営活動・工場活動の实態を、 

事实に基づいて分析総合し、 

諸事項の関連性を検討し、 

改善と方法とその实施の組織やプロセスを研究する。 

「仮説の検証を現場で行う」 

 

経営者ならびに経営幹部へ改善提案を説明し、納得を得て实施計画を確認す

る。 
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③提言内容の事後診断、フォローアップ診断 

 

 

 

 

３． 予備診断 

 予備診断は、財務分析のための財務諸表の直近 2 期～3 期分を入手し、経営者との面談か

ら抱える課題の聞き取り調査及び SWOT 分析表を利用して行うケースが多い。併せて、工

場、現場を観察し査察する。これらの目的は、経営活動がいかに行われているかを実観的

に知る材料を得ることであり、これは次の本診断に入るための重要な過程である。 

 通常、診断申し込みの趣旨、経緯、企業側が問題と考えている事項、並びにその企業の

設立経緯、資本金、業種、商品・製品などの概要を申込書に記載してもらう。グループ診

断の場合には、概ね予備調査に基づき、それぞれの専門分野によってチームが編成される。 

 予備診断の結果、経営者の抱える問題の内容が、財務分析など実観的な分析と食い違う

ことがある。従って、第一段階の予備調査は仮説を立てることが重要な意味を持つので、

大局的、本質的、かつ目的のしっかりしたものでなくてはならない。仮説は次の本診断に

おいての診断重点課題を導き出すものであり、財務、生産、販売、労務などの分野で、種々

の測定に基づいて問題を摘出し、それを総合的に判断しなければならない。 

 

４． 本診断・改善提案 

財務分析、直近 3 期程度の損益計算書、貸借対照表、（キャッシュフロー計算書）から収

益性、成長性、生産性、安定性を中心に企業の数値的な实態を把握し、当該企業が抱える

課題の仮説を立てる。良いか悪いか、改善すべき点かどうかは同業種・同規模企業の標準

指標との比較が必要になる。標準指標がない場合、それに近いものを準備する必要がある。 

① 収益性 

・売上高対総利益率＝総利益（粗利益）÷売上高×100％ 

・経営資本回転率＝純売上高÷経営資本 

・売上高対営業利益率＝営業利益÷純売上高×100％ 

・総資本対経常利益率＝経常利益÷総資本×100％ 

「これらの数字は大きいほど良いとされるが、標準値との比較が必要である」。 

 

② 安定性 

・総資本対自己資本比率＝自己資本÷総資本×100％ 

・売上高対支払利息率＝（支払利息・割引料－受取利息）÷純売上高×100％ 

・固定長期適合率＝固定資産÷（自己資本＋長期借入金）×100％ 

「固定長期適合率は数字が小さいほど安定していると判断される。投資を自己資本

と安定的な借入金でまかなった事を意味し、小さいことは自己資本の範囲内で投資

を行ったことになる」。 

提言内容の進捗状況確認と経営者の意見を聞き取り、その結果により提言内

容の修正と補助助言を行う。「顧実満足度調査」とも言える。 
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・流動比率＝流動資産÷流動負債×100％ 

 

③ 成長性 

・売上高前年比増加率＝（今年度÷前年度）×100－100 

・経常利益前年比増加率＝（今年度経常利益÷前年度経常利益）×100－100 

・総資産前年比増加率＝（今年度総資産÷前年度総資産）×100－100 

 

④ 生産性 

・売上高人件費率＝人件費÷売上高×100％ 

  ・従業員一人当り年間売上高＝売上高÷従業員数 

  ・従業員一人当り月平均人件費＝月平均総人件費÷従業員数 

  「これらの数字は労働分配率と関連し利益三分轄（配当･投資・人件費）に照らし

て適当であるか判断される」。 

 

⑤ レーダーチャートによる比較 

レーダーチャートは、標準値に比べて診断先企業が相対的に悪いか良いのかを判断

する場合や経営者を説得するため、見える財務診断分析結果として有効に使われる。 

具体的な診断の事例をあげる。 

 

 

５．事後診断 

提言内容が理論的かつ实践的に優れた改善提案であって、経営者が了解したとしても、

あくまで第三者の立場からの提案である。これを实際に生かし、改善効果を挙げるかどう

かは、受診企業の企業努力如何にかかっている。改善案を生かす強い意思や能力が無けれ

ば絵に書いた餅にすぎない。 

 基本的には、経営者の理解と合理化意欲が必要なことは言うまでもない。しかし、現实 

の問題としては、往々にして経営管理者を中心とした組織構成員に経営近代化に対する認 

識と意欲が欠けているために、効果をあげられないケースがしばしば見受けられる。 

もちろん、経営合理化を進めるということは、管理者を含め一般従業員の気付かなかった 
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ことや、日頃の馴れた日常の業務や作業に対して、一種の矯正を求めることになる。 

従って、業務の改善や合理化を迫られた人々からすれば、経営者の一方的な要求だけで

は抵抗を感じるかもしれない。そのためには、实行にあたっては、これらの人々に対する

十分な理解と協力が欠かせない。 

例えば、従来の業務が日々の帳簿や伝票整理、決算資料の作成にとどまっている経理担

当者に対しては、新たに予算統制、経営分析、利益計画などの管理資料の作成と言う仕事

が課され、現場の職長は、直接作業のほかに最も苦手とする数字による作業のチェックを

しなければならない。 

 その意味から、实行の中心となる人材が最も重要である。人材育成は日本のみならず、 

海外進出日系企業の経営に於いても全社が一体となって取り組まなくてはならない重要な 

課題となっている。特に労働力の資質の問題は、企業競争が進み、高付加価値分野を確立 

する方向へ指向する場合に欠くことはできない。しかし、中小企業では能力開発など人材 

育成の問題が、直接生産や販売活動に結びつかない非生産的なものとして回避する傾向が 

ある。従って、人材育成や経営改革に遅れた企業では、今日のように日々変化する環境へ 

の対応にも、後れを取ることになり、引いては従業員のモラールも低下し、定着率も悪化 

し、貴重な人材が外部流失してしまうことになりかねない。 

 このように、今日では企業体質の改善は単に設備などの物質的な問題だけではなく、人 

的能力を高める質的な面での改善が要求される。そのため、診断は単に改善提案にとどま 

ることなく、積極的なフォローアップ（事後診断）の段階まで進展させていく必要がある。

改善提案後も改善实効のための事後指導を進めるとともに、出来るだけ機会をとらえ社 

内講習やミーティングなどを通じて、経営改善への考え方や具体的な手法を指導するなど 

改善意欲を浸透させていかなければならない。中小企業診断士と企業関係者が協働して、 

はじめて改善提案が生きてくるのである。 

 

６．総合判断 

企業を構成する要素は、人的要素と資本的要素の 2 つがある。さらにこれは、経営活動

の過程において機能面から販売活動、生産活動、購買活動として分化される。企業は有機

的な機能の基に運営されている。これらの 1 つが欠けても企業活動全体の運営の円滑化に

影響を与える場合が多い。このため経営活動の实態を分析する際には、活動の一部分をと

らえるのではなく、総合的に分析する必要がある。 

例えば、経営者からコストを低減したいとの課題が提出された場合、その内容は経理･現 

場･労務・購買等企業全体に及ぶ場合がある。しかし中小企業診断士は抽象的でなく具体的

な数値で改善提言できなくてはならないため、多くの要因から一番効果的な内容に絞って

改善を提言する場合もある。 
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本章では、利益改善の糸口と発展に向けた仕組み作りについて説明する。赤字が連続 

して困っていた企業が、ちょっとしたきっかけで利益改善の糸口が見えることがある。 

改善の糸口となる着眼点はどこにあるのか、日系中小企業がそのヒントを掴み、発展に

向けた仕組み作りをするためのアドバイスをしていきたい。 

 私の診断先はほとんど中小企業で、東南アジアなどで経営診断をしている。それらの企

業の経営者の中には、これまでの経験と勘を頼りとした経営から計画的経営へと進めない

企業が尐なくない。理由は、経営者は海外では国内より多忙で、目先の業務に追われてし

まい、売上計画は作るものの、経営管理の仕組み作りについては先送りしがちになるから

である。全社的な経営管理のシステムが出来ていないと、管理の重複と漏れが発生して効

率のよくない経営を強いられる結果、経営計画の作成にも不慣れであり着手まで至らない。 

一方、私は経営診断で気付いた課題を指摘してその改善策を提言しているが、改善策提

言した半年後に同じ企業に行くと、嬉しいことに赤字を脱却して黒字化する企業もある。 

なぜ、月次で連続の赤字決算から黒字に転換できたのか、そのヒントを以下に紹介する。 

 

Ⅰ．利益改善の糸口   

１．日系中小企業にみられる利益管理の課題 

（１）利益を圧迫する外的要因 

 中小企業には利益を圧迫する外的要因がいろいろある。取引先の対象市場が伸び悩んで

いたり、衰退したりして売上が減尐傾向にある場合、競争が非常に激しくて値下げ圧力が

加わってくる外的要因がある。一方、売上は増加しているものの、それを上回るほど費用

が増加する場合もありʄʄ2008年の後半には世界的に資材の価格が高騰した影響が大きか

ったʄʄ自社の利益は資材の価格上昇という外的要因でも圧迫されてしまう。 

あるいは、毎年このインドネシアでも法定最低賃金が 10％以上も上昇して、労務費の増

加分が売上の増加分を超えてしまう場合などが、利益を圧迫する外的要因となる。 

 

（２）利益管理の課題 

このような外的な利益圧迫に対しては、新規顧実開拓の努力などで対応する必要がある

が、同時に企業内部の利益改善も必要となる。その利益管理には次のような課題がある。 

① 勘と経験による利益管理の課題 

（イ）日常的な業務に追われ続け、計画的経営の先送り傾向 

（ロ）目標は売上のみで利益や費用の目標はなく、勘と経験が頼りの大まかな利益管理  

（ハ）目標がないから、現实の中に問題点が存在していることを見逃してしまう傾向 

（ニ）業績悪化の兆候を感じて、その対策を打つタイミングが遅れがちになる傾向 

 

 ② どこに原因があるのか 

まず、(ロ)では、「利益や費用の具体的な目標」をどのように決めたら良いのか分から 

ないから、今までの経験と勘を頼りにした大まかな利益管理になってしまう。非常に大

まかな管理だと、なかなか黒字化できずに、逆に赤字幅が増えてきてしまうところもあ
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る。(ハ)では、問題の存在に気付くのに時間が掛かってしまう。何故かというと、現实と

いうものを当たり前と思って見ている。自分の経験と勘を判断の基準にしていると、そ

の範囲でしかものを見ることが出来ないから、範囲外の問題点を見逃してしまう。判断

基準を変えない限り、そこに問題が存在していることを認識できないで見過ごしてしま

う。 

 

２．利益改善の糸口を掴むきっかけ 

（１）新たな目標を設定する効果 

この状態から脱却するには、新たな目標を設定することである。これが“新たな基準”

となる。これまでとは別な基準で今まで当たり前と思い込んでいた現实を見つめ直すと、

そこに今まで隠れていた問題点が浮き彫りになり、ようやく気付くことになる。 

これまでの自分の経験と勘を頼りにした基準とは異なる、新たな基準（目標）を作り、

その基準を強く意識するように常に心掛ければ、問題の存在を見逃さなくなる。目標と現

实の間にはギャップが生じていることも次第に気付くようになって、いわゆるチェック機

能が備わってくる。そうなれば、上記の(ニ)のような問題を繰り返さなくなってくる。 

 

（２）売上と利益は比例するとは限らない 

 採算性の判断が荒っぽい企業もある。もう尐し正確に判断すると、売上と利益の関係は

単純には比例していない。売上が 20％増えれば、利益も 20％増えるような、そういう荒っ

ぽく見ている経営者も中にはいるが、ここを正確に見直し、利益改善の糸口を掴む必要が

ある。 

図表 5-1-1 改善の糸口を掴むきっかけ 

.

1.

 

 

３．採算性の判断に便利な限界利益を指標とする 

（１）変動費と固定費 

 製品を生産するには、材料費や労務費などが掛かってくるが、これらの費用は次の 2 つ

のグループに分けることが出来る。「売上の変化に連動する費用」と、「売上の変化に連動

しない費用」である。前者は売上が増加すると連動して上がってくる費用で、例えば、材

料費や外注費などを指し、これを変動費という。後者は売上の変化とは関係なく、一定額
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が掛かってくる費用で、例えば、所定内賃金などを指し、これを固定費という。 

このように採算性を正確に判断するには、費用を変動費と固定費に分けて区分する必要

性も出て来る。ただし、厳密な区分が重要ではなく、工場生産での変動費の計算を単純化

して変動費を材料費と外注費だけと割り切った方が、分析が容易で实務的との見方もある。 

図表 5-1-2 変動費と固定費の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）財務会計と管理会計の違い 

 多くの企業では毎月、月次決算をしている。決算書は財務会計の知識のある人が作成す

る関係で、企業内部に財務会計の専門的知識を有する人材がいない場合、月次の決算処理

を外部の会計事務所に依頼する場合もある。 

この月次決算書は財務会計で作成されたものであり、これを一生懸命見ても、实はそこ

には過去の实績結果しか出ていない。企業が存続・発展するためには、経営者は過去の結

果の分析に止まってはいられない。来月や来期など、将来も予測して利益目標を立て、必

要な費用を予算化して必要利益を確保できるように徹底管理をする利益管理が欠かせない。 

その利益管理に役立つ道具は、月次決算書の中からはすぐ見つからない。月次の財務会

計とは別に管理会計という利益管理に役立つ管理専用の道具が必要となってくるのである。

そこで、ここからは管理会計の要点について説明する。 

 

（３）限界利益 

 ① 限界利益の意味するところ 

管理会計の中で最も重要な指標に“限界利益”という言葉がある。限界利益は次の算 

式により求められる。「売上高－変動費＝限界利益」である。ところで、限界利益の限界

とは、生産数（販売額）が固定費を賄えるだけの水準に達したら、その水準より生産が 1

個増加することにより増える利益という意味である。固定費の説明で述べたように、生

産個数が増加（売上が増加）しても固定費は増加しないため、限界利益の増加分がその

まま経常利益となる。算式は、「限界利益－固定費＝経常利益」となる。 

図表 5-1-3 限界利益とは 

 

 

  

 

１．変動費と固定費・・・費用を売上高(操業度）と共に変化す

る変動費と売上高とは関係なくかかる固定費の 2 つのグル

ープに分ける。  

２．変動費の例：原材料費、外注費、出来高給、運搬費など  

３．固定費の例：直接労務費や間接人件費、減価償却費など 

１．限界利益とは、売上高の増減に連動して増減する利益で損益計算書上には

表示されない、損益分岐点分析の特有の利益であるが、売上高との動態関

係は明確で、採算性の判断には非常に便利な指標となる。  

２．限界利益と限界利益率、及び変動費率を求める算式  

  限界利益＝売上高－変動費又は限界利益＝固定費＋経常利益  

  限界利益率＝限界利益÷売上高. 変動費率＝変動費÷売上高  
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② なぜ限界利益に着目するのか 

この限界利益が利益管理にとってなぜ最も重要かというと、売上と利益の動向がどう 

なっているかを判断する時の指標として、分かりやく便利だからである。 

前述したように費用というのは売上と連動して増える変動費と、そうではなく売上変

化に関係なく一定額が掛かってくる固定費という性質の異なる 2 つの費用が混ざってい

る。従って、売上と経常利益は単純に連動しているわけではなく、売上の増加率がその

まま経常利益の増加率とはならず、尐し複雑である。 

ところが、限界利益というのは、その算式を見ても、「限界利益＝売上高－変動費」で

あるから限界利益は売上に連動しており、シンプルである。売上高との動きの関係は、

非常に明解で採算の判断には便利であり、それを目標利益とした利益管理ならば管理方

法もシンプルになり、それだけ経営判断もし易くなる。 

 

③ 目標利益の表示方法 

限界利益を目標利益として採用する場合、限界利益を金額表示にするか、それとも売 

上高に対する限界利益の割合、即ち限界利益率の表示にするか、の 2 つの方法がある。 

変動費の場合も、同様に変動費を金額で表示するか、あるいは売上高に対する変動費の

割合、即ち変動費率で表示する。限界利益率と変動費率を算式で示せば、次のようにな

る。 

限界利益率＝限界利益÷売上高・・・(イ) 

変動費率＝変動費÷売上高・・・・・(ロ)  

 

④ 予想経常利益の算出 

このようにして自社の限界利益率を把握できれば、そこから自社の予想経常利益を算 

出することも出来るようになる。前頁の①限界利益の意味するところを参照すると、 

限界利益－固定費＝経常利益・・・・(ハ) 

という算式があった。上記(イ)の式の両辺に売上高を掛ければ、 

売上高×限界利益率＝限界利益 

となり、これと(ハ)の算式を組み合わせれば、 

売上高×限界利益率－固定費＝経常利益・・・(ニ) 

となる。ほとんどの企業は売上計画を立て、予想売上高を設定しているので、それを(ニ)

の式にあてはめると、下記の式で予想経常利益が算出できる。 

  予想経常利益＝予想売上高×限界利益率－固定費 

 

⑤ 損益分岐点 

  財務会計にはなく管理会計だけで使う、もう 1 つの重要な用語に損益分岐点という言 

葉がある。損も得も出ない、損益が別れる、まったく損益がゼロになるところの売上高 

を損益分岐点売上高という。つまり、儲かっているか、儲かっていないか判断する際の 

売上高の指標として使える。算式は今まで学んだ知識で下記のように簡単に求められる。 
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   図表 5-1-4 損益分岐点売上高を求める算式 

 

 

 

 

損益分岐点というのは損も得も出ない売上高を指すのであるから、この損益分岐点を

实際の売上高が超えたら、その超過分がすべて経常利益（黒字）となる。逆に、实際の

売上高が損益分岐点を下回ったら、その不足分がすべて欠損（赤字）となる。従って、

損益分岐点売上高は、現在赤字の企業にとって、あとどれだけ売上を伸ばせば黒字に転

換できるか、という目標売上高を意味することになる。黒字企業にとって、損益分岐点

売上高は、現状からいくら売上高が下がると赤字に転落するかの指標となる。 

 

⑥ 目標利益の達成に必要な売上高を求める 

利益管理では来月や来期などに必要な目標利益を経営者が予め見積もり、その具体的 

な額を設定する。その際、目標となるのは経常利益だけでなく、その目標利益額を達成

するにはどれだけの売上高を必要とするか、つまり必要売上高も求めることになる。そ

の算式は、損益分岐点算式の分子に目標利益を加算したシンプルなものである。 

          図表 5-1-5 必要売上高を求める算式 

 

 

 

 

 

４．値上げしないで利益を増やすには 

図表 5-1-6 値上げしないで利益を増やす方法 

ω

ω

ω

ω

 

（１）損益分岐点の引き下げ効果  

2008 年のように世界的に資源が異常なほど高騰した時なら、企業も資源高騰を理由にし

た多尐の値上げも可能なこともある。しかし、平常時の今はなかなか値上げできる状況で

                       固定費 

損益分岐点売上高＝ 

           限界利益率 

 

 

        固定費＋目標利益 

必要売上高＝ 

         限界利益率 
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はない。ならば、値上げしないで利益を増やしていく方法はないだろうか。それには前述

した損益分岐点売上高を見直し、これを引き下げていくしかない。 

 つまり、値上げが出来ないから、損益分岐点自体を下げる。例えば、ある企業の实際の

売上高が自社の損益分岐点と同じ水準で、損益がプラスマイナスゼロだったとする。とこ

ろが、その企業が自社の損益分岐点をもっと下げるように努力した結果、損益分岐点が以

前より下がって来たら、その下がった分だけ経常利益が生まれる。 

 

（２）固定費と変動費の削減 

① 人件費の削減 

自社の損益分岐点を下げるためには、先ず、固定費の一部の削減を図るが、従業員の

賃金水準は簡単には下げられない。固定費の削減を考える時、企業の能力を落とすこと

なく削減することがポイントとなる。つまり、給料を下げた結果、勤労意欲まで低下し

たら、企業の能力自体が落ちてしまう。そういうやり方は出来ない。 

  ならば、企業全体の人件費の総額を圧縮する方法も当然、考えられる。労働者の要員

数を見直し、新規採用を控えるとともに、早期退職を促すなどして削減を図る。ただ、

企業の能力を落とすまで従業員数を減らせないので、この方法にも限界はある。 

 

 ② その他固定費の削減 

次に、今まで固定費として当然、必要と認識していたものでも考え直してみれば必要

性が高いといえないものもある。例えば、「この車は使わなくてもいい」と判断できる。

能力を落とすことなく削減できるかどうかを判断基準として見直す。「固定費だからいじ

れない」、「もう無理だ」と考えずに、改めて見直し、削減可能な対象を見つけ出す。 

  

 ③ 変動費の削減 

変動費は材料費や外注費など、売上に連動するものである。この変動費を売上高に悪

影響を与えない範囲で抑えるように努めれば、自社の損益分岐点を引き下げることが出

来る。ところで、限界利益というのは売上高から変動費を引いた利益であるから、変動

費を引き下げることが出来れば、売上高は同じでも限界利益率を高めることが出来る。 

 

（３）顧実開拓などで売上増加を図る 

 値上げしないで利益を上げるには、売上も増やせないかと考える。同じ製品の生産数量 

をそう簡単には増やせないから、企業全体の売上高を増やせるような成長戦略も考える。 

 そのためには従来とは違う新規顧実の開拓も進めなければならない。営業活動がしにく

い業種もある。それでも自社が存続・発展するには、これまでの受注方法を見直し、既成

概念を取り払って、潜在的需要を見出し、これを充足する継続的な営業努力は欠かせない。 

 

（４）バラバラではなく全体を組み合わせる 

 ここまで、「固定費を下げなければいけない、変動費を下げなければいけない、売上は伸
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ばしたい」と語ってきた。ところで、この 3 つに関してはどの企業でも取り組んでいるは

ずであるが、経営者はその改善効果に満足しているだろうか。この 3 つのうちのどれをや

ったとしても、一つで大幅な改善をすることは現实的には難しいことが多い。また、一つ

ずつバラバラに管理していては、大きな効果はあまり期待できない。 

 そこで、バラバラに管理するのではなく、それを組み合わせてやる。一つずつは大幅な

改善が難しくとも、小幅の改善なら可能性は高く、これらを組み合わせて関連付けるよう

な管理方法に変えてみる。固定費を尐し削減し、変動費も尐し削減し、売上も尐し増やす

というように組み合わせて関連付けることによって、实はより大きな効果を望むことが出

来る。 

 

５．利益改善の糸口 

（１）利益改善は先ず实態数値を掴む 

 本章のテーマの中に「システム化」というものがあるが、システムは上記のように関連

付けによって大きな変化を生み出す。企業の地道な活動の中から、変化を生み出していく。 

上記の固定費、変動費、売上の 3 つに加えて、4 つ目に限界利益を再び取り上げたい。 

限界利益は、利益管理で最も重要な指標であり、売上に連動しているので非常に明解で 

採算の判断には便利であるから、利益管理のシステム作りの一環として、経営者は、先ず

は自社の限界利益の实態数値を把握し、“利益改善の糸口を見つける”きっかけとする。 

 ① 企業全体の限界利益の把握 

最初にまず、企業全体の限界利益を計算して、自社の实態数値を把握する。そして、 

その限界利益が实際に増えているのか、減っているのかの傾向も掴んでおく。 

 

② 変動費計算の単純化 

限界利益は売上高から変動費を差し引いて求めるから、変動費が把握できないと、限 

界利益も算出できない。その変動費の計算を厳密にやろうとすると、面倒な部分もある。 

 変動費の具体例は図表 5-1-2 にあるような費用項目であるが、費用項目の中には準変動 

 費や準固定費なども含まれている。それらの費用項目の中には、これは変動費に属する 

 のか、そうではなく固定費に属するのか、判断し難い費用項目も一部分、含まれている。 

 ただし、厳密な区分が重要ではなく、工場生産での変動費の計算を単純化して変動費を 

材料費と外注費だけと割り切った方が、分析が容易となり、实務的という見方もある。 
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図表 5-1-7 先ず、自社の实態数値を掴む 

 

③ 得意先別と製品別の限界利益の把握 

自社全体の限界利益額と限界利益率及び増減傾向の实態が分かって来ると、次のステ 

 ップへと進むことになる。利益管理の精度をさらに上げて、得意先別や製品別の限界利 

 益も把握できるようになれば、経営判断の精度が以前より高く的確になる。得意先別や 

製品別の限界利益と限界利益率及びその増減の实態データは掴んでおきたい。 

 

（２）目標利益の設定 

 自社の限界利益や限界利益率及びその増減の实態を把握したら、その限界利益率の水準

が満足できるレベルのものかどうか、改めてもう一度確認してみる。確認の方法の一つに

は、企業全体の限界利益率と企業全体の経常利益率を比較してみると良い。月次決算をし

ている企業なら毎月の経常利益率が算出されているから、その経常利益率とその月の限界

利益率の関係を調べてみる。 

何ヵ月にも渡って、両者を比較して行けば、妥当な限界利益率のレベルが自ずと分かっ

て来る。そのレベルを一つの判断の目安にすれば、採算性を調べたい特定月の限界利益率

がこの目安より良いのか悪いのかの判断が出来るようになる。 

そこで目標を設定する。この目安の水準からさらに尐し背伸びをしたレベルを最初の目

標（新基準）として設定してみる。これが当面、企業の目標利益となる。その新基準（目

標利益）と現状の限界利益率を比較した時のギャップが利益改善の対象となるのである。 

  

（３）改善の糸口と改善の対策行動 

 こうして利益改善の必要性の意識が高まって来ると、次のステップとして経営者の関心

は、改善の糸口はどこにあるのか、どこを重点的に改善すべきかへとシフトしていく。 

その糸口を探し出す参考として、次の一覧表が役に立つ。 
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図表 5-1-8 利益率改善の糸口と対策行動 

ω

ω

ω

ω

ω

 

図表 5-1-8 は左側が限界利益改善の糸口を示しており、右側はその改善の实現に向けた対

策行動を表している。 

 ① 材料費・外注費の削減対策 

図表 5-1-8 の 1 番目の材料費・外注費の削減は、特に補足説明の必要性もないかと思わ

れるので省略する。 

 

 ② 価格引き上げ 

2 番目の「価格の引き上げ」とは、自社が扱う製品価格の中で価値に見合った取引価格

を付けていないものも含まれており、この製品の価格を引き上げるという意味である。 

 ビジネスを行う上で利益を無視して取引を行うのは、好ましいビジネスの方法ではない。 

  一方、企業が成長・発展していくためには、競合他社とは一味違う独自性のある価値 

創造に努力を重ねていくことが欠かせない。顧実にとって品質面や機能面及び便宜性で 

魅力を感じさせる競争力のある製品は、価値がそれだけ高く、価格もより高く設定でき

る。 

 

 ③ 取引ミックスの改善 

  3 番目の「取引ミックス」とは、企業の取引の中には「儲かっている取引」と「儲かっ

ていない取引」が混在しているという意味である。もう尐し正確にいえば、「儲かってい

る」と一口に言っても、その中に利益率のかなり異なる取引が混在している。 

そこで、「取引ミックスの改善」とは、その組み合わせを変えることにより利益改善を 

図ろうとする方法である。組み合わせとは、利益率の低い取引は自社の全売上に占める 

割合を減らし、逆に利益率の高い取引はその割合を伸ばす取り組みをすることである。 

 

 ④ 不良・値引き・返品・手待ちなどの改善 

  この不良品の削減の改善効果は大きい。例えば、売上の 1％の不良が出ていれば、経 

 常損益の最終的利益である経常利益のうち 1％の利益が吹き飛んでいる。多くの中小企 

 業の経常利益率が 1％～4％程度であるから、その影響の大きさが分かる。 
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  それから、値引き、返品の削減も同様である。値引きや返品があるというのはもとも 

と不良があったか、品違いがあったか、あるいは、お釈迦になったものである。1％値引

きをすれば、経常利益率が 1％も削られることになる。 

値引きも返品もさせないためにも不良対策が極めて重要となる。不良対策としては、 

不良品検査を止めて、工程内検査に切り替え、不良品を作らない、不良品を送らない従 

業員教育を徹底して、品質を工程で作り込む標準作業を行えるようにすることである。 

  不良対策とともに、製造原価の削減に直結する改善策が、生産性の向上策である。 

有効な生産性の向上策として、作業者の手待ちや段取り時間のムダ取り改善がある。 

これらの手待ちや段取り時間のムダの实態をできるだけ早く掴めるよう、トップ自ら工

場の作業現場に出向いて实態を把握し、現場の意見も聞いてから、ムダ取りの対策の検

討と改善行動の指示を出すという経営者もいる。その改善行動も先送りしないように期

限を切ってトップ主導で行う姿勢が、結果として改善効果に繋がって来るのである。 

 

Ⅱ．発展に向けた仕組み作り   

１．改善計画を实行に移し定着させる  

ここからは、本章の 2 番目のテーマ「発展に向けた仕組み作り」について説明する。 

利益改善を实現し、企業が発展するには、その实行プロセスの仕組み作りが欠かせない。 

先ず、現状を数値で把握し、現場に出向いて意見を聞いて課題を掴み、その解決策を見出 

し、改善着手の優先順位を決めて、实行計画を作成する。 

（１）現場との対話から見えてくる解決策 

図表 5-1-9 をご覧願いたい。上から 1 段目と 2 段目の記述内容に関しては、实は、日産自

動車の社長であるカルロス・ゴーン氏の談話が一つのヒントになっている。 

日産のゴーン社長はもともと、ミシュランというタイヤの会社に勤務していた。ブラジ

ルにその工場があって、彼は工場マネージャーとして現場をよく見ていたから、作業現場

をよく知っている。彼の主張は、「現場と対話をしないと現場の問題点の解決策は見えて来

ない。オフィスの中で考えても見えて来ない」と、現場との対話の重要性を語っている。 

           図表 5-1-9 発展の仕組みをどのように作るか 

ω

ω

ω

ω

ω
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① 1 段目から 2 段目への展開 

  先ず、図表 5-1-9 の 1 段目では、企業の現状の限界利益率はもとより、得意先別や製 

 品グループ別の限界利益率も把握し、予め設定した目標の限界利益率と比較分析する。 

 目標と現状の間にギャップがあれば、そこにはいくつかの課題が存在していることを意 

味している。それらの課題をどのように明らかにして、どう解決へと結びつけるかが、 

上から 2 段目である。そのプロセスで、ゴーン社長の次の指摘が大いに参考となる。 

 

 ② 問題の解決策は現場が握っている 

ゴーン氏の指摘するところは、「従業員は職位に関係なくʄʄ職位が、マネージャーだ 

ろうが、スーパーバイザーだろうが、ワーカーだろうが、その立場の違いに関係なくʄʄ

企業が抱えている問題の解決策を握っている。だから、経営者は現場に行って現場担当

者の意見を聞いて、現实を把握することが不可欠」という。 

 

③ 現場の意見を聞いてアクションを起こす 

ゴーン氏の指摘をもう尐し紹介すると、「私が現場を重視するのは、現場が色々なこと 

を实際に实現しているところだからで、現場の人間がその会社の現实を映し出している。 

ところが、経営者というのは、現場に行った時、この会社はこうあって欲しいという姿

でしか見ない傾向がある。それが現实の姿とは違っていても。だから、経営者は常に現

場との接点を持つことで、企業のありのままの現实を見なければならない。時には現場

を見て、不安な点が出て来ることやフラストレーションを抱えることもあるだろう。そ

れでも経営者が現場に行って意見を聞いて、それを受けてアクションを起こすというこ

とは、現場の人間にとってもモチベーションの向上につながる。それで、従業員はどれ

だけ現場が会社の業績に対して重要なのかを理解できるわけである」と、語っている。 

 

 ④ 解決策を見出す 

ゴーン氏のこれらの指摘を参考にすれば、図表 5-1-9 の 2 段目は、限界利益の实態分析

から見えて来た課題や現場の人間とのコミュニケーションから自社のありのままの課題

を掴み、様々な問題に対して一つ一つ具体的な解決策を見出していくこととなる。  

 

（２）分類し实行の優先順位を付ける 

こうして自社の経営上の課題を列挙して行き、その本質的な問題点を洗い出し、対策を

検討して、解決策を導き出す作業を地道に続けた上で、解決策を分類・体系化する。する

と、問題解決の対象全体が何となく見えて来るが、反面、これらを全て实行するのは中小

企業の場合、難しいかも知れないという現实の限界も感じ取ることになる。 

中小企業の場合、資金面でも人材面でも、投入できる人数と改善に割ける時間に制約が

ある関係で、問題解決の対象の的が絞れないと、徹底した改善が出来ない条件もある。従

って、的を絞れるように優先順位を決めて、順番に实行に移す方法が有効となる。 

何から手をつけるべきか優先順位を決める。何が一番大事か迷うところもあるだろうが、
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深く考える必要はなく、頭に浮かんだものからでも構わない。順番がもし間違ったと気付

いたら、途中で変えても差し支えない。早く实行に移すことのほうが肝心である。 

 

（３）システムとして関連付けると大きな力となる 

優先順位を大まかに決めたら、それらの解決策を整理して相互に関連付けることである。 

バラバラにやるのではなくて、関連付ければ、企業全体の解決策が出来る。初めは、2 つ 

3 つだけでの関連付けでも構わない。関連付けながら徐々に拡大するやり方である。 

こうして、いくつかの解決策を何かで関連付けてグループ化する。バラバラではなくて関

連付ければ、大きな力を生む仕組み（システム）が出来上がるのである。 

ここで、Ⅰʄ4項での説明を思い出して頂きたい。売上高と固定費、変動費をそれぞれバ

ラバラに管理していては、改善効果には限界がある。一つで大きな改善効果を出そうとし

ても限界がある。一つ一つは小さな改善でも、それらを関連付けて管理するように管理方

法を変えることによって、これがシステムとなって大きな力が生まれて来るのである。 

 

（４）实行に移し改善行動を定着させる 

こうして解決策の实行優先順位を決め、改善行動の期限を切った实行計画を策定する。 

次は、その計画を可能な限り早く实行に移すことが、結果として、改善効果との間に好

循環を生むことにつながる。そして、その改善活動を組織として定着させて行くことが、

企業の継続的発展を可能にするのである。 

それでは改善行動を定着できる組織にするには、どのような人材育成が求められている

のであろうか。その一例として考えられる 3 つの人材育成の要件を図表 5-1-10 に挙げてみ

た。 

      図表 5-1-10 改善行動を定着させるための人材育成の要件 

ω

ω

ω

 

 

（５）考える力を養う 

 企業は常に顧実のニーズに応えられるように、変化し続ける経営環境に適応した事業活

動を継続していくことが、その存続・発展の鍵となる。市場は変化を続け、技術も進化し

続け、法律や規制も変化して行く。この常に変化する新たな現实に適応するには“考える

力”を常に養い、新たなチャンスを掴めるようにしなければ、企業は生き残れない。 
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そうした考える力を養い続ける必要があるのは、経営者や経営幹部だけではない。マネ

ージャーからワーカーまで全ての職位の従業員が、常に変化する新たな現实に適応するた

めに、考える力を継続的に養っていかなければ、企業の未来はない。 

 では、考える力を身に付けるにはどうすればいいか。まず、業務を通じて考える力を養

う特別な活動の場を職場の中に敢えて設けてみることも一つの方法である。 

 

（６）人材育成に有効な小集団活動 

一例として、職場の特定の問題を解決する小集団活動の仕組みを作り、職場のメンバー

の参加を義務付けて、仕事の一環として期限を切って活動させる。例えば、5S や不良対策、

納期対応などの問題の解決を 1 つだけ選んで、それを小集団活動のテーマとして与える。 

トライアルとして、特定職場の 5、6 人のメンバーでグループを編成し、経営者かマネージ

ャーが最初はテーマを決めて、日常業務の時間から 20 分間、当活動に割くようにする。こ

の小集団活動に参加するメンバー全員で職場の問題解決を考えさせ、その活動結果のレポ

ートを大勢の従業員の集まる場所で発表する機会を与えて、小集団活動を動機付ける。 

小集団活動の経験を通じて、参加者は変化に適応できる“考える力”のトレーニングが

出来るので、経験の積み重ねにより職場で起きている様々な問題を解決できるようになる。 

 

（７）個人の限界を克服する組織的対応 

社長が如何に有能で社内のことに精通している人でも、個人の能力には限界がある。広

い企業内の全ての状況を 1 人で掌握して、改善指示を出すことは不可能である。企業が収

益向上を続け、さらなる成長発展を遂げるには、組織力の向上も要件となる。広い工場の

各部署で抱えている諸問題を各従業員が自分で発見して自分で解決することが望まれる。 

一方、従業員の中にはまだこのレベルに達していない人が多いという現状の課題もある

が、その課題の解決に向けて勇気を持って踏み出すことが企業の飛躍につながる。今でき

ることは、皆が協力して力不足を補い合い、職場の問題の把握とその解決に当たるという

小集団活動が必要であり、個人の能力の限界を克服できる意義がある。 

 改善活動を定着させるには全ての従業員の協力が不可欠となる。例えば、不良というの

は規格からのバラツキを言う。作業現場で今、大きなバラツキが発生しているのを知って

いるのは、現場の担当者一人しかいない。いつも見ているから「何か違う」という変化を

感じ取れる。この不良発生の兆候情報を組織で共有化できるように、報告・連絡・相談の

ルール作りとその徹底及び情報共有化に対する責任の自覚を促す教育が必要となる。 

同時に、担当者がその場で解決できないことは、すぐ上司などの協力を得て解決するよ

うに仕向け、習慣として定着させる指導も行う。計画を实行に移し改善活動を定着させる

には、こうした組織的対応の仕組み作りがその要件となるのである。 

 

（８）的を絞り込み徹底する 

 中小企業ではその抱える課題は尐なくないので、改善活動の対象は实際問題、多岐にわ

たっている場合が尐なくない。 
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ところが、改善効果を上げるには、その活動を成果に直結させる徹底が不可欠となる。

改善活動を何度試みても、その徹底が出来なかったばかりに、成果が得られない企業も多

い。人手と時間に限りがある以上、改善の的が絞れないと徹底した改善は出来ない。 

 また、改善活動を定着させるには、活動の目的を明確にして関連部署のメンバーに納得 

してもらうことが要件となる。いくら教育・訓練しても当人が納得しないと継続できない。 

 改善活動の的を絞り込み徹底する重要性は分かったが、中小企業の改善活動の対象は、

多岐にわたっており、实際問題、的を絞りたくとも絞り込めないという事情もある。 

この問題にどう対処すべきかであるが、最初に優先すべき改善対象の的を絞り込み、先

ず、的となる部分の改善を徹底する。その成果を活かし関連付けて、その部分を順次増や

して、それらの部分を全面へと段々広げていく計画的な改善活動が現实的である。 

 

２．発展する組織の仕組み作り 

本章の締めくくりとして、発展する組織の仕組み作りについて紹介したい。発展する組

織の仕組み作りに必要なキーワードを 3 つに絞れば、図表 5-1-11 のようになる。 

図表 5-1-11 発展する組織をつくる 

14

 

（１）情報の共有化 

組織である以上、組織力を発揮するには、業務などの情報を組織の構成員で共有化でき

ているようにするのは当然である。ところが、掲示板にはかなり前の情報がそのまま残る

など、データ更新がしばらく行われていない。こうした現象は、業務に関する情報は特定

の担当者の頭の中にあり、それを口頭で関係者には伝え続けているので、わざわざ掲示板

に記入するのも面倒という意識の表れである。しかし、実観的にはその組織の構成員全員

に情報が共有化されていないので、情報の漏れや重複が発生しがちになって組織効率が落

ち、生産性の低下を招いているのである。 

作業伝票においても本来、共有化すべき情報記入を省略している例がある。またミーテ

ィングや朝礼の時でも、記録に残していない例も見られる。従業員教育でさえ、記録に残

していないので、教育の漏れと重複が発生しがちになって教育効果に影響を与えている。 

朝礼などの機会を有効に使って、意思疎通を図り、情報共有化に努めるとともに必ずノー

トなどに記録して残すという、情報管理が必要である。これを経営管理に組み込んだシス

テム作りを進めることが、経営の効率を高め、組織を活性化することに繋がって来る。 
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（２）ルールを守る厳しさ 

 発展する組織というのは、お互いにルールを守っている。ルールを皆が守ることによっ

てお互いが気持ち良くなることを知っている。決まった時間に会議や朝礼、清掃などをき

ちんと行う厳しさを持っている。一方、活性化していない組織というのは、お互いに甘え

がある。だらだらしている。決まった時間にやらない。組織の規律を保つ必要がある。 

 

（３）目標達成と教育 

 企業が存続・発展していくためには、業績を伸ばす目安となる目標が必要となる。例え

ば、売上高や限界利益額、生産時間の短縮などの目標を作る。目標を作ったら、その目標

を達成できるように、人材能力の向上もそれに見合うように達成しなければならない。 

従業員の能力が従来と同じままで、企業の業績だけが伸びるだろうか。それは従業員だ

けでなく経営者にも言える。人が成長しない限り、企業を成長させることなど出来ない。

現实の従業員の能力と目標として必要な能力の間の差を埋めるのが、教育である。 

以上、3 つのキーワードの輪が重なる組織を作れば、その組織は間違いなく活性化する。 

以 上 
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Ⅴʄ２「経営の羅針盤としての経営計画書」 

 中小企業診断士 木幡 幸弘 氏 

 

１．経営計画書とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

（１）経営計画書の必要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

（２）経営計画書は「経営の羅針盤」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

 

２．経営計画書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

（１）予想損益計算書作成の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

（２）経費計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

（３）「経営計画作成シート」の利用  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

 

 

私は、1993 年～1996 年に会計事務所の駐在員としてインドネシア・ジャカルタに駐在し

た。その後もジャカルタには仕事で何回も訪問する機会があったが、カラワンの KIIC を訪

れたのは 13 年ぶりである。工業団地には多くの工場が入居しており、ずいぶん風景が変わ

ったと感じている次第である。 

 本章では、「経営の羅針盤としての経営計画書」ということで、経営計画書の作成につい

て説明する。 

 

１．経営計画書とは 

 まず、経営計画に先立つものが経営理念である。多くの会社は、日本の親会社の経営理

念をインドネシア語に翻訳して、インドネシア人の従業員に何らかの形で示していると思

う。しかし、ローカルの従業員が、会社の経営理念をそらんじているような会社はごく尐

数にとどまっているのが实情である。 

 経営理念というのは会社の存続理由である。何故、この会社が世の中に存在しているの

かという理由を示すものであるから、非常に大事なものである。あるインドネシアに進出

している上場企業の製造業の経営理念は、「世界に広がる生活文化創造企業を目指す」と言

うものである。経営理念は、結構大上段に構えても良いのではないかと思う。個人に当て

はめれば、経営理念は人生の意味であり、「何を目的に生きているのか」ということだと思

う。例えば、信仰のある人、イスラム教徒であれば、イスラムの亓行（ごぎょう：信仰告

白・礼拝・喜捨・断食・巡礼）をしっかりと实践している。会社には経営理念、人には人

生の目的が重要だと思う。 

経営理念を達成するために、経営計画を立案することが必要である。ここで言う経営計

画とは、中期の経営計画や短期の経営計画を意味する。中期経営計画とは、日本では「中

計」と言って 3 年位の計画であり、短期経営計画は、1 年の計画、つまり翌年の計画という

ことである。翌年の計画、例えば、翌年の損益計算書（売上、売上原価や販売費用、一般

管理費等）を作成している企業は、どれ位あるだろうか。経営計画書には、決まったフォ
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ームがあるわけではないから、どのような形式で作成しても良いが、なるべく売上や利益

等の会計用語を使用して作成して欲しい。短期経営計画に絞って考えると、前述したよう

に短期とは来年の話であるから、個人で言えば、年始に「今年は何々をやるぞ」と言った

意気込みを持つということである。 

 

（１）経営計画書の必要性 

では、経営計画書は何故必要なのか。図表 5-2-1 の例で考えてみる。 

図表 5-2-1 経営計画書の必要性 

K

KD

P

DC

 

 「うちは下請けだから元請け次第だ。どうせ計画通りに行かない」、「経営計画なんて、

わしの頭の中にある」と言う経営者がいるかもしれない。しかし、元請け次第だからこそ

売上を安定させるために計画が必要となる。計画通りに行かないということは不安定性が

あるということであり、不安定要素が多いので、きちんと計画しようということである。

また、経営計画は経営者の頭の中に閉まっておかずに、皆で共有した方が良い。図表 5-2-1

の左下のように、KKD（K:勘、K:経験、D:度胸）で行う経営を「成り行き経営」と言い、

経営環境が激変する現在、成り行き経営ではいつか限界がくる。「他の者よりはるかに経験

を積んでいる。度胸は百倍だ。成り行き経営で何が悪いのだ」と反論される方もいるかも

しれない。成り行き経営の何が悪いのか？成り行き経営の一番の問題点は、貴方が経営者

のままであれば良いが、人には寿命があり、いつかは次の経営者に会社を委ねて行かない

といけないということである。その時に、次の経営者は、貴方ほどの勘と経験と度胸は持

っていないであろう。だとしたら、次の人に経営を引き渡す時までに、きちんとしたシス

テムを作っておく必要がある。それが経営者の責務であろう。 

「PLAN・DO・SEE」すなわち、計画し、实行して、計画と实績を分析して、その反省

点を計画に反映させて行くような計画経営が成り行き経営に代えて必要となる。PLAN（経

営計画）をまとめたものが経営計画書である。この PLAN・DO・SEE の仕組みは、その

出発点となる経営計画書がなければ实施できない。いつまでも勘と経験と度胸に頼り、「お

れは生涯社長をやるのだ」というわけにはいかないのである。楽天の野村監督は、「生涯一

捕手だ」と言っていたのに、いつの間にか監督になっていた。ずっと社長などありえない
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のであるから、後継者の為に経営計画書をきちんと作成してもらいたい。 

 

（２）経営計画書は「経営の羅針盤」 

 本章のタイトルは、「経営の羅針盤としての経営計画書」とした。羅針盤というのは船に

備え付けられているコンパスのことである。順風満帄な航海に見えても、すぐ後ろに嵐が

迫っている場合もある。羅針盤なしには大海原を航海することは不可能なことである。会

社経営にとって羅針盤の役割を果たすものが経営計画書なのである。 

 

２．経営計画書の作成 

ここでは、短期経営計画書、すなわち来年度の経営計画書に絞って説明する。 

（１）予想損益計算書作成の流れ 

経営計画書は、まず、来年度の予想損益計算書を作成することからスタートする。 

予想損益計算書を作成するための手順は以下の通りである。 

●目標売上高を計画する。 

「来年度の売上高はこれ位いきますよ」という目標売上高を計画する。例えば、直前 

期より 10％増加させるなど。インドネシアは日本と異なり、50％、100％の増加目標 

もありえるものと思う。 

 ●変動費を計画する。 

変動費は、前章の小塚先生の説明にあるように、売上に対して比例的に発生する費 

 用である。目標売上高が決定すれば、自動的に金額が決定する。 

  ●固定費を計画する。 

固定費は、売上高とは関係なく発生する費用である。例えば、労務費を何％増、そ

の他の製造経費は直前期と不変であるとか、販売・管理費等の人件費、その他経費も

含めて、それぞれの経費別に考えてみる。 

  ●目標利益を計画する。 

売上高から変動費を引いて、限界利益を出し、そこから固定費を引いて目標利益を

計画する。 

図表 5-2-2 経営計画書の作成手順 

P/L

10

15

15

248,900
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目標利益が満足な利益になれば良いが、そうでなかったら、また変動費率を変えたり、

固定費金額を変えたり、場合によっては、売上高を変えたりして、もう一度考え直して、

目標利益をもっと上に持っていくという努力も必要なところである。 

 

（２）経費計画の作成 

 図表 5-2-3 の左側に直前期の売上原価、販売費、管理費等が書いてあるが、これが普通の

損益計算書である。売上原価、販売費・管理費を変動費と固定費に分けて、それぞれ次期

を予想する。例えば、直前期の費用を変動費と固定費に分類して、図表 5-2-3 の通り、変動

費合計 2,062,900 ドル、固定費合計 5,807,100 ドルになったとする。次期予想は、図表 5-2-4

の通り、売上高 10％増と考えれば変動費も 10％増える。従って、この 2,062,900 ドルの変

動費が 2,269,200 ドルになったのは、10％増えた状態である。固定費はそれぞれ人件費の

伸び、その他製造経費は不変と別々に考えて、6,298,200 ドルと予想する。その結果、経常

利益は直前期の 85,800 ドルに対し、次期予想は 184,000 ドルとなる。 

 

図表 5-2-3 経費計画（1）（単位：US ドル） 図表 5-2-4 経費計画（2）（単位：US ドル） 

P/L

1,237,700 Ÿ 1,361,500

618,900 Ÿ 711,700 15

825,200 Ÿ 907,700

1,444,000 Ÿ 1,444,000

4,125,800 4,424,900

995,800 Ÿ 1,145,200 15

2,748,400 Ÿ 2,997,300 248,900

3,744,200 4,142,500

2,062,900 2,269,200

5,807,100 6,298,200

P/L

7,955,800 Ÿ 8,751,400 10

2,062,900 Ÿ 2,269,200

5,892,900 6,482,200

5,807,100 Ÿ 6,298,200 15

248,900

85,800 184,000 10,000

 

 

（３）「経営計画作成シート」の利用 

 損益計算書だけを作成して、次期目標としても良いが、日本公認会計士協会のホームペ

ージに「経営計画作成シート」というものがあるので、紹介しておく。 

このシートでは、売上計画、経費計画、投資財務計画、過去データ等の計画を作成する。

日本公認会計士協会のホームページのトップページの一番下に、「中小企業勝ち組倍増計

画」の欄があるので、そこをクリックすると、「中小企業金融円滑化チェックリスト」が出

てくる。これは無料で、「経営計画作成シート」はエクセルで作ってある。 
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図表 5-2-5 「経営計画書作成シート」にデータ入力（単位：US ドル） 

(http://www.jicpa.or.jp/businesses/)

B/S P/L

B/S P/L C/F

[ ] 15,000

70,000

 

 売上計画・経費計画（変動費と固定費に分けた損益計算書で売上、経費計画を立てて行

く。）と、投資計画・財務計画（例えば、設備購入を 70,000 ドルとする。その内の 15,000

ドルを長期管理にするなど、そのようなことを財務計画と言う。）や過去のデータ（BS の

過去 2 年分と損益計算書の直前期分）を入力する。企業がやらなければいけないのは、次

期の売上と経費計画を立てることだけである。予想損益計算書を作成すれば、あとは投資

と財務は数値を入力するだけで良い。この経営計画作成シートを使うと、来年度の予想貸

借対照表（BS）、予想損益計算書（PL）、予想キャッシュフロー計算書（CF）が作成でき

る。具体的には、図表 5-2-6～8 を見ていただきたい。シートは日本語で表記されているが、

自分で項目を英語に直して行けば、インドネシア人の経理担当者でも作成できる。その辺

は臨機応変に対応していただければ結構である。 

図表 5-2-6 来年度予想貸借対照表 （単位：US ドル） 

B/S P/L C/F
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図表 5-2-7 来年度予想損益計算書 （単位：US ドル） 

#REF!

7,955,800 8,751,400
7,955,800 8,751,400

0 0
4,125,800 4,424,900
3,830,000 4,326,500
3,854,000 4,113,500
ỏ 24,000213,000

0 0
0 0

149,100 0

29,200 29,000
0 0

10,100 0
85,800 184,000

0 0
0 0

∕─ 0 0
0 0

0 0
0 0

∕─ 0 0
0 0

85,800 184,000
35,000 65,000
50,800 119,000

⁸ ┘

∕─

∕─

┘

∕─

∕─

─ ╩ ╗

∕─

B/S P/L C/F

 

図表 5-2-8 来年度予想キャッシュフロー計算書 （単位：US ドル） 
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何故、予想損益計算書だけでなく予想貸借対照表や予想キャッシュフロー計算書を作る

必要があるかと言うと、現金預金は予想貸借対照表を作らないと次期にどれ位なのかとい

うことが分からないからである。従って、現金預金残高は貸借対照表で確認する。 

キャッシュフロー計算書は、営業キャッシュフローと、投資キャッシュフローおよび財

務キャッシュフローの 3 つに分かれている。営業と投資を併せたものをフリーキャッシュ

フローと言う。何故、キャッシュフロー計算書が必要かというと、どれ位お金が入って来

ているのか、投資でどれ位使っているのか、経営者が財務上の意思決定をする場合に重要

なデータとなるからである。 

まとめると、経営計画書は、経営の PDC サイクル（PDCA）を回そうとすることであり、

そのためには経営計画書からスタートしなければならない。経営計画書の作成は、まず、

損益計算書を作成して、その後に経営計画作成シートを利用すると良い。 

以上 
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Ⅴʄ３「環境に左右されない企業体質を作ろう～決め手はコスト低減力だ～」 

中小企業診断士 山崎 康之 氏 

 

１．環境に左右されない企業体質にするには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・101 

（１）製造業における競争力の源泉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102 

２．経営活動と原価低減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 

（１）利益を生み出す方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103 

（２）原価と利益の関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 

（３）原価低減の必要性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104 

３．原価管理と原価企画活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

（１）原価管理とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

（２）原価企画とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105 

４．原価低減活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106 

（１）現行製品の原価低減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 

（２）新製品の原価企画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107 

（３）原価低減の手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 

（４）現場改善活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108 

（５）つくりすぎのムダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110 

５．大幅コストダウンを成功させるポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 

補足資料 現場改善のチェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・113 

 

 

 私は、30 年近く自動車メーカーや自動車部品メーカーで仕事をして来た。自動車メーカ

ー時代には、1991 年～1994 年までメキシコで 4 年間海外駐在の経験をした。 

インドネシアには 2007 年に JODC の中小企業診断士派遣事業で来ており、その時にや

り残したことを強く感じていたので、今回、JODC 事業に再び参加できたことを大変嬉し

く思っている。本章では、コストに主眼を置いて説明したい。 

 

 

１．環境に左右されない企業体質にするには 

環境に左右されない企業体質にするには、開発力、技術力、品質力、コスト力、営業力、

購買力、人財力、財務力、経営力、スピード力、实行力、現場力等を強化して競争優位を

確立していくことである。 

 何が一番重要かという優先順位は特になく、企業自身が、何が強いか、何が弱いか、を

自分たちで考える必要がある。その為に、例えば、経営計画書の作成において SWOT 分析

を行うが、自社の強み・弱み、外部環境の機会・脅威などを分析、チェックして、強みを

伸ばし、弱みに力を付ける課題を掴むことである。 

 



102 

 

（１）製造業における競争力の源泉 

●技術力 

  製造業における競争力の源泉である技術力（他社には真似のできない独自技術＝コア

コンビタンスという。）を作り上げることが重要である。自社の独自技術を極めないと

マーケットで勝っていくことはできない。特に、他との差別化を是非つける必要があ

る。技術力が一番重要部分である。 

●品質力 

  製造業を営む上での基本である。「不良品を作る企業は製造業から退場する」とよく云

われている。品質力なくして製造業をやっていく資格はない。品質力には特に厳しさ

を持って取り組むべきである。 

●コスト力 

本章でのメインテーマとなるが、企業が生き残るための基本条件である。企業努力の

結果が集大成される。前章で利益を生む中期計画を説明したが、利益を生むための源

泉として、コスト力を付ける点が注目されるべきである。 

●開発力 

  中小企業のものづくり企業において、開発は、企業を発展させる源になる部分であり、

顧実のニーズ、市場のニーズに合った製品を開発する力が期待される。 

●購買力 

  原料や資材が乱高下する市況にあっては、グローバルレベルで、廉価に材料や部品を

調達することに徹する必要がある。 

●営業力（販売力） 

商売の原点である。顧実満足度を高め、お実にアタックしていくことが重要である。 

お実は物を買っているのでなく、その物が持っている価値や機能から得られる満足に

対して、対価としてお金を払っている。 

●財務力 

財務力はコスト力と関係してくる。コスト削減や合理化で利益を生みだし、経営に結 

び付けてゆかなくてはらならい。決算書というものは死亡診断書と一緒で、結果を見

て一喜一憂していたのでは駄目であり、次の一手を考えていくことが必要である。 

●経営力 

  経営力とは、社長が自ら陣頭指揮で率先して行うのは当たり前のことである。 

「社長たるもの超人たれ」、とにかく 365 日 24 時間休みなしが当たり前である。 

●スピード力 

如何に早くものごとに対処するか。生産リードタイム、開発リードタイム、調達リー

ドタイム、納期のリードタイムといったものに対し、スピード対処が必要である。 

 ●实行力 

实行力というのは、今すぐやることである。 

 ●現場力 

組織能力とかオペレーション力という意味である。現場力を高めるということは、当 
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たり前のことを当たり前にやり抜く力ということである。 

 

以上のことは、環境に左右されない企業体質にするための定義のようなものである。 

多くの企業は売上目標を掲げ、それを達成するための戦略策定、更には、経営計画の策

定を行っているケースが一般的であるが、環境に左右されない企業体質を作るには、利益

を軸に企業経営を考えることが重要である。つまり、利益目標をベースに経営戦略の策定、

あるいは経営計画、部門レベルまで落とし込んだ行動計画といったものを策定して全員で

目標達成活動を实践する。また、こういった仕組みを作っていくことが重要である。部門

別行動計画作成に当たっては、各部門が行うべきことを部分最適ではなく、あくまでも全

体最適で考えることも重要なポイントである。 

 企業から支援を依頼される場合、「在庫を減らしたい」、「生産性を高めたい」、「原価低減

を行いたい」という個別テーマの解決ケースが一般的である。会社の置かれている経営課

題と個別の課題との整合性を図り、全社戦略と個別戦略を組み合わせた全体利益を軸にし

て考えることが重要である。 

 

２．経営活動と減価低減 

 経営活動の目的は、「社会に貢献すること」、「従業員を大事にし、生活の維持・向上を図

っていくこと」、「会社を永続的に発展成長させること」の 3 つが挙げられる。 

その目的は、3 つを賄う「適正な利益を生み出す」ことである。 

（１）利益を生み出す方法 

図表 5-3-1 利益を生み出す方法 

 

①販売価格を上げる 

   今の世の中、販価を上げて売れる時代ではない。つまり、販価を上げても販売量が 

 増える保証はない。むしろ収益を悪化させる要因となり、これは好ましくない。 

 

②販売量を増やす  

いろいろな手を打って増やしたいと思っても、買うか買わないかを決めるのはお実 

であり、これもあまり現实的ではない。 
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③原価を下げる 

最後にできることは、コストを下げることしかない。コストを下げるということは、 

人に頼らずに、自分でできる。つまり、自助努力で如何様にもできる。コストが下げ 

られたら、販価だって下げることが可能になる。誰も高い値段で儲けることだけを考 

える必要はない。お実に満足を与えるためには安くすることも必要である。安くて良 

いものが提供できれば、販売量を増やすことも可能である。そのためにも原価を下げ 

る必要がある。 

 

（２）原価と利益の関係 

 アメリカの社会は、赤字でビジネスをするという考えはなく、「しかるべき販価で売りた

い」という考え方（過去は日本でもそうだったと思う。）であるが、世の中はそうではない。

販価は市場が決める。経営をやっていく以上、利益をどれだけ欲しいかを決めなければな

らない。販価からその利益を引いたもの、つまり、これだけの原価で作らなくてはならな

いという原価、これが目標原価ということになる。 

図表 5-3-2 原価と利益の関係 

 

 

（３）原価低減の必要性 

 開発力、技術力、品質力で業界ナンバーワンを目指すために、どこの企業も一生懸命に

取り組んでいる。従って、他社並にできていれば、競争は可能である。しかし、コストに

ついては他社並では世の中で勝ち抜いていけない。価格破壊が当り前の今の時代には通用

しない。「自社のコスト競争力について分かっていますか？」と質問したら、どうやれば把

握できるか分からないと答える企業が大半である。仮に把握できていても、自社の伸び尺

で見ている場合が結構ある。伸び尺という意味は、世の中の“ベンチマーク”に比べて、

自社の勝手な評価尺度で物事を測定していることである。もっとひどいのは、コストが高

いのか安いのか気付いていないところが存在していることである。もちろん、自社のコス

ト競争力を把握している企業もある。 

企業が勝ち進んで行くためには、自社のコスト競争力を正しく掴み、競争力のある目標

原価を設定して、全社を挙げて原価低減革命に取組むことが重要である。社長の革命宠言、

「コストダウンを目指すぞ」というような意気込みが必要である。 
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３．原価管理と原価企画活動 

（１）原価管理とは 

広義の原価管理は、図表 5-3-3 に書いてある通り、PDCA サイクルを回しながら、原価目

標を達成していくことである。また、経営計画に掲げた目標利益を達成していくというこ

とである。狭義の原価管理は、コストコントロールと言った方が良いかもしれないが、原

価統制と言って、原価を維持していくこと、あるいは、原価を改善していくことである。 

原価維持は、標準に対してきちんと入るように原価を管理していくことを言う。次の原

価改善は、原価低減と同じと理解して頂いて良いと思うが、いろいろな改善を行いながら

コストを下げていくことである。 

図表 5-3-3 原価管理体系 

 

 

（２）原価企画とは 

 原価管理はどちらかというと、現行製品を対象にして原価を見ていくという考え方に当

てはまるのであって、大事なのは原価企画である。 

原価企画とは、受注前の活動や開発段階での活動において、仕様と原価と品質と工程に

ついて、社内のいろんな関係部署が同時併行的に製品原価のつくり込みを進めていく活動

である。原価は開発段階で 80％決ってしまう。そういった意味でも開発段階での原価企画

は非常に大切な活動である。 

原価低減の定義や原価企画の定義については、図表 5-3-4～5 を参照頂きたい。 
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図表 5-3-4 原価低減活動       図表 5-3-5 原価企画活動 

 

 

４．原価低減活動 

 原価低減には図表 5-3-6 に挙げている 4 つの段階がある。 

図表 5-3-6 原価低減活動の 4 段階 

~5

 

●お金をかけないコストダウン 

1 ヶ月以内と言わずに、今日からでもすぐできることで、現場改善が主体となる。 

●お金をかけても儲かるコストダウン 

仕様変更、材料変更、工法変更、品質・基準の見直し等の図面変更、設計変更を伴う 

もの。 

●開発中の製品のコストダウン 

先ほどの原価企画を開発中の製品のコストダウンという言葉に置き換えると良い。 

製品企画段階から仕様、品質、工程、原価のつくり込みを行っていくことである。 

また、新工法や新材料、新技術をゼロベース思考で発想していくことが重要である。 
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●3～5 年先の製品のコストダウン 

3～5 年先を見越した製品のコストダウンのことである。開発に先立って、あらかじ 

め原価低減活動に取り組み、コストダウンアイテム等をデータベース化して、次の開 

発が始まる時に引き出しの中からアイテムを取り出して採用するという方法で、ここ

では徹底的にどれだけ安いものが作れるかが勝負になる。 

 

（１）現行製品の原価低減 

改善の基本は、「5S」と「ムダ取り」、これ以外には何もなく、難しいことをする必要は

全くない。「5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）」による改善や「七つのムダ」を徹底して

取り除いていく。次に、お金をかけても儲かる、メリットがあれば採用していくコストダ

ウンは、「VE/VA チェックリスト」の活用や「VE/VA 手法」、他社製品を買ってきて徹底的

に分解して、良いとこ取りを行う「テアダウン手法」を使ってコストダウンを図ることで

ある。 

図表 5-3-7 現行製品の原価低減 

S

ECRS

 

 

（２）新製品の原価企画 

図表 5-3-8 新製品の原価企画 

VE/VA

VE/VA
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ここでは、製品の企画構想段階からサイマル（同時併行）で仕様・品質・工程・原価の

作り込みを行う。先ほどの「お金をかけて儲かるコストダウン」で取り上げた、「VE/VA チ

ェックリスト」、「VE/VA 手法」、「テアダウン手法」のほかに、「ベンチマーキング手法」を

活用する。 

「ベンチマーキング手法」とは、他社の優れている価格レベルや技術レベル等いろいろ

な目標をベンチマークにして、それをクリアしていくような取り組みを行うことである。 

 

（３）原価低減の手法 

原価低減の手法としては、「VE/VA 手法」、「テアダウン」、「コストベンチマーキング」、 

VRP（種類削減：Variety Reduction Program）、IE（生産工学：Industrial Engineering、 

これは現場改善と言ったほうが良い。）等の方法で、図表 5-3-9 に挙げているような目的を

持ってコスト低減を行う。VE について補足すると、価値＝機能／原価という式で表される。 

①機能を一定にしてコストを下げる、②機能を上げながら原価は一定にする、③原価の

増加以上に機能を向上させる、④コストダウンと機能向上を同時に行うといった方法で取

り組んでいく。如何に、機能を一定にして原価を下げていくか、これが一番オーソドック

スな「VE/VA」ということになる。 

図表 5-3-9 原価低減手法 

IE

 

 

（４）現場改善活動 

 現場改善による原価低減活動としては、5S やムダ取りがある。これはもう耳にたこがで

きる程聞いていると思うが、改善の一つの切り口であるということを認識して頂ければ良

い。ここでは説明を省くが、下記の図表 5-3-10～13 を参考にして頂きたい。 
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図表 5-3-10 5S 

 

図表 5-3-11 5S ができていないために発生する「ムダ」 

 

図表 5-3-12 原価低減活動とムダ取り 
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図表 5-3-13 7 つのムダ（現象と原因の例） 

/

/

/

/

 

 

（５）つくりすぎのムダ 

つくりすぎのムダが発生すると、図表 5-3-14 のような、いろいろなムダが派生してくる。 

図表 5-3-14 つくりすぎのムダ 

 

現場における改善の進め方は、いろいろなチェックリストを使った切り口で、活動して 

いくことが一番効果的な進め方である。チェックリストに関しては、本章末に補足資料と

して掲載してあるので、参考にして頂きたい。 

ポイントは、問題発見から現状分析、問題重点発見、改善案の作成、改善案の实地評価、

そして、改善案のフォロー処置という流れで、常に、PDCA サイクルを回しながら進めて

いくことが肝心である。 
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図表 5-3-15 改善の進め方 

 

 

５．大幅コストダウンを成功させるポイント 

図表 5-3-16 大幅コストダウンを成功させるポイント 

 

 大幅コストダウンを成功させるポイントは、まず、経営トップ自らが先頭に立って原価

低減革命を宠言して、トップダウンで明確な目標（できるだけ高い目標）を提示し、プロ

ジェクトチームを編成して徹底的に活動していくことである。 

 何故、高い目標を設定するかと言うと、例えば、「30％原価低減をやろう」と言っても達

成できない。（これは私の長年の経験から言える。）そういう場合は、50％もしくは 60％と

いう高い目標を設定して、それを努力目標として取り組み、その結果、意外と簡単に 30％
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が通過点的に達成できる。私はこのようなやり方で常日頃取り組んでいる。 

 次に、常に活動目標と経営目標の整合性を取りながら活動に取り組むことが重要である。 

また、経営計画の重点テーマとして位置付け、社長以下全員が認識して取り組んでいく必

要がある。そして、経営計画の中で PDCA を回しながら進捗管理を定期的に行い、全員参

加で取り組み、一部の人だけで行うのではなく、プロジェクトチームを作るのであれば、

そのチームへの協力・支援という形で全員参加させることが重要である。 

 それから、コストを軸に経営革新を図る、利益を軸に経営革新を図るということである

が、私は、コスト低減という意味でコストを軸に経営革新に結び付けることが重要と捉え

ている。そして、活動成果をきちんと社員の評価にフィードバックすることが重要である。

良いアイデア等が出れば、インセンティブのようなものを考えるのも一つの手であり、社

内だけで知恵が出なければ、社外のコンサルタントや専門家を使って行うのも一つの手で

ある。 

 大事なのは、現状をとにかく否定してかかることであり、更地からの発想、ゼロベース

思考で取り組むことである。また、競合他社製品の比較分析というテアダウンとベンチマ

ーキングを徹底して行うことが重要である。できれば、原価戦略マップみたいなものを作

り上げることも効果的である。原価低減活動を行うと、必ず開発力や技術力が向上すると

いっても決して過言ではない。場合によってはイノベーションが起きることもあり、一番

良いのは、いろいろなチェックリストを作って、漏れ・抜けをなくすことである。 

最後に、できない証明は一切不要である。どうやればできるかを検討して、全社を上げ

て、大幅なコストダウン活動に取り組んでいくことが重要である。 

以上 
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補足資料：現場改善のチェックリスト 

 

Productivity

Quality

Cost

Delivery

Safety

Morale

 

W H

What

Why

Who

Where

When

How

How

 

M

/

/

/

/

/

/

/
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Eliminate)

Combine)

Rearrange)

Simplify
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